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地域社会を担う人材育成を目指した

本学栄養教諭課程の学内養成および教育実習の取り組み

阿部稚里

Iはじめに

栄養教諭制度は､学校における食に関する指導の推進に中核的な役割を担うことを期待され、

2005年度に創設された1)。その職務は（1）食に関する指導と（2）学校給食の管理があり ！)、

免許を受けるためには、教育職員免許法別表第2の2第2欄に定める基礎資格（栄養士法2)の

規定により管理栄養士または栄養士の免許を受けていること）を有し、同表第4棚に定める単

位を修得する必要がある3)。従って、大学や短期大学における栄養教諭の養成は栄養士または

管理栄養士養成校のみで行われており注')、本学も2005年度（54期生）から2018年度（66

期生）まで栄養教諭（二種免許）の養成を行っていた。

栄養教諭養成は、上記の教育職員免許法3)と学習指導要領等4)で求められている内容を踏ま

え、各大学の特性を考慮して行われている。本学は地域社会を担う人材育成を目的の1つにし

ており、栄養教諭養成においても、本学が設置されている津市や三重県の子どもの姿や地域の

実情を踏まえた食育が行えることを目指した。主に栄養教諭養成に携わっていたのは、各年度

教職科目担当教員2名および食物栄養学専攻所属の教員1名の合計3名（以下教職担当教員）

のみであり、詳細な養成内容については学内でもあまり知られていなかった｡そこで本稿では、

地域社会を担う人材育成を目指した栄養教諭課程の学内養成および教育実習の取り組みをまと

め、本学における栄養教諭養成の資料の一つとした。

Ⅱ、学内養成課程の取り組み

1 ~ 栄養教諭課程履修の必修科目

栄養教諭課程の履修ができるのは、生活科学科食物栄養学専攻の学生のみだった。栄養教諭

二種の資格を取得するためには、本学の卒業要件に加え、栄義士法2)および同法施行規則5)に

規定する所定の単位を修得し、かつ、教育職員免許法3)および同法施行規則G)で定められた所

定の単位を修得する必要があった。本学における栄養教諭課程履修の教職必修科目を表1に示

した。

－1－



表1教育職員免許法施行規則6)に規定する科目のうち､本学の栄養教諭課程履修の必須科目一覧
単位数本学での開設講座名

栄養に係る教育に関する科目 学校栄養指導論 2

教職の意義等に関する科目 教師論 2

教育の基礎理論に関する科目 教育の基礎理論

発達と学習

2

2

教育課程に関する科目 道徳教育の研究
特別活動指導論
教育方法論

２

２

1

生徒指導及び教育相談に関する科目生徒指導論
教育相談(カウンセリンクを含む）

1

2

教育実践演習 教職実践演習(栄養教諭） 2

栄養教育実習 事前･事後指導

栄養教育実習

1

1

日本国憲法 日本国憲法Iまたは日本国憲法Ⅱ 2

体育 体育講義
体育実技

2

1

英語I、独語I、仏語I、中国語Iのいずれか外国語コミュニケーション 2

情報機器の操作 情報処理実習Iまたは情報処理実習Ⅱ 1

*その他教育職員免許法3)別表第2の2第2欄に定める基礎資格を有する必要がある。

2． 1年次の栄養教諭養成課程の取り組み

（1）教職オリエンテーション

入学当初のオリエンテーション時に、栄養教諭課程の履修を希望する学生に対し、教職担当

教員が養成課程の内容について説明後、質疑応答を行った。学生から出た主な質問内容は、 「栄

養士必修科目と教職必修科目の両立は可能か」だった。本学のカリキュラム構成は、栄養士必

修科目と教職必修科目両方の履修を可能としていたが、科目数が多くなる分学生の負担は増え

る。 しかし、両立している学生もいることなどを丁寧に説明し、学生の不安を取り除くよう努

めた。オリエンテーション終了後、栄養教諭課程の履修を希望する学生には、教職課程を希望

する理由について1,000文字程度でレポート提出を求めた。このレポートは内容で選別するも

のではなく、栄養教諭課程を履修する意思表示として扱い、期限までにレポートを提出した学

生全員の栄養教諭の履修を認めた。

（2） 1年次に履修するべき科目

栄養教諭免許を取得するために1年次に履修するべき科目は、学校栄養指導論、教師論、教

育の基礎理論または発達と学習、道徳教育の研究または特別活動指導論、教育相談（カウンセ

リングを含む）または教育方法論・生徒指導論、 日本国憲法Iまたは日本国憲法Ⅱおよび1年

次に開講されている栄養士免許必修科目だった。これらの科目の単位が取得できなかったり、

総合評価が良に達しなかったりした学生は教職担当教員と話し合い、これ以上の教職関連科目

の履修が負担であると判断した場合は、栄養教諭課程の履修をやめることもあった。
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（3） 学校栄養指導論

学校栄養指導論は、教育職員免許法施行規則6)に規定された栄養に係る教育に関する科目と

して本学が開講した科目である。 1年次後期に開講され、津市および三重県内小学校の校長、

学校栄養職員、栄養教諭として長年活躍された先生方に担当していただいた。その内容は、栄

養教諭の役割及び職務内容に関する事項､幼児､児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項、

食生活に関する歴史的及び文化的事項、食に関する指導の方法に関する事項である。いずれも

津市や三重県の子どもの姿や地域の実情を踏まえた内容だった。学生からは、 「実際にやってい

る地産地消の食育の内容を学べてよかった｣、 「栄養教諭の実際の職務内容が分かった｣、 「小学

校時代に学校給食で食べた津ぎょうざを考案した先生に会えて感激した」などの意見が出た。

3． 2年次の栄養教諭養成課程の取り組み

（1）事前事後の指導

事前事後の指導は、教育職員免許法施行規則6)に規定された栄養教育実習として学内で開講

した科目である。2年次通年に開講され、学内の教職担当教員3名が担当した。前期分のスケ

ジュールの1事例を表2に示した。第1回「オリエンテーション」では、学生部の教職担当者

から本学の栄養教育実習の事務的手続きの説明や教育実習ノートの配布が行われた｡第1回｢栄

養教育実習の充実に向けて」では、教職担当教員から栄養教諭制度、昨年度の栄養教育実習の

内容や実習を終えて後輩に伝えたいことなどを教授した。第2回「食と栄養に関する知識の確

認」では、これまでに学んできた教科内容の中で、小学校の食育に必要な知識について小テス

トを行い、学習内容の復習や知識の定着に努めた。第2回から4回「給食一言指導」では、児

童の発達や食に関する指導の全体計画例を考慮しながら発表学年を決め、給食一言指導案およ

び媒体を作成して1－3分内で終わる給食一言指導を行い､お互いに評価しあった｡評価対象は、

学年に対応した内容、声の大きさ、媒体の分かりやすさ・見やすさなどだった。第5回以降「学

習指導案検討」では概ね1人2回学習指導案を作成し、第8回以降「模擬授業」を行った。対

象学年や内容は、学習指導案作成時までに教育実習先から提示されていればその内容を、まだ

提示されていない場合は学生が昨年度の模擬授業例を参考に決めた。学年と内容は学生間で被

らないように調整した。学習指導案検討では毎回全員が指導案を提出し、学生全員と教職担当

教員で検討を行った。学生からは、 「自分が行わない授業でも詳細が分かり勉強になった｣、 「他

の学生の指導案で自分が授業できるか考えることが自分の指導案の分かりやすさにも繋がった」

などの意見が出た。指導案の形式は、題材名、題材設定の理由、題材（本時）の指導目標、媒

体・準備物リスト、本時の指導案（主な学習内容と活動、指導上の留意点、媒体・準備物、時

間配分を導入・展開．まとめに分けて記載)、評価だった。

2年次の後期は教育実習のレポート作成、教育実習発表会準備、教育実習発表会と評価、総

合討論とまとめを行なった。教育実習発表会では、各自パワーポイント10枚前後で資料を作

成し、 10-15分程度のプレゼンテーションを行った。その内容は、事前訪問の内容、担当クラ
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スの概要、教育実習中のスケジュール、研究授業の内容、研究授業の反省、実習中の課題、実

習全体の反省・感想、後輩へのアドバイス等だった。

表2事前･事後指導のスケジュール(前期分の1事例）

内容

オリエンテーション､栄養教育実習の充実に向けて
食と栄養に関する知識の確認､給食一言指導案作成1(各自2回分）
給食一言指導案作成2(各自2回分)、指導案の学年と内容決定(各自2回分）
給食一言指導案発表(各自2回分)、指導案検討1
学習指導案検討2

学習指導案検討3

学習指導案検討4
模擬授業(学生A1回目) ･指導案検討5

模擬授業(学生B: 1回目) ･指導案検討6

模擬授業(学生C;1回目) ･指導案検討7
学習指導案検討8
模擬授業(学生A2回目）
模擬授業(学生B:2回目）

模擬授業(学生C:2回目）
模擬授業の全体評価､まとめ

回
回
回
回
回
回
回
回
回
咽
但
廻
廻
廻
廻

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１

１

１

１

１

１

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

＊指導案検討では毎回全員が指導案を提出し､学生全員と教員で検討を行った。

（2）教職実践演習（栄養教諭）

教職実践演習（栄養教諭） （以下、教職実践演習）は、教育職員免許法施行規則の一部を改正

する省令6) (施行日2009年4月）により2010年度入学生から導入された教職に関する科目で

あり、教職実践演習の取り扱う内容および方法が例示されている7） （表3)。本学では2年次後

期に開講され、学内の教職担当教員1－2名が担当し、上記の例示内容を網羅するため特別講師

の講演なども取り入れた。スケジュールの1事例を表4に示し、表3の対応も追記した。第2

回「児童の実際に関する意見交換｣、第3回「教育実習中の学級運営に関する事例研究」およ

び第9回「教育実習中の給食運営に関する事例研究」では、教育実習中の体験を元に、学生が

資料の説明を行ったり、学校の実際についてグループディスカッションを行ったりした。第4

回から6回｢模擬授業、給食指導発表と評価」では､教育実習中に行った研究授業を基本とし、

実際の児童の反応や実習校内での反省会などで指摘を受けた箇所についても議論を行った。第

7回から8回「教科の指導力に関する振り返り」および第14回「教科の指導力についての意見

交換」では、学校栄養指導論のみならず、教科に関わる卒業必修科目および栄養士必修科目で

学んできたことや栄養教諭としての活動に活かせる場面について、まずは各個人で履修カルテ

を作成して振り返った後、意見交換を行った。第10回「今後の教育職員の方向性について」

では、学習指導要領、教員職員免許法および同施行規則、現職教員に対する研修制度について

解説し、それぞれの項目についてグループディスカッションを行った。第11回「三重県学校

給食会の見学」では、同施設で三重県内の特徴的な給食や歴代の給食のフードモデルや食育で

使用する媒体を見せていただき、栄養教諭として使用する場面についてグループディスカッシ

ョンを行った。第12回「スクールカウンセラーの講演」では、実際に津市内でスクールカウ
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ンセラーとして活躍されている講師から最近の小．中学生が抱える問題について講演していた

だき、子どもが心を開ける関係づくりについてグループディスカッションを行った。第，3回

「教育支援センターの見学」では、津市教育支援センターに伺い、主に不登校の子どもに対す

る支援や事例について講演していただき、施設の見学も行った。第，5回「教員になることに

ついての意見交換」では、これまでの教職に関わる識義や学外実習を踏まえ、どのような栄養

教諭を目指すのかグループディスカッションを行った。表4に示すように、教職実践演習で取

り扱う内容および方法例7)の事項はすべて網羅していた。

表3教職実践演習で取り扱う内容.方法例7）
内容･方法例

イントロダクション･これまでの学修の振り返りについての講義･グループ討論
教職の意義や教員の役割､職務内容､子どもに対する責任等についてのｸﾂﾚｰﾌ討論･ロールプレイング

社会性や対人関係能力(組織の一員としての自覚､保護者や地域の関係者との人間関係の構築等)についての諦義・
グループ討論

幼児児童生徒理解や学級経営についての講義･グループ討論
学級経営案の作成･グループ討論
学校現場の見学･調査
社会性､対人関係能力､幼児児童生徒理解､学級経営についてのグループ討論

教科･保育内容等の指導力についての講義･グループ討議
模擬授業

教科･保育内容等の指導力についてのグループ討論
盗質能力の確認､まとめ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

ｌ

Ｊ

Ｋ

表4教職実践演習(栄養教諭)のスケジュール(1事例）

内容 表3対応

オリエンテーション､模擬授業準備

児童の実際に関する意見交換

教育実習中の学級運営に関する事例研究

模擬授業､給食指導発表と評価(学生A)

模擬授業､給食指導発表と評価(学生B)

模擬授業､給食指導発表と評価(学生C)

教科の指導力に関する振り返り1

教科の指導力に関する振り返り2

教育実習中の給食運営に関する事例研究

今後の教育職員の方向性について

三重県学校給食会の見学

スクールカウンセラーの講演

教育支援センターの見学

教科の指導力についての意見交換
教員になることについての意見交換

目

目

目

目

目

目

配
距
配
醒
配
配
牢
距
即
廻
咽
廻
廻
廻
廻

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１

１

１

１

１

１

Ｉ

Ｃ

Ｆ

Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｊ
ｌ
Ｊ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｂ
Ｈ
，
，
ｊ
Ｋ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｂ

Ｂ

Ⅲ~教育実習の取り組み

1 ． 教育実習校決定の過程

1年次の成績が出た時点で栄養教諭履修希望者の単位取得状況や成績状況を確認し、特に問

題がなければ名簿一覧を津市教育委員会に送付して実習校の割り当て依頼を行った。前述のよ

うに、 1年次の成績に問題がある学生は教職担当教員と話し合い、今後の履修について決定し

た。例年5月中旬から下旬にかけて津市教育委員会から実習校の決定通知があった。津市以外

の在住者で、特に栄養士実習と連携して教育実習を行いたい学生はl年次に教職担当教員に申

し出て、母校等に栄養士実習と教育実習の依頼を行なった。歴代母校等で教育実習を行った学

生は76名中9名であり、その全員の実習校は三重県内だった。
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2． 事前訪問

実習校が決定したら本学から実習校への依頼連絡を行い、その後学生が実習校へ受け入れの

お礼と事前訪問の依頼を電話で行った。大半の学生は6月または7月に事前訪問を行った。夏

休みに2回目の事前訪問がある実習校もあった。事前訪問の内容は、実習校の特徴、教育実習

のオリエンテーション、持ち物確認、学習指導案検討などだった。学習指導案検討はメールや

FAXなどで複数回行う実習校もあった。

3． 教育実習内容

（1）教育実習中のスケジュール

教育実習は9月または10月に実施する実習校が大半だった。教育実習中のスケジュールの

例を表5に示した。教育実習は5日間しかないため、主に学級運営および児童との関わりを重

視した実習が大半だったが、 1部給食実習を取り入れた実習校もあった。基本的に学生は配置

されたクラスにおいて様々な学級運営から児童との関わりを増やし、そのクラス特性に合わせ

た研究授業を行った。担任の先生からは児童との関わり方を、栄養教諭の先生からは食育授業

の方法を教授していただいた。その他、栄養教諭の職務をはじめ学校運営に関わる講話がある

実習校が大半だった。

表5教育実習中のスケジュール(1事例）

実習1日目 実習2日目 実習3日目 実習4日目 実習5日目

授業前 職員会議参加 職員会議参加職員会議参加 職員会議参加 職員会議参加

授業参観

教材研究

授業参観
授業参観

給食指導準備授業参観

授業参観 授業参観

養護教諭講話授業参観
教材研究 授業参観

授業参観 研究授業準備

授業参観 研究授業

指導案の検討 研究授業反省会
指導案の検討 授業準備

l限目

2限目
3限目

1眼目

給食･昼休み給食指導 給食指導 給食指導･他学年給食指導･他学年給食指導

給食だより作成授業参観 授業参観
指導案検討 教材研究 教材研究

栄養教諭講話授業参観
養謹教諭講話

目
目

限
限

５

６ 授業参観

授業後 教材研究 部活動見学 教材研究 指導案の検討 教育実習反省会

（2）研究授業内容

歴代76名の研究授業の学年とタイトルー覧を表6に示した｡研究授業の学年とタイトルは、

学生自身が希望して実現したものと、実習校が指定したものがあった。最も多かった学年は4

年生（23人、 303％）であり、最も少なかった学年は1年生（5人、6.6％）だった。ある栄

養教諭の先生によると、 「3-5年生は教育実習生の受け入れや研究授業を行った経験があるクラ

スが多く、児童の反応も大きいため、教育実習生の研究授業が行いやすい。 1－2年生は教育実

習に慣れておらず、 6年生は行事が多いため研究授業の受け入れは難しいことがある」 とのこ

とだった。
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表6研究授業の各学年とタイトル一瞥

学年 人数 （％） タイトル

1年生 (6.6%） すききらいなくたべよう

しょくじのマナーはかせになろう

きゅうしよくについて考えよう
ばななうんちをだそう
よくかんで食べよう

戸
【
ｕ

2年生 10 (132%) 楽しくごはんを食べるために出来ることを考えよう
どんなおやつがいいのかな

じょうずなおやつのとりかたをかんがえよう×2

しゅんのやさいとその良さを知ろう
野菜を食べよう
野さいとなかよくなろう1 1
朝食の大切さをしろう
朝ごはんをしっかり食べよう
おいしいご飯をありがとう

3年生 14 (18.4%)バイキングにチャレンジ

1日に必要な野菜の量を知ろう
野菜をしるう
おやつの食べ方を考えよう！×5
すききらいしないで食べよう！×2
よくかんで食べよう！×2
食品のはたらきを知ろう～""､･き･みどり～
ご飯が口に入るまで

4年生 23 （30.3%）育ちざかりに大切な栄養がとれる食品を知る
野さいを食べよう×4
季節の野菜を知ろう×2
にんじんはかせになろう！

すぐすぐ育て私の体
よりよいからだの育ち

朝食で体にスイッチオン
元気な一日のスタートは、よい朝ごはんから
おやつの取り方に気を付けよう

おやつはかせになろうl

おやつの食べ方を考えよう
強い骨をつくろう！

好き嫌いせずに食べよう

よくかんで食べようI～かむかむレッスン～

よくかんで食べよう
清涼飲料水の飲みすぎにきをつけよう
牛乳のひみつ
ジュースの飲みすぎに注意しよう ！
魚を食べよう

5年生 16 （21.1％）バランスの良い朝ごはんを考えよう

朝ごはんを食べて元気になろう
元気いっぱい朝ごはん～笑顔あふれる毎日に～
朝ごはんの大切さを知ろう

バランスの良い食事をしよう！ ×3
野菜博士になろう1

野菜マスターになろう

旬の野菜を食べよう
変身する大豆
清涼飲料水について考えよう

飲み物について考えよう

カルシウムをとって丈夫な骨を作ろう

塩分について
アイスについて

6年生 8 （10.5％）感謝して食べよう

しっかり食べようI朝ごはん
みんなでつくろう元気な朝ごはんI
行事食で日本の四季を味わおう1
旬の食べ物を知ろう！～野菜・いも~果物～

旬の野菜
バランスの良い食事をしよう1

カルシウムを摂って骨を強くしよう 1 1
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研究授業の内容と食に関する指導における分類を表7に示した｡多かった研究授業の内容は、

野菜について（17人、22.4％)、おやつについて（16人、21.1％)、朝ごはんについて（10人、

13.2％）だった。野菜についての研究授業を行った学生からは｢給食の野菜残食を減らしたい｣、

「自分が小学校の時の食育で野菜を食べるように頑張ったため｣、 「児童が買い物に行く機会が

減って旬の野菜も分からなくなっているから」などの選択した意見が聞かれた。社会科と連動

し、三重県でよく収穫される野菜を教材に出す学生もいた。食に関する指導の目標にある6つ

の目標の分類8)･注2)では、複数の目標を目指した研究授業もあったが、その授業内容から主な

目標を1つ選択した。最も多かった目標は②心身の健康（52人、68.4％）であり、他の目標は

少数だった。心身の健康の目標は“心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事の

とり方を理解し、 自ら管理していく能力を身に付ける”である8)。授業の導入部分で児童自身

あるいはモデルの食事摂取状況を振り返り、展開部分でどのような食事が良いか班行動や媒体

を使って考えさせ、まとめで今後の食事摂取について目標を立てさせるといった形式は、経験

不足な教育実習生にとって取り組みやすかったのかもしれない。

研究授業を終えた学生の感想は、「児童に楽しいと言ってもらえてよかった｣、 「児童からの野

菜を頑張って食べるという感想が嬉しかった」などがあった。反省点として、時間配分、声の

大きさ、準備不足などが挙がった。

表7研究授業内容と食に関する指導の分類

項目 人数 ％

野菜について

おやつについて(清涼飲料水を含む）
朝ごはんについて
食事のバランスについて
体と食事の関係について
よく噛むことについて

好ききらいについて

その他

研究授業内容の分類 (22.4）

(21.1)

(13.2）

(9.2）

(7.9）

(6.6）

(5.3）
(14.5)

Ⅳ

岨

加

７

６

５

４

皿

食に関する指導の分類 ①食事の重要性
②心身の健康
③食品を選択する能力
④感謝の心
⑤社会性
⑥食文化

(17.1)

(68.4）

(3.9）

(5.3）

(2.6）

(26）

咽

盟

３

４

２

２

注)食に関する分類はその授業内容から主な目標を1つ選択した。

（3）給食指導内容

給食指導を行った実習校が大半だったが､給食指導は全校放送や児童の給食当番が行うため、

実習生が行わなかった実習校もあった。給食指導の内容は、その日の献立で使用されている食

材や旬の食材の紹介、学年に合わせたクイズが多かった。また、社会科などの他の教科と連動

し、その時児童が学んでいた歴史や世界の国と食材を組み合わせた内容も見られた（例：かぼ

ちゃの名前の元の国はどこでしょうか？ 1 ． イタリア、 2． カンボジア、 3． カナダ
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＊それぞれの国の形に名前を書いた媒体を見せた)｡給食指導に使用した媒体を教室や掲示板に

貼ってもらえる実習校もあった。

（4）その他

全学年に配布する給食だよりや給食室前の掲示板に貼る掲示物の作成をした実習校もあった。

献立作成の課題提出や給食残食調査を行った実習校もあった。外国籍の児童の在籍が多い実習

校では、外国語での挨拶を行うこともあった。

（5）後輩へのアドバイス

多かつた後輩へのアドバイスとして、 「5分前行動をする｣、 「積極的に行動し、分からないこ

とはきちんと質問する｣、 「体力をつけておく」、 「事前準備・課題は早めに取り組み、準備万端

にしておく」、 「児童の名前を覚え、積極的に関わる｣、 「校内で出会った人全員に挨拶をする」

などが挙げられた。

おわりに

本稿では、地域社会を担う人材育成を目指した栄養教諭課程の学内養成および教育実習の取

り組みをまとめた。特に地域の児童に対する食育の実態を学ぶ科目として、 1年次後期の学校

栄養指導論、 2年次後期の教職実践演習および2年次の教育実習が挙げられた。いずれの科目

も、栄養教諭の実際を聞いたり見学したりする科目であり、深い学びが得られたようである。

特に最終学年の最終期に開講される教職実践演習は、栄養教諭課程の総まとめの科目に位置づ

けられるため、各大学でその特性に応じた内容を展開している。地域連携に関する教育活動と

して実際に学生が地域で食育や栄養教育（カフェも含む）を行った大学9, ］0)や、他の教職養成

課程の学生との多職種連携を主眼とした演習を行った大学'1)の報告もある。本学では栄養教諭

履修生が比較的少人数（教職実践演習を始めた2010年以降：最小人数1名、最大人数10名、

平均人数5．2名）だったこと、短期大学という特性上2年次後期にも学生は栄養士免許必修科

目を多く履修しており、時間的な余裕があまりなかったことなどから、見学を除き学内での演

習に留まっていた。家庭科および社会科教諭履修生と一部合同でグループディスカッションも

行ったが、それぞれの立場からの意見をまとめるに留まり、多職種連携を目指した演習等は行

えなかった。今後の教職課程では、 さらに地域連携や多職種連携を養成時点から積極的に学ん

でいくことが必要になると考えられる。

現在までに本学が把握している範囲で、実際に栄養教諭として働いている学生は、新卒採用

に合格した1名、他大学に編入学をして栄養教諭一種免許状を取得後に新卒採用に合格した1

名、講師として働いた後に採用された2名である。この中には栄養教諭として文部科学省委託

事業のつながる食育推進事業に参加し、学校と地域における食育の推進を進めている卒業生も

いた。その他、講師として働いた3名、他大学に編入学をして家庭科教員免許も取得し、家庭
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科教員として採用された2名がいる。また、その他の学生も大半が栄養士として就職し、栄養

教諭履修課程で学んだことも職務に活かしている。給食調理員を勤めていた1名は科目等履修

生として栄養教諭課程を履修し、職務に繋げて活躍をしている。栄養教諭履修者は合計76名

と多くはなかったが、本学の目標の1つである地域社会を担う人材育成はある程度達成できた

と考えられる。

教育実習を引き受けてくださった栄養教諭の先生方の中には、本学食物栄養学専攻を卒業し

た方が多くいた。栄養教諭制度のない時代に栄養士免許を取得し、学校栄養職員から栄養教諭

に配置転換された先生､病院栄養士を勤めた後学校栄養職員を経て栄養教諭になった先生など、

多様な職歴だった。本学の栄養教諭養成課程は終了したが、編入学後や栄養士を経て学校栄養

職員や栄養教諭になる可能性はある。今後は栄養教育論などにおいて、栄養士の職場の一つと

して栄養教諭の職務を紹介するとともに、学童期に対する栄養教育・栄養指導の一つとして、

栄養教諭履修生が教育実習で行った研究授業内容なども伝えていきたい。

謝辞

教育実習をお引き受けいただきました各実習校の栄養教諭の先生方並びに校長先生をはじめ

とする教職員の方に厚く御礼申し上げます。栄養教諭課程に携わっていただきました本学教職

員の皆さん、栄養教諭課程を履修した歴代の学生の皆さんに感謝申し上げます。

注

1）栄養士または管理栄養士の資格を持ち、現に学校栄養職員として勤務している者は、一定

の在職経験と都道府県教育委員会が実施する講習等において所定の単位を修得することに

より、栄養教諭免許状を取得できる’)。

2） 2019年3月に公表された食に関する指導の手引き－第二次改定版一（文部科学省）では、

本稿で示した「食に関する指導の目標」は「食育の視点」に再整理された。
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1970年代の大都市部における政治意識の変容

－美濃部東京都政の支持基盤を事例として－

川上
折
ロ

I なぜ美濃部都政の支持構造を分析するのか－課題と視角

1 本論文の目的・課題

本論文の課題は1967年から1979年まで継続した美濃部亮吉知事による東京都政（以下、美

濃部都政と表記する）を事例として、 1970年代の大都市部住民の政治意識がどのように変容し

ていったのかを、主に1967年、 71年、 75年の東京都知事選挙の分析を通じて明らかにするこ

とである。 1970年代は、 「保革伯仲」状況の出現や無党派層の拡大など、戦後日本政治おいて、

国民の政治意識が大きく変容していった時代である。国民の政治意識が変容していったのはな

ぜなのか。それを地域構造との関連から解き明かす作業の一つとして、本論文ではまず大都市

部を取り上げることとした。いずれ三重県などの地方部の政治意識の変容についても実証し、

比較を行う予定である。

さて本論文で重視するのは、東京都内区市町村の地域構造と都知事選挙との関係である。美

濃部都政については、同都政が戦後の地方自治においてどのような意味を持っていたのか、ま

た国政にどのような影響を与えたのかという観点から革新自治体研究の主要課題の一つとして

さまざまな検討がなされてきた')。本論文との関係からいうと、特に1967年になぜ革新統一候

補であった美濃部が当選し得たのかについては、次節でみるように、美濃部都政研究の基本的

なテーマの一つであった。しかし、丸山真央が「都民がなぜ革新知事を選ぶに至ったのかとい

う有権者の投票行動の検討は、一部の例外を除いて、ほとんどおこなわれてこなかった」 2）と

指摘するように、美濃部都政期の都知事選挙について、それほど多くの実証研究がおこなわれ

てきたわけではない。とりわけ当時の都内区市町村の地域構造（人口、産業、住民の職業構成、

所得階層など） と都知事選挙における住民の投票行動との関係についての分析は十分とはいえ

ない。

したがって本論文では、 1967年、 71年、 75年に行われた都知事選挙における住民の投票行

動と当時の都内区市町村の地域構造との関係性を明らかにすることによって、美濃部都政が階

層的にどのような支持構造を持ち、またそれがどのように変容していったのかを検討してみた

い。

2 これまでの1967年、71年、75年都知事選挙研究

（1）西平重喜の1967年都知事選挙分析

本論文が対象とする1967年、 71年、 75年都知事選挙の過去の研究を振り返り、その意義と
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限界を明らかにしておきたい。美濃部都政が成立した1967年の都知事選挙分析については、西

平重喜の先駆的な研究がある3)。本論文との関係からいうと、西平の研究の意義は2つある。

第1は、 1967年都知事選挙における美濃部の得票構造を都内区市町村ごとに分析し、得票率の

高低に応じて地域類型化を行っていることである（以下、 「西平3類型」 と呼ぶ)。類型の第1

は下町地域（荒川、墨田、台東、中央、千代田、港の6区）で、対立候補であった松下正寿の

得票率が美濃部を上回った地域である。第2はその下町地域を取り巻く9区（目黒、渋谷、新

宿、文京、豊島、足立、葛飾、江戸川、江東の各区）で、美濃部、松下両候補の得票率が互角

であった地域である。そして第3は西北から城南地域（北、板橋、練馬、中野、杉並、世田谷、

大田、品川の8区）と多摩地域で、美濃部が松下をリードした地域である。以上のように、 1967

年都知事選挙の区市町村別得票率を分析し地域類型化を試みたという点ではかなり意義のある

分析といえよう。しかし、 「西平3類型」は得票率の高低、つまり、美濃部が優位か松下が優位

かによって区市町村を色分けしたに過ぎず、なぜ西平のいう下町地域で松下が優位であったの

か、あるいは多摩地域で美濃部が優位であったのか、その要因は明らかにされていない。

西平研究の第2の意義は性別や年齢、職業、支持政党といった有権者の属性や信条と支持構

造との関係を、世論調査を手掛かりに分析していることである。こうした分析は都知事選挙に

限らず、他の選挙分析においても行われるオーソドックスな研究であるが、 1967年都知事選挙

において、美濃部がどのような層から支持されたのかを知る上で示唆に富む分析内容となって

いる。すなわち、美濃部の支持層には専業主婦層やホワイトカラー層が多いことなどである。

こうした分析自体は極めて興味深いものではあるが、ここでもなぜ美濃部支持層に専業主婦層

やホワイトカラー層が多いのかについては明らかにされていないという限界がある。また世論

調査では区市町村別の支持構造が明らかにできず、支持構造の地域類型化の根拠にはならない

という限界がある。

（2）朝日新聞調査研究室による分析

西平と同様に美濃部都政期の都知事選挙における得票構造と地域構造、有権者の属性などと

の関係を分析しているのが朝日新聞調査研究室の内仲英輔と坂東愛彦である4)。内仲・坂東の

分析は朝日新聞社の社内報告としてなされたものではあるが、マスコミによる分析だけあって

世論調査を用いた支持構造の分析はかなり詳細に行われている｡西平の分析との関連でいえば、

西平の場合、対象が1967年と71年の都知事選挙のみであるが、内仲・坂東の分析の場合には

75年都知事選挙についても分析がなされており、美濃部の支持構造の変容についても知ること

ができ、美濃部支持層と地域構造の関係についての分析にも有力な手掛かりを与えてくれる内

容となっている。

内仲・坂東研究は得票率に基づいた支持構造の地域類型について、 「西平3類型」を拡大ある

いは精紋化し、AからFの6つに対象を広げたという点で意義がある(Aが最も美濃部支持が

高く、Fが最も低い地域。以下、 「朝日6類型」と呼ぶ)。簡単に述べておくと、美濃部支持が
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最も高いA地域は区部と近接した多摩東部地域、同南部地域、同北部地域である。B地域は23

区の城南、城北と多摩の中央線沿線地域、C地域は23区の城東、城西地域である。美濃部支持

が低くなるD地域は23区の山手地域、E地域は23区の下町と多摩西部ならびに山間部であ

る。そして最も美濃部支持が低いF地域は23区の都心地域となっている。総括的には「地域

特性を全体的に見ると、「山手ムード』とされた美濃部だが、実際には、山手や都心、副都心で

は支持がそう高くなく、区部や多摩の住宅地域と工場地域の支持が厚い。また都心部を中心と

して全域を見渡すと、区部の外周部と多摩の近郊地域で支持率が高い」 5）と述べ、西平の分析

と同様の指摘をしている。 「西平3類型」よりも「朝日6類型」の方が、地域類型の精級化とい

う点で発展がみられるものの、 「西平3類型」と同様、地域構造と得票率との関係に言及されて

ないという点では限界がある。

他にも西平分析にはなかった職業と支持構造の関係などにも触れ、 「美濃部支持は、事務職、

管理職、産業労働者、その他・無職層に強く、 自営商工業者に弱い。 1期目と3期目を比べる

と、店員など一般労働者の支持を急速に強めたのに対し、事務職・管理職の支持は低下した。

また、別の調査では、主婦の支持がきわだって高く、この点では、美濃部は女性全般というよ

り、 とくに主婦に支持されたといえる」 6）と述べ、美濃部都政期全体を通じた支持構造の変化

を指摘している｡また有権者の学歴と支持構造の関係では､高学歴層ほど美濃部支持が高いが、

3期目以降は高学歴層が美濃部支持から離れていくことなども指摘している7)。

3本論文の分析視角と手法

本論文では、これまで行われてきた分析を踏まえ、その限界を乗り越える第一歩として都内

区市町村の地域構造と美濃部都政の支持構造との関係を実証的に明らかにしたい。具体的には

国勢調査の社会経済分類を用いて都内区市町村における住民の職業特性から地域構造の特徴を

明らかにし、各地域と美濃部都政の支持構造との間にどのような関係性が見いだせるのかを検

討する。

国勢調査のさまざまな項目の中から、なぜ社会経済分類を軸に分析をしたかというと、有権

者の投票行動を検討する際に、その職業や地位といった階層構造の区市町村別特徴をつかむの

に適当だからである。国勢調査からはさまざまな地域構造の特徴を見出すことができる。例え

ば、産業の特徴一農業、工業、商業などのうち、その区市町村で中心的な産業は何か、どのよ

うな職種の事業所が多いかなど一を知ることができるが、選挙は該当する区市町村に居住する

有権者によって投票が行われるため、ある区市町村で特定の産業が盛んであったとしても、区

市町村域を超えて通勤・通学が行われるような場合には（東京都は特に多い。昼夜間人口の格

差をみれば明らかであろう）、無意味とはいえないが、投票行動と地域構造を合わせて検討する

には限界がある。したがって本論文では、区市町村に居住する有権者の職業構成を軸に地域構

造を検討するため国勢調査の社会経済分類を使用することにした。 したがって本論文でいう地

域構造とは、職業構成の割合から特徴付けた区市町村の階層構造のことである。
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Ⅱ 1967年・71年．75年の東京都知事選挙の地域別得票構造

1 都知事選挙の地域別得票構造分析

（1） 1967年都知事選挙

はじめに、美濃部が当選した1967年、 1971年、 1975年の都知事選挙の結果から都内区市町

村別の得票構造を明らかにしておこう8)。図表1は1967年、71年、 75年、 79年都知事選挙で

革新候補が獲得した得票率を降順に並べて比較したものである9)。同じく図表2は、当該都知

事選挙において保守候補が獲得した得票率を降順に並べたものである。

まず1967年都知事選挙から順に検討していく。この選挙では、美濃部が社会党と共産党の推

薦、松下が自民党と民社党の推薦、阿部憲一が公明党の推薦を受けている。

1967年都知事選挙における得票構造の第1の特徴は、美濃部の得票率上位20地域のうち、

18位までが全て市部によって占められていることである。さらにその18市が多摩北部､東部、

南部に集中していることである。

特徴の第2は、松下の得票率上位20地域が千代田、中央、港の都心3区、台東、墨田、荒川

の下町地域、渋谷、新宿、文京の山手地域、青梅市、瑞穂町、桧原村、奥多摩町といった多摩

西部の地域によって占められていることである。

端的にいえば、 23区の大部分と多摩西部（郡部）が松下、その間の多摩北部・東部・南部と

多摩地域に隣接する杉並区・練馬区などが美濃部の得票率が高かった地域というように色分け

することができる。こうした特徴は「西平3類型」や「朝日6類型」でも概ね指摘されている。

（2） 1971年都知事選挙

では美濃部が2期目の当選を果たした1971年都知事選挙はどうであろうか。この選挙では、

1967年と同様に美濃部が社会党と共産党の推薦を受けたものの、秦野章は自民党の推薦を得た

のみで､公明党と民社党は推薦こそ出していないものの､実態としては美濃部を支援しており、

政党間関係では美濃部＝社会、共産、公明、民社、秦野＝自民という対抗関係であった。選挙

の1年程前に行われた毎日新聞の世論調査'0)でも、社会支持層の90%と共産支持層の92%が

「美濃部都政を支持する」と回答しているのみならず､自民支持層の55％､公明支持層の33％、

民社支持層の77％、支持政党なしの65％も「支持する」と回答しており、美濃部圧勝は予測さ

れていたことでもあった。

では地域別の得票にはどのような特徴があったのだろうか。

特徴の第1は、前後の入れ替わりはあるものの、美濃部の得票率上位20地域にはほとんど

変動がないことである。 1967年選挙で22位だった八王子市が20位になったことを合わせれ

ば、上位20地域中、 18地域は1967年と71年とで同じ地域によって占められているというこ

とになる。

第2は、美濃部の得票率上位20地域の中に島I喚部がランクインしていることである。島咽
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図表1 都知事選における革新候補の区市町村別得票率（％、降順）

1967年

区市町村名

消瀬市

小金井市

東久留米市

日野市

国立市

国分寺市

保谷市

三鷹市

武蔵野市

調布市

小平市

田無市

東大和市

府中市

多摩市

町田市

東村山市

狛江市

杉並区

世田谷区

練馬区

八王子市

中野区

板橘区

稲城市

立川市

北区

武蔵村山市

文京区

品ﾉl l区

東京都平均

大田区

昭島市

目黒区

新宿区

秋川市

渋谷区

豊島区

日の出町

羽村市

五日市町

港区

葛飾区

江東区

足立区

江戸川区

偏生市

桧原村

青梅市

奥多摩町

千代田区

荒川区

瑞穂町

墨田区

中央区

台束区

品峨部

美濃部亮吉

得票率

55．75

55．17

54．93

54．54

54．07

53．79

53．54

53．40

53．16

52．58

5238

52．02

50．80

50．50

50‘32

49．23

49.11

4886

48．35

47．49

47．39

47．16

46．61

46．03

45.65

45.26

45.02

44．87

44，81

44．76

44‘46

4433

4428

43．97

43.89

43.67

43.38

43.28

4298

42．92

42.23

41.82

41．63

41．43

40．91

4052

39，23

38.97

37．75

37.67

36.46

36.45

36.02

35.75

35.73

33．97

33．45

1971年美濃部亮吉

区市町村名 得票率

東大和市 72.63

清瀬市 72.18

東久留米市 71.92

日野市 71.6O

三鷹市 70.42

小金井市 70.06

国分寺市 69~70

島喚部 69~55

保谷市 6954

多摩市 695l

武蔵野市 69.5O

小平市 6912

束村山市 6887

町田市 68.82

国立市 68.74

田無市 68.72

調布市 68.65

狛江市 67.9l

昭島市 67.77

八王子市 67.75

稲城市 67~5l

武蔵村山市 67~45

大田区 66.53

杉並区 66~52

秋川市 6625

府中市 6623

立川市 66~16

北区 66．02

板橋区 65.83

品川区 654O

練馬区 6538

足ずぽ 65．2l

世田谷区 65.14

束京都平均 6477

葛飾区 64.77

中野区 64.65

江東区 64~32

羽村市 63.7O

豊島区 63.70

目黒区 63.58

福生市 63.58

江戸川区 63.30

渋谷区 62.92

文京区 62.75

新宿区 62.01

日の出町 60.83

港区 60.51

桧原村 60．03

荒ﾉ|I区 59.85

五日市町 5914

青梅市 58.64

墨田区 57.37

瑞穂町 56.88

奥多摩町 56~64

中央区 55.22

千代田区 5498

台東区 5408

目黒区

福生市

峠
》
赫
一
榊
岬
一
榊
一
鋪
一
嘩
枢
》
嫡
崎
郵
唾
恥
睡
岬
榊
錘
榊
榊
燕
岬
一
》
｜
岬
一
蹄
咋
蹄
一
蹄
伽
一
州
一
岬
一
州
》
轆
岬
》
蹄
一
軸
錘
祁
峠
｜
呼
称
》
》
州
一
》
祁
一
岬
郵
榊
一
》
｜
趣
一
鋤
一
睡
緬
鍵
岬

美濃部亮吉

得票率

57．96

56.67

55.75

55.40

55．37

54.74

54.32

53.90

53.88

53.43

53.29

53.24

53.09

5298

52.93

52‘79

52.50

52.49

52．41

52.14

52．10

5207

52．01

51．77

5173

51．37

51．17

51．10

51．01

5067

50．67

50．48

50．02

49．89

49．76

49．75

49．67

49．50

49．44

49．42

49．40

48．32

47．83

4780

47．64

47．61

47．31

46．40

45．51

44．96

44．18

43.85

4182

39．92

38．77

38．55

36．74

1979年太田薫

区市町村名 得票率

清瀬市 46.83

多摩市 4497

東久留米市 4424

日野市 44.18

束大和市 42.41

国立市 41‘83

小金井市 41.3l

調布市 41~01

稲城市 409O

国分寺市 40~77

東村山市 40.69

田無市 4065

保谷市 40.52

町田市 39.78

小平市 39.75

武蔵野市 39~71

三鷹市 3920

八王子市 39.l9

立川市 38.87

羽村市 37.63

秋川市 37.25

板柵区 3715

昭島市 3690

府中市 36.88

北区 368O

狛江市 36.73

日の出町 36.5l

武蔵村山市 36.32

棺原村 35.66

足壺灰 3547

中野区 35.25

杉並区 35．19

束京都平均 35.1l

江東区 34.63

練馬区 3448

品川区 34.46

文京区 34.26

葛飾区 34.17

大田区 34.1O

豊島区 339l

世田谷区 33.5O

福生市 33.35

目黒区 32.80

青梅市 32.67

江戸川区 32.58

島唄部 3224

五日市町 32.l3

新宿区 31.97

渋谷区 31.32

荒川区 2996

奥多摩町 29.74

港区 29.07

塁田区 27.97

中央区 26.24

瑞穂町 26.06

台東区 23.08

千代田区 22．71

I
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注）網掛けは1967年選挙における得票率上位20地域である。
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図表2都知事選における保守候補の区市町村別得票率（％、降順）

1967年

区市町村名

千代田区

台東区

中央区

膏梅市

島槙部

瑞穂町

塾田区

檜原村

五日市町

港区

奥多摩町

日の出町

荒川区

羽村市

渋谷区

文京区

新宿区

目黒区

秋川市

福生市

豊島区

足立区

世田谷区

東京都平均

中野区

杉並区

昭島市

葛飾区

江戸川区

江東区

立川市

大田区

北区

狛江市

品川区

八王子市

武蔵村山市

町田市

多摩市

稲城市

練馬区

板橘区

武蔵野市

東村山市

府中市

国分寺市

阿立市

小金井市

小平市

日野市

三鷹市

鯛布市

田無市

保谷市

東大和市

東久留米市

消瀬市

松下正寿

得票率

55．73

53．79

53.77

51．71

51．42

50．93

1971年

区市町村名

台東区

千代田区

中央区

奥多摩町

瑞穂町

墨田区

青梅市

五日市町

桧原村

荒川区

港区

日の出町

新宿区

文京区

渋谷区

江戸川区

福生市

目黒区

羽村市

豊島区

江東区

中野区

東京都平均

葛飾区

世田谷区

足古区

練馬区

品川区

北区

板橋区

立ﾉi 1市

秋川市

府中市

杉並区

大田区

武蔵村山市

稲城市

八王子市

昭島市

狛江市

田無市

国立市

調布市

町田市

東村山市

小平市

武蔵野市

保谷市

同分寺市

多摩市

島喚部

小金井市

三鷹市

日野市

東久留米市

清瀬市

東大和市

秦野章

得票率

45．09

44．49

44．27

4285

42．66

41．88

40.93

40.52

39．51

39.38

38.95

38.79

37．38

36．81

36．63

36．03

35．96

35．93

35.90

35．73

34．94

34．92

34.68

34.59

34．36

3414

3405

33．99

33．58

33．52

33．41

33．35

33．31

33．04

3286

32．06

3193

31．75

31．68

31．60

30．98

30．95

30．91

30．85

30．52

30．33

30．18

30.12

30．00

29．92

29.84

29．63

29．25

28．10

27．78

27．54

2700

1975年石原真太郎

区市町村名 得票率

瑞穂町 57.8O

千代田区 56.45

台東区 56.28

奥多摩町 55.67

中央区 54.28

青梅市 51．16

五日市町 51~12

墨田区 50~86

港区 4985

荒川区 48.02

羽村市 47.85

渋谷区 47.28

福生市 47.l3

武蔵村山市 46.46

日の出町 46.28

文京区 46.O5

新宿区 46．05

立ﾉ||市 45.79

目黒区 45.58

秋川市 44~89

府中市 44~64

中野区 4434

豊島区 4429

昭島市 44.07

練馬区 43.87

束京都平均 43.87

世田谷区 43.76

杉並区 43.74

桧原村 42.86

狛江市 42.66

国分寺市 42.65

町田市 42.49

品川区 42.47

武蔵野市 42.43

保谷市 42~38

葛飾区 42.35

江戸川区 42.29

国立市 42.2O

稲城市 42.l4

調布市 42.12

東村山市 42.06

八王子市 42.05

小金井市 42.02

足立区 41.61

江東区 41.6O

田無市 41.6O

小平市 41.50

三臓市 41.42

大田区 41.33

日野市 4096

島喚部 40.85

北区 40.52

東久留米市 40.08

板橋区 39.96

東大和市 39.84

多摩市 38.98

消瀬市 36.93

1979年

区市町村名

奥多廉町

瑞穂町

桧原村

島計

五日市町

青梅市

日の出町

昭島市

千代田区

福生市

台東区

秋川市

中央区

武蔵村山市

荒川区

羽村市

墨田区

立川市

港区

渋谷区

江戸川区

府中市

八王子市

目黒区

葛飾区

足立区

東京都平均

大田区

豊島区

新宿区

江東区

中野区

世田谷区

品川区

杉並区

練馬区

北区

板橘区

文京区

小平市

狛江市

東大和市

稲城市

東村山市

国分寺市

三鷹市

田無市

国立市

小金井市

調布市

日野市

町田市

武蔵野市

保谷市

東久留米市

消瀬市

多摩市

鈴木俊一

得票率 ’

62．05 1

60．45 1
58.78

56.82

55.64

54．31

51.48

50‘69

50．62

50．21

49．70

49．69

49．18

47．87

47.75

4756

47．42

45.69

45．12

44.85

44.15

43.94

43.88

43.58

43．51

43．32

43．28

43．19

43．18

43．10

43.02

42.67

42.46

42.37

42．23

42．23

42．17

42．07

41．88

41．78

41.68

41.28

41．07

40.87

40.72

40．43

40．41

40．41

39．59

39．39

39．11

38.99

38.65

38.33

36．51

36.30

35．96

49.46

~47．61
4754

47.53

46.99

46.96

46.09

45.05

44.76

44.11

43.99

43.89

43.34

43.05

42,39

42.18

41．76

41.70

41.69

41.49

41.26

40．61

4042

40．31

39．84

3981

39.78

39．76

39.75

3955

39.22

38．61

38．57

38.39

37.88

37.74

37.57

37．06

36．82

36.60

35.92

35．61

35.00

34．87

34.77

34，76

34.72

34．25

34.15

33.88

30．59

二

】

卓

』

』

】

二
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注）網掛けは1967年選挙における得票率上位20地域である。
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部は前回の1967年選挙では、松下の得票率上位地域の第5位であったが、 1971年選挙では美

濃部のそれの第5位になっている。これは美濃部が自ら訪れるなど離島対策を強化したことの

政策的帰結が大きな要因である。

第3は、保守候補（秦野）の得票率上位地域が、 1967年選挙と比べ、美濃部と同様に変動が

ないことである。保守候補の得票率上位20地域のうち、 18地域が1967年選挙と同じである

（前回21位だった豊島区が20位に浮上したことを考慮すれば19地域)。

したがって1971年都知事選挙は得票構造の地域特性という点からいえば、美濃部の得票率

が東京都全体で大幅に上昇しているにも関わらず、前回1967年都知事選挙とあまり大きな変

化がなかったということになる。

（3） 1975年都知事選挙

1975年都知事選挙は、好余曲折を経て、直前になって美濃部が再々出馬を表明するなど、 2

期目とは異なり、美濃部都政にも混乱が見られるようになった選挙である。政党間関係では社

会、共産、公明が美濃部を、自民が石原慎太郎を、民社が松下を推薦するという構図であった。

選挙直前の毎日新聞の世論調査'')では､社会支持層の85%､共産支持層の87%が美濃部支持、

与党化にともなって公明支持層の60％も美濃部を支持すると答えているが､1971年選挙で55%

が支持すると答えた自民支持層の美濃部支持は26％へと半減し、民社支持層の美濃部支持率も

35％と大幅に減少している。また支持政党なし層の美濃部支持は51%で過半数を超えてはいる

ものの、 1971年選挙時の60%と比べると減少している。

こうした中で行なわれた1975年都知事選挙については以下のような特徴を指摘できよう。

第1は、 1967年と1971年の得票地域と比べた場合、美濃部の1975年の得票地域に変化が見ら

れることである。 1967年選挙の得票率上位20地域と1975年のそれとを比べると、一致する地

域が9つに減っている(1971年選挙と一致するのも9地域)。具体的にいうと、過去2回の選

挙において上位20地域にランクインしていなかった板橋、北、足立、江東、葛飾、江戸川、大

田の各区が1975年選挙でランクインしたということである。それはなぜかというと、直接的に

は1975年選挙で公明党が美濃部を推薦したことにより、同党が比較的強い地域が浮上したた

めである。1967年都知事選挙において同党が推薦した阿部の得票率上位地域がランクインして

いることからもそれは明らかである。この点は後でも触れる。

第2は、 1967年と1975年の都知事選挙を比較した場合、都平均の得票率が増加しているに

もかかわらず得票率が減少している地域が10地域あるが、その全てが1967年選挙において美

濃部の得票率が上位だった地域であることである。具体的には、調布市（0.48ポイント減、以

下同じ)、府中市（0.75減)、東久留米市（1.05減)、 日野市（1.25減)、三鷹市(1.25減)、保谷

市(1.77減)、国立市(2.01減)、武蔵野市(2.49減)、国分寺市(2.62減)、小金井市(408減）

である。過去2回の都知事選挙における美濃部の得票率上位地域が大幅に減少しているのであ

る。その結果、美濃部の得票率上位10地域が1967年選挙と1975選挙で激変している。 1967
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年と75年選挙の上位10地域で重なっているのは清瀬市と東久留米市のわずか2つである。

第3は、石原の得票率上位20地域が過去2回の都知事選挙における松下、秦野の得票率上

位20地域とほとんど同じであることである。ということは、 1967年、 71年、75年の保守候補

（松下、秦野、石原）の得票構造の上位地域にはほとんど変化がないということである。さら

にいえば、 1979年の鈴木俊一の得票率上位20地域もそれ以前の保守候補の得票率上位地域と

同様にほとんど変化がない（図表2)。

2美濃部の得票構造の地域類型

以上、 1967年、 71年、 75年の都知事選挙における美濃部と保守各候補の得票構造を地域ご

とに検討してきたが、それを踏まえて美濃部の得票構造の地域類型を提示してみたい。

地域類型化にあたっては、 3回の都知事選挙における美濃部と保守3候補の得票率の差を基

準として分類を行った。図表3はそれを一覧にしたものである。第1類型は、 1967年と1975

年の都知事選挙において（以下、同じ)、美濃部の得票率が保守候補よりも常に10ポイント以

上上回っていた地域であり 「美濃部最優位地域」とした。該当するのは多摩東部・北部地域を

中心とした10地域である。第2類型は美濃部の得票率が3ポイント以上10ポイント未満の範

囲で保守候補を上回っていた地域であり 「美濃部優位地域」とした。該当するのは最も多い21

地域である。第3類型は美濃部と保守候補の得票率の差がプラスマイナス3ポイントの範囲内

であった地域であり 「接戦地域」とした。第4類型は美濃部の得票率が3ポイント以上10ポイ

ント未満の範囲で下回っていた地域で「保守優位地域」 とした。第5類型は美濃部の得票率が

10ポイント以上下回っていた地域で「保守最優位地域」とした。

図表3美濃部の得票構造の地域類型

保守優位一

接戦・美濃

部優位へ転

換した地域

美濃部最優位

地域

保守最優位

地域
美濃部優位地域 接戦地域 保守優位地域

武蔵野市

三鷹市

小平市

日野市

東村山市

田無市

東大和市

清瀬市

東久留米市

多摩市

品川区 昭島市

大田区 調布市

世田谷区 町田市

中野区 小金井市

杉並区 国分寺市

北区 国立市

板橋区 保谷市

練馬区 狛江市

八王子市 武蔵村山市

立川市 稲城市

府中市

21地域

稚
蘂
一
》
｜
》
蹄

荒川区

江東区

豊島区

足立区

葛飾区

江戸川区

福生市

秋川市

日の出町

桧原村

島唄部

l1地域

千代田区

中央区

台東区

瑞穂町

奥多摩町

10地域 5地域 4地域 5地域
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以上が基本的な5類型であるが、 1967年から75年の選挙を通じて得票構造に変化が見られ

た地域がある。 「保守優位地域」から「接戦地域」にまで美濃部の得票率が伸びた地域、ないし

は「保守優位地域」あるいは「接戦地域」から「美濃部優位地域」に変化した地域である。こ

の類型を加えて本論文では「6類型」を提起したい。

この6類型は最初にふれた「西平3類型」や「朝日6類型」に比べて地域を空間的に細かく

して類型化しただけではなく、1967年から75年までの時間的な変化を踏まえた類型化である。

ただし得票構造をもとにした地域類型化は手法や分類は異なるものの、 「西平3類型」や「朝

日6類型」で既に行われてきたことである。次のⅢでは美濃部都政の支持構造の分析に進むた

めのステップとして、地域の社会経済構造上の特性を検討することにする。

Ⅲ美濃部都政時代における東京の地域構造

1 国勢調査（社会経済分類）による東京の地域構造分類

ではⅡで述べた美濃部の得票構造の地域類型は東京の地域構造とどのような関連があるの

であろうか。Ⅲではそれを明らかにするため、東京の地域構造を検討していくことにする。 と

はいえ、本論文の目的は、美濃部都政の支持構造を地域構造との関係性から明らかにすること

にあり、地域構造自体の詳細な検討か目的ではないので、最初に述べたように、有権者の職業

を中心に地域構造の検討を進める 図表4社会経済分類（国勢調査）と本論文の分類カテゴリー

社会経済分類のカテゴリー 本論文のカテゴリー

1 農林漁業者
A 農林漁業者

2 農林漁業雇用者

3 会社団体役員

4 商店主
B 経営者･事業主

5 工場主

6 サービス･その他の鯛業主

7 専門職業者

8 技術者
C 専門職

9 教員･宗教家

lO 文筆家･芸術家･芸能家

11 管理職 D 管理職(ホワイトカラー上層）

12 事務職 E 事務職(ホワイトカラー下層）

13 販売人

14 技能者 F ブルーカラー等労働者

15 個人サービス人

16 保安職 不使用

17 内職者 不使用

18 学生生徒 不使用

19 家事従事者 G | 専業主婦層
20その他の15歳以上 不使用

21 非就業者 不使用

22 15歳未満の者 不使用

23 分類不能 不使用

農林漁業者A

経営者･事業主B

専門職C

ブルーカラー等労働者卜

不使用

専業主婦層G

ことにしたい。

本論文で用いるのは1970年の

国勢調査結果に基づく区市町村別

の社会経済分類である。社会経済

分類は1970年の国勢調査から取

り入れられた統計で、図表4で掲

げた通り、人口を職業と従業上の

地位を踏まえて23のカテゴリー

に分類したものである。ただし23

の全てのカテゴリーを用いて分析

するのは複雑になり過ぎること

や、また本論文ではその必要性も

ないので、23のカテゴリーをAか

らGの6つにまとめて都内区市町

村における有権者の特性を明らか

にすることとした。

総理府統計局『昭和45年国勢調査報告第3巻その13束京都』より作成
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図表5はAからGの各カテゴリーにどれくらいの割合の人口が存在しているのかを区市町

村別にまとめたものである。事務職やブルーカラー等労働者のカテゴリー割合がどの地域でも

多いのは当然であるが、経営者・事業主、専門職、管理職については、割合自体がそれほど多

くないとはいえ、地域によってかなり差異があることが見てとれる。本論文では、この三者を

軸に各区市町村の地域構造を分類し、図表6のように6つの地域類型に整理した。分類にあた

っては、基本的にAからGの各カテゴリーの数値を東京都全体の数値と比べ、それよりも高い

地域を抽出して整理した。また23区については図表7に掲げたように、 23区平均を100とし

た場合の給与所得と事業所得の格差を加味して分類している12)。

第1の地域類型は「経営者・自営業者型」である。 「経営者・自営業者型」は経営者・事業主

の割合が都内で突出して高い地域である。また図表7で示したように、給与所得と事業所得の

合計が東京都平均を超えている地域でもあり、千代田区、中央区、台東区の3区が該当する。

第2は「自営業者・ブルーカラー型」である。この地域類型は経営者・事業主の中でも商店

主や工場主が多く、またブルーカラー等労働者の割合が高い地域である。所得階層上は大田区

以外は23区平均を下回るような比較的下層を中心とした地域である。大田区、墨田区、江東

区、品川区、荒川区の5区が該当する。

第3は「経営者・ホワイトカラー型」である。経営者・事業主の中でも会社団体役員、また

専門職、管理職の割合が高く、豊島区以外はブルーカラー等労働者の割合が東京都平均より低

い地域である。さらにほとんどが給与所得と事業所得の合計が東京都平均を超えている所得上

層が多い地域である。港区、新宿区、文京区、 目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、豊島区の

8区が該当する'3)。

第4は「ホワイトカラー型」で、該当する地域は最も多く20である。この地域は専門職、管

理職の割合が高く、かつブルーカラー等労働者の割合が東京都平均を下回っている地域である。

この地域は美濃部支持が強い地域であり、杉並区や練馬区にみられるように（図表7)、給与所

得がかなり高い地域でもある。

第5は「ブルーカラー型」で、23区において「ブルーカラー等労働者」層の割合のみが（農

林漁業者を除く）東京都平均を超えている地域である。該当する地域のうち、 5区の所得階層

が給与所得、事業所得ともに東京都平均を下回っていることからも分かるように、基本的には

所得下層を中心とした地域である。

第6は「農業型」で、農林漁業者の割合が東京都平均を上回り、かつその割合が3.5％以上の

地域である。多摩西部の6自治体と島喚部が該当する。
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図表5都内区市町村の職業等の構成 （1970年、数値は％）

A CB 、 '5 F C

農林漁業者 経営者･事業主 専門職 管理職 事務職 ブルーカラー等 家事従事者

東京都

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立灰

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

ﾉl,金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

田無市

保谷市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

秋川市

羽村市

瑞穂町

日の出町

五日市町

楢原村

奥多摩町

島喚部
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皿
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岬
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図表6国勢調査。社会経済分類に基づく地域類型（1970年）

※カッコ内の数字は該当する地域数

①経営者・自営業者型（3）

千代田区

中央区

台東区

②自営業者・ブルーカラー型（5）

大田区

墨田区

江東区

品川区

荒川区

③経営者・ホワイトカラー型（8）

港区

新宿区

文京区

目黒区

世田谷区

渋谷区

中野区

豊島区

④ホワイトカラー型(20)

杉並区

練馬区

武蔵野市

三鷹市

府中市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

田無市

保谷市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

多摩市

⑤ブルーカラー型（13）

北区

板橋区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

青梅市

昭島市

福生市

羽村市

稲城市

武蔵村山市

⑥農業型（7）

秋川市

瑞穂町

奥多摩町

日の出町

五日市町

桧原村

島峨部

総理府統計局『昭和45年国勢調査報告第3巻その13束京都』より作成

図表7 23区の所得格差（1970年）

給与所得 事業所得

｜
州
一
刎
一
獅
一
秘
一
秘
一
掘
一
轆
瞬
岬
恥
獅
掘
獅
咽
一
岬
函
一
鋤
一
瞬
皿
恥
一
埋
一
唖
一
州
州

計今ロ

東京都

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橘区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区
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一
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軒
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2専業主婦層の帰属

以上のように、社会経済分類を使用した6つの地域類型は、図表5のAからFのカテゴリー

に属する人口の割合をもとに地域の階層構造を分類したものである。ではGの家事従事者はど

の地域類型に多いのであろうか。社会経済分類上の家事従事者はほとんどが女性であることか

ら(1970年の東京都の場合、家事従事者の99.53%が女性)、家事従事者＝専業主婦と考えて差

し支えない。美濃部支持層に専業主婦層が多いことはこれまでの多くの研究で指摘されてきた

ことである。したがって専業主婦層の割合が多い地域を検討しておく。

図表8は専業主婦層が多い地域を降順に並べ、その上位20地域を示したものである。専業

主婦層が多く居住する20地域は、 1で分類した「ホワイトカラー型」地域の16地域と一致す

る（府中市は専業主婦層居住割合の順位では22位、小平市は29位、東村山市は33位、清瀬市

は39位である)。 ということは、専業主婦層の多くが「ホワイトカラー型」地域に帰属すると

いうことできよう。

図表8専業主婦層の居住割合上位20地域（1970年、降順）

割合(％）

19．02

18．93

1889

18．62

18．54

18．54

18．28

18．25

18.04

18．01

17．82

17．73

17．66

17.63

1761

1761

17.60

17．50

17．42

17~39

16．84

(参考)ホワイトカラー型地域

杉並区

練馬区

武蔵野市

三鷹市

府中市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

田無市

保谷市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

多摩市

嘩
一
ｌ
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
４
－
５
ｌ
６
ｌ
７
－
８
ｌ
９
ｌ
ｍ
ｌ
ｕ
－
岨
一
過
一
皿
一
晦
一
肥
一
面
一
肥
一
蝸
一
加

地域名

町田市

狛江市

東久留米市

世田谷区

杉並区

練馬区

小金井市

国分寺市

保谷市

目黒区

田無市

日野市

武蔵野市

中野区

国立市

多摩市

武蔵村山市

東大和市

調布市

三鷹市

東京都平均
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3 「ホワイトカラー型」地域の特徴一日本型雇用の典型地域

では「ホワイトカラー型」地域の特徴を詳しく検討してみよう。 というのは、次のⅣで述べ

るように、美濃部支持の中心は「ホワイトカラー型」地域だからである。

「ホワイトカラー型」地域の第1の特徴は、高学歴層が多く居住していることである。国勢

調査から居住者の最終学歴を調べ、短大・高専卒と大学卒を高学歴としてその割合を整理する

と、高学歴層の割合が高い上位20地域のうち、 13地域が「ホワイトカラー型」に該当する地

域に一致する。

第2は、雇用者の割合が高いことである。同じく国勢調査から地域別雇用者割合の上位20地

域を抽出してみると、そのうち「ホワイトカラー型」地域と13地域が重なる。

第3は、夫婦と子どもから構成される世帯が多いことである。これも同じく国勢調査から、

夫婦と子ども世帯の割合が高い上位20地域を抽出してみると、 「ホワイトカラー型」地域と13

地域が重なる。これら3つの特徴をまとめたのが図表9である。

図表9高学歴・夫婦と子ども世帯・雇用者の割合（1970年、％、降順）

高学歴

武蔵野市

杉並区

小金井市

世田谷区

国立市

国分寺市

東久留米市

目黒区

渋谷区

狛江市

三鷹市

中野区

保谷市

港区

調布市

多摩町

小平市

新宿区

練馬区

文京区

夫婦と子ども世帯

東大和市

東久留米市

町田市

清瀬市

東村山市

小平市

昭島市

日野市

田無市

府中市

八王子市

保谷市

足す区

福生市

調布市

立川市

青梅市

江東区

国立市

狛江市

雇用者

町田市

日野市

武蔵野市

国分寺市

小金井市

調布市

府中市

小平市

三鷹市

杉並区

目黒区

東久留米市

世田谷区

大田区

田無市

中野区

渋谷区

東村山市

品川区

昭島市

32.21

32. 16

31.45

30.56

2838

28.16

27．82

27.19

26．78

26.70

26.60

25．99

2487

24．22

24~19

2419

2386

23~62

23．56

22．84

63~60

63．55

5999

59．37

5936

58．92

58.03

57．68

5580

55．63

54~37

54．26

5422

54．19

53．27

52．50

52．43

52．32

51.83

51．75

87.03

86.58

85.20

85.06

84.96

84.84

84．62

84~32

84．04

8382

83．61

83．57

83．45

83．36

82．56

82．47

82．26

82．20

82. 19

8196

総理府統計局『昭和45年国勢調査報告第3巻その13東京都』より作成

注）網掛けは「ホワイトカラー型」に該当する地域である。
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以上の3つの特徴に2で述べた専業主婦層が多いことを合わせて考えてみると、 「ホワイト

カラー型」地域の特徴は、一言でいえば、 日本型雇用（長期雇用・年功型賃金）で雇われてい

る正規従業員、特にホワイトカラー層で、 しかも専業主婦を抱えることのできる比較的所得階

層の高い子育て世帯が集住しているということである。

Ⅳ東京の地域構造と美濃部都政の支持構造との関係

1 美濃部支持層の特性

（1）ホワイトカラー層を基盤とした美濃部都政

ではⅡ、Ⅲの検討を踏まえ、美濃部の得票構造と地域構造との間には一体どのような関連が

見出せるのであろうか｡次にその点の検討に入る。Ⅱで示した｢美濃部の得票構造の地域類型」

にⅢで示した「地域構造6類型」を当てはめてみると、図表10のようになる。

美濃部の支持構造と地域構造との関係性をより詳しく検討するため、美濃部の得票構造の地

域類型ごとに地域構造の特徴を整理してみると図表11のようになる。図表11では分析を分か

りやすくするため、A農林業業者とB経営者・事業主を合わせて「経営者・自営業者｣、C専門

職とD事務職、そしてE管理職を合わせて「ホワイトカラー」として再分類している。数値は

社会経済分類上の割合である。図表11からは次のような特徴を指摘することができよう。

第1は、 「美濃部最優位地域」ならびに「美濃部優位地域」では、ホワイトカラー層の割合が

高く、経営者・自営業者層とブルーカラー層の割合が低いことである。したがって、先ほども

指摘したように、美濃部の支持階層の中心がホワイトカラー層であるということがここからも

確認できよう。

第2は、保守が優位な地域ほど経営者・自営業者層、ならびにブルーカラー層の割合が高い

ことである。「美濃部最優位地域」における経営者・自営業者層の割合が4.35％なのに対し、 「保

守最優位地域」の同層の割合は倍以上の9~14％にのぼる。逆にホワイ|､カラー層は保守が優位

な地域ほどその割合が低くなっている。

第3は、第1と第2の特徴のちょうど中間ということになるが、 「接戦地域」のホワイトカラ

ー層の割合が最も高く、経営者・自営業者層の割合が、美濃部が優位な地域よりも1ポイント

程度高くなっていることである。美濃部＝ホワイトカラー層、保守＝経営者・自営業者層がそ

れぞれ支持基盤の中心をなしていると考えると、 「接戦地域」は支持構造が拮抗している地域と

いうことになる。

－27－



図表10美濃部の得票構造の地域類型と地域構造

美濃部最優位地域 地域類型番号 接戦地域 地域類型番号

武蔵野市 ④ 新宿区 ③

三鷹市 ④ ③文京区

小平市 ④ 目黒区 ③

日野市 ④ ③渋谷区

東村山市 ④ 羽村市 ⑤

田無市 ④ 保守優位地域 地域類型番号

東大和市 ④ 港区 ③

清瀬市 ④ 墨田区 ②

東久留米市 ④ 青梅市 ⑤

多摩市 ④ 五日市町 ⑥

美濃部優位地域 地域類型番号 保守最優位地域 地域類型番号

②品川区 千代田区 ①

大田区 ② ①中央区

③世田谷区 台東灰 ①

中野区 ③ 瑞穂町 ⑥

杉並区 ④ 奥多摩町 ⑥

保守優位→接戦・美濃部
優位へ転換した地域

北区 ⑤ 地域類型番号

板橘区 ⑤ 荒川区 ②

練馬区 ④ 江東区 ②

八王子市 ⑤ 豊島区 ③

立川市 ⑤ ⑤足立区

府中市 ④ 葛飾区 ⑤

昭島市 ⑤ ⑤江戸川区

調布市 ④ 福生市 ⑤

町田市 ④ 秋川市 ⑥

小金井市 ④ ⑥日の出町

国分寺市 ④ 桧原村 ⑥

国立市 ④ 島岨部 ⑥

保谷市 ④

狛江市 ④

武蔵村山市 ⑤

稲城市 ⑤

東京都選挙管理委員会『地方選挙の記録』各年版

並びに総理府統計局『昭和45年国勢調査報告第3巻その13東京都』より作成
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図表11 美濃部の得票構造6類型別の階層構造

A B C ， E F

経営者･自営業者 ﾎﾜｲﾄｶﾗｰ

農林漁業者 経営者･事麹 専門職 管理職 事務職 ﾌﾙｰｶﾗｰ等

美濃部最優位地域 1 ．17 3．18 4．35 5．60 1．74 10． 12 17．46 21．02

美濃部優位地域 ().88 4．09 1．904．98 1．48 10．47 16．85 2396

接戦地域 5．67 5－39().36 6．03 1．37 11．33 18．09 25．78

保守優位地域 1 ．65 5．55 7．2(） 3．53 0．82 9．45 13．80 29．29

保守最優位地域 2．06 7．08 9．14 2．97 0．57 9．00 12．54 30．94

保守優位あるいは

接戦→美濃部優位
へ転換した地域

〕.01 l‘45 7．45 2．62 0．64 7．83 11 ．09 28．53

東京都選挙管理委員会『地方選挙の記録』各年版

並びに総理府統計局『昭和45年国勢調査報告第3巻その13東京都』より作成

（2）従来の支持基盤が地盤沈下しはじめた美濃部都政3期

しかし1975年選挙になると美濃部＝ホワイトカラー層、保守＝経営者・自営業者層という単

純な構図が崩れることになる。 Ⅱで1975年選挙における美濃部の得票率上位地域がそれ以前

の2回の選挙と大きく異なることを指摘したが、それは美濃部の従来の支持基盤であったホワ

イトカラー層が美濃部支持から離れ始めた結果である。

なぜそういえるのかというと、第1に、 1975年選挙における美濃部の得票率上位20地域の

うち、 「ホワイトカラー型」に該当する地域が9つにまで減少しているからである。第2は、

1967年、 71年選挙において、一度も東京都平均の得票率を下回ったことのなかった「ホワイト

カラー型」地域のうち、杉並区、練馬区、府中市の3つの地域の得票率が東京都平均以下に落

ち込んでしまったからである。また、 1967年選挙と比べて得票率が低下しているのは「ホワイ

トカラー型」地域だけである。第3に、 「ホワイ|､カラー型」地域全体の平均得票率と東京都の

平均得票率との差が、選挙を経るごとに小さくなるからである。 「ホワイトカラー型」地域の平

均得票率と東京都平均の得票率との差は、 1967年選挙では7．53ポイントであったが、 1971年

選挙ではそれが4．53ポイントへと減少し、さらに1975年選挙になると1．86ポイントにまで減

少し、東京都平均とそれほど変わらなくなる。

以上を踏まえると、 1975年から始まる美濃部都政3期になると、それまで美濃部都政の堅い

支持基盤であったホワイトカラー層が離反し始めたことがうかがえるのである。

（3）専業主婦層の美濃部支持

ホワイトカラー層が美濃部支持から離れていくのにしたがって、専業主婦層の美濃部支持も
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連動して離れていったと考えられる。Ⅲで触れたように、専業主婦層が多く居住するのは「ホ

ワイトカラー型」地域だからである。

1967年選挙における美濃部の得票率上位20地域と専業主婦の居住割合上位20地域を比べて

みると、実に16地域が一致する。 1971年選挙も同様の傾向にあり、 14地域が一致する。 しか

し1975年選挙になると、 6地域にまで急減する。これは「ホワイトカラー型」地域と美濃部の

得票率との関係と全く同じである。すなわち、 1975年選挙から離反傾向にあるということであ

る。

（4）美濃部の支持基盤は広がったのか？

ホワイトカラー層並びそれと連動する傾向にある専業主婦層が離反し始めたとしたら、 1975

年選挙ではその分、美濃部が他の諸階層に支持基盤を広げたのであろうか。 というのは、 1975

年選挙で美濃部が獲得した東京都平均の得票率50.48％は、 1967年選挙の得票率44.46％から

6.02ポイント増加しているからである。

1975年選挙では、先ほども指摘したように、公明党が美濃部を推薦している。 1975年選挙に

おける美濃部の得票率上位20地域に、それ以前の選挙ではランクインしていなかった檜原村、

板橋区、北区、足立区、江東区、葛飾区、江戸川区、大田区などが入っている。檜原村を除く

これら7区は、実は1967年選挙において公明党が推薦した阿部候補の得票率上位20地域にラ

ンクインしており、同党の支持基盤をなす地域である。地域類型でいうと概ね「ブルーカラー

型｣の地域に該当する。1967年選挙から1975年選挙における美濃部の得票率の伸びをみると、

板橋区が8.71、北区が9.30、江東区が11.82、葛飾区が11.46、江戸川区が12.46とそれぞれポ

イントを増やしており、 1975年選挙において、美濃部が公明党の推薦を受けたことが得票率の

増加に結び付いていることは明らかである。しかし、公明党が美濃部を推薦したことのみが

1975年選挙で美濃部が1967年選挙から得票率を伸ばした（あるいは1971年選挙からの得票率

減を押しとどめた）要因とばかりはいえない。 というのは、公明党の推薦によって「ブルーカ

ラー型」地域の得票が伸びたとすると、それは1975年選挙における一時的な、あるいは一過性

の現象であるはずだが、 1967年から1975年の3回の選挙、さらに1979年の選挙まで含めて考

えると、図表6で示した6つの地域類型ごとの革新候補の平均得票率が東京都平均の得票率を

上回っているのは、 「ホワイトカラー型」 と「ブルーカラー型」地域の2つだけだからである。

さらに言えば、革新候補の「ブルーカラー型」地域における平均得票率は、 1967年選挙では東

京都平均以下であったが、1971年選挙以降は継続して東京都平均を超え、「ホワイトカラー型」

地域との得票率差が、他の地域類型と比べて最も小さい地域となっている。

つまり、ホワイトカラー層が美濃部、あるいは革新の支持基盤から少しずつ離反していくの

に対し、ブルーカラー層などの比較的下層の支持が革新の支持基盤の地盤沈下を食い止めてい

たと推察されるのである。
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2地域構造と革新自治体一支持層の変容と美濃部都政の後退

（1） 1979年選挙で顕著になったホワイトカラー層の革新離れ

1975年選挙でみられた「ホワイトカラー型」地域の美濃部＝革新候補の得票率低下は、 1979

年都知事選挙でより一層顕著になる。 1979年選挙では社共統一の革新候補として太田薫が出馬

したが、太田の得票率上位地域は1967年選挙における美濃部の得票率上位地域と一致してい

る。 したがって太田の支持基盤も「ホワイトカラー型」地域が主体であることは間違いないの

だが、 1967年選挙に比べると大幅に得票率が減少している。

美濃部が一定のタレント性を持っており、太田に比べて知名度が勝っていたのは間違いない

が、そうした個人の属性によって得票率が低下したのであれば、どの区市町村においても一定

の割合で得票率が低下するはずであるが、革新候補の得票率の減少が激しいのは、以外にも革

新候補の支持基盤である「ホワイトカラー型」地域なのである。

1967年選挙における美濃部と1979年選挙の太田の得票率を比べ、得票率の減少が大きい順

に区市町村を並べてみると、その上位20地域のうち、 13地域が「ホワイトカラー型」地域に

該当する。残りの7地域も千代田区と港区を除いて、世田谷区、渋谷区、新宿区、 目黒区、中

野区の「経営者・ホワイトカラー型」地域といった、 23区の中では比較的美濃部の得票率が高

かった地域に該当する。ということは、太田が美濃部ほど知名度の高い、タレント性を持った

候補ではなかったから得票率が減少したのではなく、美濃部＝革新支持層のコアを占めていた

ホワイトカラー層が1970年代半ばごろから革新離れを起こし始めていたという階層的な要因

が大きかったということになる。

（2）美濃部都政の政策と支持構造の変容

では1975年選挙以降に美機部、あるいは革新候補の支持構造が変容し始めた政策的な要因

はどのようなものであったのだろうか。ここでは美濃部都政12年間の政策を網羅的に取り上

げる余裕はないので、支持基盤に影響を与えたと考えられる政策をピックアップして検討する

ことにする。

第1は美濃部都政を特徴付ける福祉・医療などの社会保障政策である。公立保育所の増設や

民間の未認可保育所への公的助成(1968年)、児童手当の支給開始と老人医療費の無料化(1969

年)、都営住宅の大量建設などは、ほとんどが美濃部都政第1期に導入された施策である。階層

的な観点から言えば、保育所の整備などはどのような階層であっても切実な、汎階層的に影響

を与える施策である一方、老人医療費無料化や都営住宅の建設などは、強いて言えば低所得者

層に恩恵がある施策であるといえよう】‘!)。

第2は公害規制に典型的に見られるように、開発優先政策への規制強化である。具体的には

公害研究所の設立（1968年)、公害防止条例の制定(1969年、施行は1970年)、神奈川県・川

崎市と大気汚染防止協定締結(1970年）などが挙げられる。また外環道や中央環状線の建設工

事凍結なども開発優先政策への消極姿勢があらわれたものといえる。こうした開発規制強化の
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諸施策もある特定の階層向けの施策というわけではない。

第3は個別の政策というわけではないが、 「対話と参加」＝住民参加の政治を都政において積

極的に推進したことである。特に1期目に行われた58回の「対話集会」には、知事自らが全て

出席するなどかなり意欲的に取り組まれたことは特筆されよう。ちなみに58回のうち13回は

島I喚部で開催されており、 1971年選挙以降、美濃部の得票率上位に島喚部がランクインしてく

るのは、こうした美濃部都政の「対話と参加」の姿勢が島ll興部の住民の支持を得た結果であろ

う。

こうした美濃部都政第1期目を中心に行われた諸施策は、総じていえば、ある特定の階層が

大きく支持したり、あるいは支持しなかったりするような政策ではなく、どのような階層でも

比較的支持を受けやすい政策であったといえよう。こうした汎階層型政策を強く支持したのが

ホワイトカラー層であった｡その証拠に美濃部都政発足1年後の毎日新聞による世論調査では、

美濃部都政への都民の支持率が74.1％にのぼり、1期目を通じても6割前後の高水準にあった。

しかし2期目の後半以降は支持率6割台を割り込むようになり、 3期目に入ると4割前後にま

で落ち込み、任期の最終年には不支持が支持を上回るまで落ち込んだ'5)。

さらに毎日新聞（1979年3月7日付）では、美濃部都政が終了する直前に世論調査を行って

いる。 「美濃部都政で効果がなかったと思う施策」を尋ねているが（複数回答)、その上位5つ

を挙げると、①物価対策（47％)、②住宅対策（29％)、③行・財政改革（26％)、④都営ギャン

ブル全廃(19%)、交通対策(19%) となっている。逆に「美濃部都政で効果があったと思う施

策」の回答上位は①老人・身障者対策（60％)、②都営ギャンブル全廃（27％)、ゴミ・し尿対

策（27％)、④公害対策（22％)、⑤都政への住民参加（14％） となっている。

この世論調査の結果を踏まえると、 「美濃部都政で効果があったと思う施策」はいずれも美濃

部都政第1期に取り組まれた施策がほとんどであることが分かる。逆に「効果がなかったと思

う施策」のうち、 「物価対策」は都政固有の問題とはいえないので除外すると、住宅対策や行・

財政改革、交通対策などに都民の不満を読み取ることができる。住宅対策や交通対策について

は具体的な課題がこの世論調査では明らかではないのでこれ以上検討できないが、行・財政改

革に関わっては「東京都の財政危機打開に向けた重点施策」について尋ねており、 「職員を減ら

したり給与を抑え、経費を節減する」 （41％)、 「都の仕事を整理し、行政を簡素化する」 （36％）

という回答割合が高い結果となっている。つまり行・財政改革＝「都政（行政）のスリム化」

と考えて間違いないだろう。また「東京都の機構や職員についてあなたが日ごろ感じているこ

と」という質問に対する回答（複数回答）で「職員が多すぎる」 （55％)、 「退職金が多すぎる」

(41%)、 「職員が働かない」 (32%) 、 「給料が高い」 (29%) といった回答が多いことを合わせ

て考えると、都職員に対する都民の不満が高いことが見てとれよう。

以上の世論調査の結果も併せて考えてみると、 1期目を中心とした美濃部都政前半は「対話

と参加｣といった政治姿勢に見られるように､革新都政に対する都民の要望を丁寧に汲み取り、

実際の施策を次々と打ち出していった時期ということができよう。一方、美濃部都政後半は、
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大企業への課税強化など無視しえない施策が実施されたのも事実であるが、都民要求を丁寧に

汲み取る回路であった「対話と参加」も停滞し、具体的な施策の実施よりも計画の策定が多く

なってくる。 「対話と参加」で言えば、 「対話集会」への知事の出席が激減する（2期目に開か

れた68回のうち、知事が出席したのは27回、 3期目に開かれた67回のうち、知事が出席した

のは14回)。請願の採択率も1期目366％、 2期目283％、 3期目22.6％と減少していく。 「対

話集会」に参加したり請願を行なったりするのは、都政に対する問題関心が相当程度深く、民

主主義の拡大を追求するような都民であり、また市民運動の活発な「ホワイトカラー型」地域

の住民の期待が大きかったと思われる。したがって民主主義の拡大に関わる課題の停滞は、ホ

ワイトカラー層の離反を招いたことが推測される。また都職員の「厚遇」に対する不満も、次

節で述べる企業社会の確立とも相まって、ホワイトカラー層の支持を低下させる要因であった

ように思われる。

一方で「福祉バラマキ」批判を受けながらも、主に美濃部都政前半に導入された比較的下層

に恩恵がある諸施策一老人医療費無料化（国の施策実施後は対象年齢を65歳に引き下げ)、シ

ルバーパス、各種福祉手当、生活保護世帯援助など一は美濃部都政を通じて拡大されてきたか

らホワイトカラー層以外の諸階層の支持を一定程度つなぎとめる効果があったと考えられる。

（3）企業社会の確立と革新自治体の衰退、退場

美濃部都政からホワイトカラー層が離反していった政策的な要因と同時に指摘しておかなけ

ればならないのは、 1970年代以降に日本社会を覆う企業社会の確立にともなう構造的な要因で

ある。企業社会の形成･確立にともなって労働者層、特に大企業ホワイトカラー層の企業依存、

企業の繁栄となる施策を推進する政策や政党への支持が顕著になっていったことが指摘される

が16)、美濃部都政はちょうどその企業社会が確立していく時期にあたる。そうした日本社会全

体の動向を踏まえると、 1975年都知事選挙以降、 「ホワイトカラー型」地域に多く居住するホ

ワイトカラー層が美濃部支持から離れていく傾向が見られたのは、企業社会構造の浸透にとも

なう階層的な要因一つまり、ホワイトカラー層の政治意識の変容一もまた大きかったのではな

いかと思われる。先ほど触れたように、 1979年都知事選挙でその傾向は一層明確になる。

V結論

以上、本論文では1967年から1979年の12年間にわたって継続した美機部都政の支持櫛造

を、地域の階層的な関係を軸とした地域構造から実証的に明らかにしてきた。美濃部支持の中

心は、高学歴で管理職・専門職として働き、専業主婦を抱えた子育て世帯に属する比較的所得

の高いホワイトカラー層である。 1967年、 1971年選挙では、こうした階層が多く居住する多摩

東部・南部地域とそれに隣接する杉並区・練馬区を中心とする「ホワイトカラー型」地域が、

美濃部が獲得した得票の中心地域であった。しかし、 1975年選挙になるとそうした美濃部支持
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と「ホワイトカラー型」地域との関係が弛緩し、 「ブルーカラー型」地域の得票率上昇があらわ

れている。その要因は、美濃部都政が汎階層的政策と同時に低所得者向けの政策を拡大してい

ったことに加え、企業社会の形成・確立にともなう日本の労働者層（特にホワイトカラー層）

の政治意識の変容という、構造的、階層的な要因もまた無視することができない。総じていえ

ば、美濃部都政、そしてその後の革新候補へ支持は、変容したとはいえ、ホワイトカラー層を

中心としながらもブルーカラー層などの下層に広く薄く拡大していったと思われる。

以上のように、大都市部においては革新自治体が比較的多く誕生したこともあり、保守と革

新の支持構造の比較から政治意識の変容を検討することが可能であるが、戦後一貫して保守政

治が継続した地方部においてはそうした手法をそのまま適用することはできない。また東京以

外の大都市部についても検討が必要であろう。こうした課題を踏まえ、今後は三重県や愛知県

などの大都市部と地方部が混在する地域を対象に、住民の政治意識の変容を実証的に検討する

予定である。
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している。しかし高畠の分析も得票率の高低によって区市町村を色分けしているだけで、有
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くは高畠通敏「いま革新自治とは」 （栗原彰・五十嵐暁郎編『高畠通敏集3現代日本の選

挙』岩波書店、 2009年所収。初出は『潮』1975年6月号）を参照。
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16)渡辺治前掲論文を参照。
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金融的収益の重要化と格差の変動の関係

一資本収益率均等化の観点から－

田添篤史

はじめに

近年になり格差をめぐる議論が盛り上がっている。それらの原因としては様々なものがあげ

られている。例えば技術進歩がスキルの高い労働者をより活用する方向へと進んでいるスキル

偏向型技術進歩を原因とする議論､同じく技術進歩に注目するがタスクという考え方を採用し、

以前は中間層を形成していた労働者が主として従事していた職業（例えばオフィスでの事務労

働や製造業の現場労働）が技術進歩によって機械に代替されており、所得階層からみて上位の

職業と下位の職業へと二極化が進んでいるという議論、新自由主義が各種の社会的規制を緩め

たことが原因であるとする議論、グローバル化の進展と国際競争の激化を重視する議論など

様々なものが存在する。このように格差の原因としては様々なものがあげられている。

本稿では現代の格差拡大を論じるにあたり金融的収益の重要化という点に注目するが、それ

を行うにあたって運動する貨幣としての資本が本質的に保有している、収益率の均等化を求め

るという点に注目する。我々が直面している格差の拡大は資本主義下における格差の拡大なの

であり、それを説明するためには資本の本性に注目して説明をしていく必要がある。それが本

稿で収益率の均等化という点に注目する理由である。収益率の均等化と格差の関係については

すでに金江（2017）が指摘しているが、本稿はその拡張となる。

資本がその本性として収益率の均等化を求めるとしても、現実的にみてそれが常に可能であ

るとは限らない。しかし金融化iの進展とそれに付随する金融的収益の重要化は、収益率の均等

化が現実のものとして現れることを可能とする。金融化の進展はどのような用途に向けられて

いるのであれ同一額の資本に対しては同一額の利潤を求めるという資本の本性を解き放つこと

につながる。つまり金融的収益の重要化は、資本の本性が純粋な形で実現することを促進する

ことで格差の持続を導くことになる。

本稿は次のように構成される。第1節ではマルクス派最適成長モデルが行った資本貸借モデ

ルの議論を振り返る。もっとも基本的なモデルでは最終的には格差が消滅するということが示

されていた。第Ⅱ節ではそれと対比する形で、 1財ラムゼイモデルを利用した議論、およびマ

ルクス派最適成長モデルにおいて複数主体が存在する場合を見る。そこでのポイントは資本保

有からの収益率が均等化するならば、消費格差が永続するということである。資本貸借モデル

では富者の蓄積行動は貧者の蓄積行動に影響を与えず、貧者にとっての資本蓄積からの収益率

は富者のそれと一致することはない｡そのため最終的に資産格差が消滅する状態へと到達する。

しかし資本貸借モデルは物財モデルであるため収益率の均等化という点を直接表現することに

は向いていない。そのため第Ⅲ節でマルクス派分権モデルを基として複数主体が存在する場合
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に、資本収益率が均等化するとどのようにいえるかを論じる。これらの議論を基として第Ⅳ節

では、現代資本主義の特質である金融化の進展と金融的収益の重要化が資本収益率の均等化圧

力を強め、それが格差を持続させることにつながるということを論じる。つまり、金融的収益

の重要化は資本が資本として自由に行動することを可能とし、それによって格差は持続してい

くことになる。

I 格差の変化に対する資本貸借モデルからの分析

マルクス派最適成長モデルを用いて格差の変化を分析したものとして資本貸借モデルとよば

れるものがある。そのもつとも基本的なモデルである大西・山下（2002）の結論は、個々人が

完全に独立して資本血を蓄積していく場合､時間選好率が同一である個人は同一の資本蓄積量へ

と到達することになり、最終的に格差は解消されるというものであった。以下ではその議論を

概観する。

資本貸借とは資本を保有する量が大である主体が、小である主体に対して自己の保有する資

本を貸し出し、その対価を得るという行為である。これを説明するために、まずはマルクス派

最適成長モデルの最も基本的なモデルの枠組みを述べる。マルクス派最適成長モデルの基本モ

デルにおいては、生産財の生産においては労働のみが、消費財生産においては資本（生産財）

と労働の両方が使用されている。経済主体は消費財の消費から効用を得ており、通時的効用を

最大化するべく、生産財生産部門と消費財生産部門の間で労働の分配を行うことになる。

この問題を式で表現すると、

Y(t)=[s(t)L]'-"K(t)"

K(t)=[1-s(t)]L

IT{"e-'~!n''(り“
という3つの式で表現される。ここでYは消費財生産量、Lは保有する労働量で一定、Kは生

産財の量、 pは時間選好率、Uは現時点から無限先の将来までの通時的効用の割引現在価値で

ある。sは保有する労働の中で消費財の生産に投入される割合である。この問題を解く主体は、

通時的効用を最大化するように消費財への労働配分率を決定する。 sを増加させれば現在の消

費財生産は増加するが、生産財の生産が減少し生産財の蓄積が低下するため、将来の消費財生

産が減少することになる。このような現在と将来の消費のトレードオフを考慮しながら、 自己

の通時的効用を最大化するような労働配分率sの通時的経路を決定することになる。

最も基本的なモデルでは経済主体は一人である。しかしこのような通時的効用最大化の主体

が複数人存在する場合、資本貸借というものが発生する可能性がある。資本の保有量が大であ

る主体（富者）を1という添え字で、資本の保有量が小である主体を0という添え字で表現す

る。それぞれが保有する資本量をKiおよびKbという文字で表すと、それぞれが独立して生産を

行った場合、それぞれが獲得する消費財の量は次のようになる。
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l6=(soL)'-""

la､s,L)'-α岬

このような状態にあるとき、富者は貧者に資本を貸し与え、対価を得ることによって消費財の

総量を増加させることができる。この貸与額を△Kで表す。資本貸借による貧者の生産増加分

は、

(soL)'-"{(KO+AK)α一kb"}

となる。この増加分については富者がすべて独得可能であるとすると、富者が資本貸借をする

ことで獲得する消費財の量は、

(s,L)'-Q(Ki-AK)"+(soL)'-"{(KO+AK)a－kb"}

となる。問題はこの消費財の大きさが、富者が貧者に資本を貸すことなく、すべて自己で利用

したときの消費財生産額を超えるかどうかである｡超えないならば資本貸借を行うことはない。

以下では資本貸借が行われる場合を考えるため、その条件は満たされているもの仮定する。

これが資本貸借モデルであるが、その結果として格差はどのようになるのか。大西・山下

（2002）の結論は初期において保有する資本に差があり、上述の資本貸借が発生していたとし

ても、最終的には格差は消滅するというものである。これは最適成長モデルの枠組みでは、時

間選好率などが同一であれば、どのような個人も最終的には同一の資本蓄積量に到達すること

が最適であるということから導かれるものである。

また山下(2005)においても、労働者の資本蓄積を資本家が決定する場合には労働者に資本を

蓄積させないことが資本家にとって搾取量を最大とするため、労働者は資本蓄積を行うことが

できず格差は永続するが、労働者が資本蓄積可能である場合には格差は消滅するという結論が

得られていた。なぜこのような結果になるのかについては、次節で1財ラムゼイモデルの場合

をとりあつかったのちに、それと対比させる形で論じる。

Ⅱ ラムゼイモデルにおける格差の持続と資本貸借モデルにおける格差消滅の原因

マルクス派最適成長モデルは、数理モデルとしては新古典派最適成長モデルの枠組みの中に

ある。 しかし最適成長モデルにおいては時間選好率などが同一であるとしても、初期における

保有資産の差によって定常状態においても資産格差が存在し続けることが示される。そのこと

を中村(2014)の第6章に示されたモデル、および稲葉(2016)で示されたモデルを用いて説明す

る。なおこのモデルは1財モデルとなっている。

人口は1に基準化されており、HとLという二つのタイプが存在している。両家計ともに労

働は1単位ずつ保有しているとする。家計Hの数を入、家計Lの数を1－几とする。両家計の

選好は以下の効用関数で表現される。

1雪‘"(-"‘'(鰯首'dt, i=H,L (1)
であるiii。この式の中でpは時間選好率、 Eは異時点間の代替の弾力性を表す。家計iが保有す
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る資本ストックを左i、消費をCiという記号で表すと、それぞれの家計の予算制約は、

Mt)=r(t)hi(t)+w(t)-ci(t) (2)

となる。ここでrは資本の収益率、wは賃金率である。保有する資本からの収入と賃金の合計

から消費を差し引いたものが保有する資本ストックの増加量となることを(2)式は表している。

このモデルを解くと、 消費のオイラー方程式は以下の式となる。

c,(t)=s(r(t)－β)ci(t)=8("'(X(t))-6-p)ci(t) i=",L (3)

また各家計の最適化問題では次の横断性条件が満たされなければならない。

lime-ptci(t)-('/E)=0, i=H,L (4)
t→“

経済全体でみた資本ストックの変化は次の式で表される。社会全体の資本ストックをkとする

と、それは家計H、Lのそれぞれが保有する資本ストックの合計であるため、

ﾙｰｽﾙ〃＋(1－入)たL

である。そのためkの時間変化は以下の式で表される。

L(t)=ﾊﾙ"(t)+(1－入)"L=r(t)h(t)+w(t)-c(t)=Af(X(t))-6k(t)-c(t) (5)

となる。なお(5)式の中でc(t)は、

c(t)=ic"(t)+(1－入)cL(t) (6)

となる。このもとで初期資産の相違がどのような影響をもたらすかを考えていく。

初期資産はHのほうがLよりも大きい、つまりた"(0)>hL(0)と仮定する。両主体のオイラー

方程式は(3)式の形で同一である。 cl(t)=dc[(t)/dtであるから、オイラー方程式より、

αcH cH
＝＝

dcL cL

となる。そのため、

１一

一

ＬＣ

Ｌ

Ｃ

ａ

ノＨ
Ｃ

″

Ｃ

ａ

となる。この式はCHのCLに対する弾力性が’ということを意味する。

この微分方程式を解くと次の式が得られる。

cH(t)=QocL(t) (7)

(7)式の中でαoは初期値に依存する積分定数であり、

qO=cH(0)/cL(0)

となる｡つまりHとLの消費比率は初期の消費比率を保ちつづける形で変化していくというこ

とになる。

全体としての消費の変化は(6)式および両家計のオイラー方程式より、

6=1ci,+(1一入)cL=8(Af'(h(t))-6－β)(/lc"+('一入)cL)=s(Af'(k(t))-6－β)c(8)

となる。

次に定常状態での消費量を考える。上付きのアスタリスクで定常状態での量を表すと、 （5）

式から資本ストック量に変化がなくなる定常状態においては、
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c*=A/("*)-"*

となる。 (6)式については定常状態でも成り立っているため、それを利用すると上の式は、

cルー(1/入)[〃(た*)－6ﾙ*－(1－入)ci] (9)

となる。定常状態においてHとLの消費量の間には反比例の関係が成立している。(9)式をc"と

CI,をそれぞれの軸として持つ2次元平面上に示すと、図1のようになる。図1のなかでcIIqxお

よびc"αxは(9)式から計算される、それぞれが達成可能な最大の消費量である。 cil"xは(9)式で

cﾙｰ0として計算され、 c"“はcZ=0として計算される。 (7)式から両家計の消費量の変化は、初

期の消費率を保つ形で、直線を描くことがわかる。図1に記された位置に初期の消費量がある

とすれば、原点とその点を結ぶ直線上を、 (9)式で表される定常状態における両家計の消費量の

関係を示す直線に到達するまで移動していくことになる。

このモデルでは初期の消費比率選択が通時的な消費格差を規定することになる。時間選好率

などのパラメータは両家計で同一であるので、初期の消費比率は初期の資本保有比率と比例す

ることになる。つまり、初期において資本保有が大である主体は定常状態においても、またそ

こへの移行過程においても消費は大であり続けるのである。また比率が一定ということは消費

量の絶対的な増大に応じて、消費量の差の絶対的な大きさも拡大していくということである。

定常状態における資産保有比率については以下のように計算される。定常状態においては、

(3)式より、

A/'(k*)-6=p

となる。また〃'(k*)-6=7･*である。そのため(2)式より、

pk*=c;-w*, i=",L (10)

が成立している。(10)式と(7)式を利用すると、定常状態における両家計の資産保有比率焔/えZは

次のようになる。

焔aoci－wゞ
二二

となる。 （11)式の右辺からα0を引き、ここではα0＞1と仮定していることを考慮すると、

（αu_-1)w*>0
ci-w｡

という結果を得る。そのため焔/">qo>1という結果を得る。つまり定常状態における資産

保有比率は消費比率を上回るということである。

以上みてきたように、このモデルでは初期の格差が定常状態においても永続することになる。

この原因は何であろうか。金江（2017）でも述べられているように、この原因は両家計が|司一

の資本収益率に直面していることにある。両家計ともに時間選好率などの行動を規定するパラ

メータは同一である。資本の蓄積にあたっては、〃'(h(t))-6、つまり資産蓄積からの収益率

とpを比較して決定を行っている。ここで資産蓄積からの収益率を決定する要因は、個人が保

有する資産量ではなく社会全体に存在する資産量である。そのため、片方の家計が蓄積を停止
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するならば、同一のパラメータを持つ他方の家計も蓄積を停止することになる。これが資産格

差および消費格差が永続する理由である。

なお以上述べたことは資本の貸借を明示的にした1財モデルとしては、以下のモデルのよう

に示すことができるivo

個人iの時点tにおける瞬時的効用を

ci(t)1-y

"i(t)==f－γ
とする。ここでγは異時点間の代替の弾力性の逆数である。個人の1の通時的効用は、

l｡g程ﾃe-ptdt (12)
となる。次に各個人の資産の変化を考える。個人1が保有する資本量をαi(t)、また資本貸借が

なされた結果として、各個人が生産において実際に使用する資本量を庇i(t)とする。つまり個人

iは生産にあたってたi－aiの資本量を借りており、これについてはレンタル料を支払う必要があ

ると仮定される。資本のレンタル料をrで表す。そうすると個人1の保有資本量の変化は次の

式で表される。

q!(t)=/(hi(t))－γ(t)(hi(t)－αi(t))-ci(t) ('3)

（13）式は個人が保有する資本量の増加は、生産量から資本のレンタル量についての支払い

および消費量を差し引いたものであることを意味する。

（12)式および(13)式から、個人1のハミルトニアンHiは次のようになる。

〃‘=‘筈γ+1i(t){f(ki(t))-r(t)(ki(t)-"i(t))-ci(t)} (14)
通時的効用を最大化する一階の条件は以下のようになる。

"=ci(t)-,,e-,ヒール(t)=0 (15)
6ci

型=1i(t)(/'(ki(t))-r(t))=0 ('6)0ki

必=1[(t)r(t)=一入l(t) (17)
6αi

となる。消費の成長率をgiとすると、 (15)、 (16)、 (17)式から、

gi(t)=/'")一β (18)
γ

となる。つまり個人1の消費の成長率は、各自の資本保有量ではなく各個人が使用する資本量

hI(t)に依存している。また(16)式から、/'(Li(t))=7(t)が常に成立するため、個人が使用する

資本量は常に同一である。つまり、すべての個人の消費の成長率、および使用する資本量は同

一となっている。使用する資本量がすべての個人で同一であるため、社会にN人が存在するな
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らば、

‘,=紅“
である。使用する資本量は社会的にみて平均的な資本保有量となる。自己が保有する資本量が

多い個人は資本の貸し出しを行い資本のレンタル料を得る。また保有する資本が少ない個人は

資本を借りて生産を行い、資本のレンタル料を支払っている。このような状態で資産格差およ

び消費の格差は維持されていくことになる。

ここでの議論が示したことは、資本保有からの収益率が均等化されるならば、つまり資本か

らの収益率が個々人で均等化されるならば、資本貸借の有無にかかわらず格差が残存するとい

うことである。

では第1節でとりあげた、格差が消滅する資本貸借モデルではこの点はどのようになってい

たのであろうか。資本貸借を貧者の側からみると、貧者は自己の保有する資本および労働から

得られる生産量については資本貸借をしたとしても確保することができる。つまり】6＝

(soL)1-qKfが自己の消費量であり、 この大きさは資本貸借が存在する場合でもしない場合でも

変化しない。また資本の蓄積式についてもKbt+,-k0t=B(1-s0t)であるため、資本貸借の有無

にかかわらず全く同一の最適化問題を解くことになる。言い換えると、富者からどれだけの資

本を貸し与えられるかに関わらず、それについては無視したうえで個別の最適化問題としての

最適蓄積経路を貧者はたどればよいということになる。貧者が個人として資本蓄積をしていく

ことによる資本の限界収益は、富者からの貸し与えられる資本量からは影響を受けておらず、

このモデルでは貧者は富者が直面している資本の限界収益とは別の、資本蓄積からの個別の限

界収益を受け取ることができる。

このことを数式で示すと次のようになる。資本貸借後においては、富者自身の消費財生産にお

ける資本労働比率と貧者が消費財生産で利用する資本労働比率は一致している。富者が保有す

る資本量をKi、貧者が保有する資本量をKO、富者が保有する資本量の中から自己で利用する割

合をひt、貧者が労働の中で消費財生産にあてる割合をut、富者が労働の中で消費財生産にあて

る割合をStとすると、

(1-"W".-*('9)utL

となる。資本貸借により、富者は資本貸借が存在しない場合よりも消費財生産における資本労

働比率を低下させることができるため、消費財生産における資本の限界収益を高めることがで

きる。しかし貧者は単独で生産を行った場合と同様の消費財量を得ることができるため、貧者

が直面している実質的な資本労働比率は(19)式ではなく、

Kbt

utl,

である。そのため貧者が直面する消費財生産における資本の限界収益率は富者のそれよりも高
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いということになる。これが最終的に格差を消滅させることにつながる理由である。

しかしながら、基本的な資本貸借モデルは物財モデルであるため、収益率が格差の変化に与

える重要性を示すには不向きである。そのため次節では、分権モデル型のマルクス派最適成長

モデルを利用し、収益率の均等化と格差の変動の問題を取り扱う。

Ⅲ分権型マルクス派最適成長モデルにおける格差の変動

ここでは金江（2013）の第2章で紹介されているモデルを利用する。説明のために1主体の

みが存在する場合から開始し、そののち複数主体へと展開して収益率の影響を考える。

分権経済では生産は企業が行う。2財モデルであるため資本財を生産する企業、および消費

財を生産する企業が存在する。資本財生産企業が使用する資本および労働をK1およびL1、消費

財生産企業が使用する資本および労働をK2およびZ,2で表記する。資本財生産企業の生産関数を

次のものとする。

I(Ki,L,)=A"z,;-" (20)

消費財生産企業の生産関数を

C(K2,L2)=BKfL;~B (21)
とする。資源制約については、社会に存在する総資本量および総労働量をK、Lとして、

K,+K2=K, L'1+L2=L

とする。また労働供給について家計は非弾力的であり、つねに保有する労働量を最大限供給し

ていると仮定する。

家計の瞬時的効用をlogcで表わす。 βを時間選好率として、家計の通時的効用関数Uは、

U=1"e-"1･T(22)
である。以下では消費財をニューメレールとし、資本財の価格をp(t)で表す。家計が保有する

資産量をα(t)、銀行に預けた場合の利子率をr(t)、賃金率をw(t)とすると資産量の変化について

は次の式で表現される。

Q(t)=7(t)q(t)+w(t)L-C(t) (23)

(23)式の中でα(t)は資産保有量の瞬時的変化を表している。

これらが分権経済を表す基本的な式である。企業はそれぞれ利潤最大化を行うが、資本財の

レンタルプライスをR(t)とすると、資本財生産企業の利潤最大化問題は次の式となる。

max",(t)=p(t)I(t)-R(t)Ki(t)-w(t)L,(t) (24)
kl,L1

消費財生産企業の利潤最大化についても同様に、

Ipax"2(t)=c(t)-R(t)KZ(t)-W(t)L2(t) (25)
K1,L1

となる。利潤最大化の一階条件はそれぞれ以下のようになる。 （24)式および(25)式を資本で偏

微分して0とおき、
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%=､=c"=" (26)
それぞれを労働で偏微分して0とおき、

聖＝0＝pIL,=CL2=w (27)
aLi

となる。これらの式は生産要素の限界生産物価値が生産要素価格に等しくなるということを示

している。

資本市場における裁定条件については、資本の減耗率を6として以下のようになる。

I7J=R-6p+p (28)

この式はp円を支払い資本を購入したうえでそれを貸し出すことによる収益と、 P円を銀行に

預けた場合の収益が等しくなるということを表している。

家計は(22)式で示される通時的効用を、 （23）式で表される資産制約のもとで最大化すること

を試みる。 〃をラグランジュ乗数として、経常価値ハミルトンをHとすると、

H=logC+↓'(γα+wL-c) (29)

となる。 （29)式について最大化問題の一階条件は、

0H 1

－＝0＝今で＝似（30）8C

0H 似

而＝”一似二面＝β－γ （31）

となる。 （30）式と （31）式から、

C

p=r(t)一石 (32)

が導かれる。

（28）式を利用すると、

,+で=5－‘+: (33）
C R

となる。以下では定常状態に注目するが、定常状態では消費と価格の変化率は0となる。その

ため右肩のアスタリスクで定常状態における各変数の値を表現すると定常状態では、

R*

p=志－6

となる。ここで(26)式からR｡=p*IX1であるからそれを代入して、

IR,=p+6 (34)

を得る。 （26）および(27）式から、

ｐ
“
一
Ｗ

一

一

牝
一
上

一

一

恥
一
ら
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となるため、この式と(34)式を利用すれば、

1

万-千一万cizlZ｣=CZz (35)
が定常状態でなりたつ。資本供給の制約式、労働供給の制約式、および(34)式、 （35）式、また

定常状態では社会全体でみた資本減耗=資本財の生産となることを利用すると、定常状態にお

ける資本労働比率が求まる。それは

E)｡=A忘叶徹品_")(rfr)"(36)
となる。

以上の議論は主体が単独である場合であった。ここから2主体へと拡張するが、そもそもど

の式が複数主体となった影響を受けるのかをまず考える。企業の行動は主体の数からは影響を

受けない。そのため(24)、 （25)、 （26)、 （27)式は変化がない。また資本市場の裁定条件式である

(28)式についても影響を受けない。変化を受けるのは消費主体側の最適化問題を表す(29）式か

らである。ここで2主体SとMが存在するとする。本稿では資本収益率が均等であることの

影響に注目するため、時間選好率などのそれ以外の要因についてはすべて同一であるとする。

主体i(i=SM)の通時的効用関数は、

U:-1..｡-'{Td~ (37)
である。主体を表す添え字がついた以外は(22)式と完全に同一である。主体iの資産について

は、

d&(t)=T(t)qi(t)+w(t)L-Ci(t) (38)

で変化していく。これも添え字がついた以外は（27）式と同一である。それぞれの主体の通時

的効用最大化問題は、形式的には単独主体の場合と全く同一である。それぞれのハミルトニア

ンは、

Hi=logCi+Ui(γαi+wL-Cj) (39)

となる。最大化の一階条件も単独主体の場合と完全に同一であり、

型=｡-さ="‘ (40）6Ci

Z===p"i－/i, ＝&=β一γ(41)
〃i

となる。 （41）式はそれぞれの主体の経常価値シャドウプライスの変化率を示しているが、 （41）

式の右辺は時間選好率および貨幣の利子率である。そのためどちらの主体にとっても共通であ

るからシャドウプライスの変化率もどちらの主体でも等しい。そのことと(40)式を利用すると、

印
一
印

一

一

＆
一
氏

(42）
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を得る。つまりどちらの主体も消費の変化率は常に等しい。そのため、先に述べた(32)式以下

の議論は先と完全に同一となる。定常状態では

R*

p=志－6

が成立する。 （26)式については複数主体の場合も変化がないため(34)式が成立する。（27)式にも

変化がないのであるから、先と同様の流れで(35)式は定常状態でなりたつ｡資本供給の制約式、

労働供給の制約式、および(34)式、 （35）式、また定常状態では社会全体でみた資本減耗=資本

財の生産となることも複数主体と単独主体の場合で変化はないのであるから結局、社会全体で

みた資本労働比率の定常状態における比率は、

(f)｡="面 β(1-q)，(,_β)+‘(,_α)(志)壷
であり、これについても変化がないv・結局主体を複数にしたとしても、社会的総生産物を主体

間でどのように分割するかという点のみが影響を受ける。これは1部門ラムゼイモデルの場合

と同一である。

先に述べたように両者の消費の成長率は常に同一であるから、あるスカラーzを利用して両

者の消費量は常に

Cs=zCM

となる。これは定常状態でも成立するため、定常状態においても初期の消費比率を維持したま

まであるといえる。この初期の消費比率の差は両者の時間選好率や効用関数の形状が同一であ

るため、純粋に初期資産の影響である。つまり両者は初期時点における格差を定常状態にいた

っても永続させるということになる。

このことは収益率rが両者で等しいということから生じている。 （40） と（41）式から

6i
一＝埼一p
Ci

であるvioより資産が乏しい主体がより高い収益率に直面するならば、上の式からより高い消

費の成長率となることがわかる。 しかし収益率が等しい限りは、消費の成長率は等しくならざ

るを得ないのである。そのため消費量の相対的格差は一定として持続することになる。また絶

対的格差としては拡大していく。このことは主体の数を増加させても、その効用関数の形状お

よび時間選好率が同一である限りは常に成立する。

Ⅳ金融的収益の重要化と格差の変動

前節までは資本蓄積からの収益率が個々人で均等化されるかどうかが、格差の変動に関して

重要な意味を持つということを論じた｡収益率が均等である限り、消費の成長率は同一となる。

そのため消費格差は持続していくことになる。では資本蓄積からの収益率が均等化されるのは

どのような状況においてであろうか。
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もともと資本には、どのような用途に投ぜられているのであれ同一量の資本に対しては同一

量の利潤が発生すべきであるという強力な傾向が存在する。それが一般的利潤率の成立を導く

動因となる。しかし実際のところ、各生産部門で実際の生産に投下されている現実資本は、利

潤率が異なるからといって簡単に部門を移動していくわけにはいかない。また生産部門ではな

く地域という単位で分割してみても、ある地域において実際に生産に投下された資本は、簡単

に地域を移動するわけにはいかない。そのため現実資本が中心である場合には、地域あるいは

生産部門間において個別の利潤率が成立していく。もちろん現実の経済はモデルが想定する形

の生産関数で表現できるとは限らないので、資本蓄積が少ない生産部門、あるいは地域がより

高い資本収益率を持つことができるとは限らない。 しかしながら資本蓄積の度合いが低いほど

資本の収益率が高い場合は生産部門間の、あるいは地域間の収束にむけて動くことが期待でき

るviio

しかし金融資本が中心となり、金融的収益が重要となると状況は変化するvmo運動する貨幣

たる資本は自由に生産部門間、あるいは地域を移動することが可能であり、資本の投資に対す

る収益率を基準として移動していく。そのため資本蓄積が多い部門ないし地域であれ、少ない

部門ないし地域であれ、 1単位の資本からえる収益率は均等化しなければならないという資本

の本性からくる圧力が強化されていく。このような場合には、これまで述べてきた資本収益率

が主体間で均等化している場合が、現実に対する説明として妥当なものとなる。これまでみて

きたように、資本収益率の均等化は格差を持続させることにつながる。つまり資本が増殖する

貨幣であり、用途とは無関係に同じ額の資本に対しては同じ額の利潤がもたらされなければな

らないという性質が純粋な形で解放されていくほど、資本保有から収益を得ることが可能な場

合であっても格差は持続していくことに向かうのである。

また金融的収益が重要となっていく場合には、等しい収益率ではなく資産を持つ者の収益率

のほうをより高くする可能性もある。ピケテイ(2014)の第12章では資本収益率の格差の不均等

の問題を論じている。そこではそもそもの資産が大であるほど、より優秀なコンサルタントや

アドバイザーを雇用することが可能であること、より自由度の高いポートフォリオを組めるこ

と、投資においてよりリスクをとることができることなどの要因から、資産が大であるほど収

益率が高くなるということが指摘されている。このような要因が働く場合には、そもそも資本

蓄積が大である主体ほどより高い資本収益率を享受するということになり、格差の拡大は本稿

で述べたものよりもさらに急速なものとなる。

おわりに

本稿では金融的収益の重要化と格差の変動の関係性について論じた｡それを行うにあたって、

本稿では資本の収益率が主体間で均等化する場合には格差が持続するということを述べ、その

うえで金融化の進展は資本が本来求める収益率の均等化が現実のものとして現れることを促進

するという点から、金融的収益が重要となるほど格差が持続する傾向があるということを論じ
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た。

運動する貨幣としての資本は元来収益率を均等化することを求めるものである。しかしこれ

は現実のものとして常に現れるわけではない。実際には投下される産業、地域によって収益率

は異なる。 しかし近年における金融化の進展は運動する貨幣であるという資本の本性がより純

粋な形で展開していくことを可能とし､収益率が均等化することを促進する｡そしてそれは人々

が資本の保有から収益を得ることが可能である場合でさえ、格差を持続させることにつながる

のである。資本保有からの収益を得ることが可能である場合であってもこの議論は成立すると

いうことは、今後の格差の議論を考えるにあたって重要であると思われる。仮に資本ストック

の再分配を行ったとしても、保有する資本ストックに差がある場合、一時的な格差の縮小には

なっても通時的には再度格差は拡大していくことを本稿の議論は示している。このことは資本

収益率の均等化という点から発生するものであり、この均等化が成立することを何らかの方法

で妨げない限りは通時的な格差の増大を防ぐことはできない。このことは単に資本ストックの

再配分だけでは格差の問題という点に取り組むうえでは不十分であるということを示している。

ただし、本稿で取り扱った格差の持続は相対的な格差についてのものである。富者と貧者の

間での消費の差は相対的にみて拡大している。 しかし絶対的な水準でみるならば貧しい主体で

あっても豊かにはなっている。消費水準の絶対的上昇のもとでの相対的格差の拡大をどのよう

にとらえるかは難しい問題である。絶対的には豊かになっているのであるから相対的格差は問

題ないという意見ももちろん成立する。しかし相対的な格差であっても、それが拡大していけ

ば民主主義をゆるがすことにつながる可能性があるixo単純に経済的な側面のみではなく、 こ

のような点まで含めて議論を深めていくことは今後の課題である。
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i金融化の議論は非主流派経済学の中で現代資本主義の特質を説明するためのものとして注目

されている。ただし非主流派経済学の中でも論理には差が存在し、ポスト・ケインジアンは金

融的収益を重視するようになったことが現実経済の停滞を招いたとし、マルクス派は現実経済

の停滞が貨幣資本を増大させ金融化を引き越したと考えることが多い。

曲マルクス派最適成長モデルでは、資本は生産財と同一の意味で使用されている。つまり自己

増殖運動をする貨幣としてではなく、使用価値を基準に規定されている｡。

iii中村(2014)では時間選好率βおよび異時点間の代替の弾力性Eも個人で異なる場合を考慮

するために、それぞれにiの添え字がついている。しかし本稿では資産格差の影響のみを考え

るため、それについては同一としている。そのため最初から添え字を外している。

iv以下については稲葉(2016)の数学注を参考とした。稲葉振一郎氏のホームページからダウン

ロード可能である。

v主体が2人である場合は社会に存在する総労働量が2倍になっているため、社会に存在する

総資本量も2倍となっている。

viこの式では個別の収益率が異なった場合についての識論につなげるために、 rではなくriと

している。

viiこれは国際的な収束性においてもっともよく表れてきたといえる。

v、金融的収益の重要化という点はいわゆる金融化理論と関連がある。ただし本稿では金融的

収益が重要となったことで資本の用途において利潤率均等化の圧力が高まるという点に重点を

置いており、実体経済から乖離して貨幣資本が蓄積されていくという点には焦点を置いていな

い。本稿での議論では金融化の進展にともない利潤率均等化の圧力は高まるものの、依然とし
て資本は生産に投下されている。

ixこの点については民主主義の成立および持続の問題を、数理モデルを利用して論じた
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AcemogluandRobinson(2006)を参照。彼らの議論をベースとするならば、収益率の均等化を
要求する資本の本性は貧者が資本を保有する場合でさえ相対的格差を拡大させ、それは民主主

義の持続を脅かすことになる。これは資本の運動が民主主義の持続に対して脅威を与えるとい

うことを意味している。
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【調査リ

クラウド型ERPの拡張

大畑智史

はじめに

近年、企業や政府などの各主体における、各種ICT(InfbrmationandCommunication

Tbchnology)システムの活用が世界的に進んでいる。このことは、例えば、企業経営における

ビッグデータ活用の進展、電子政府構築の進展、 といった状況を考えればよい。こうした状況

を考慮すると、各種ICTシステムの社会の各側面への影響を分析することが欠かせないことは

言うまでもない。本稿は、その租税との関連性分析における、各種ICTシステムの事前調査に

関するものであるが、 ICTに関する状況、企業などの社会の各主体は基本的に租税と関わりが

あること、租税分野においてICT化が進んでいること、こうしたことを考慮すると当該関連性

分析はなされる必要がある。

本稿では、 とりわけその関連性分析において注目しているクラウド型ERPとこれ以外の各

種ICTシステムとの連携に言及し、この、企業の各種業務への効果について若干考察すること

とする。その連携においてクラウド型ERPを据えることで、多くの領域のICTシステムがコ

ンピュータネットワークでつながることが可能になる。結語において、それが税務において大

きな意義をもつことを少し示しておく。

なお、ここでは、各種ICTシステムが、 ICTシステム導入費用、 ICTシステム維持費用、シ

ステム規格、インターネットセキュリティ、などのその施行上の問題がない状況下で、その目

的としている事柄を十分に処理できている状態を考える'。例えば、 eTaxであれば、国税納税

関係の事務処理が十分に電子化されている状況を考える。また、 ここでは、 ERPやCRM等の

企業経営関係の各種用語においては、 ICT活用をその概念に含むものとする。

I、クラウド型ERPの基礎的構造とこの拡張

まず、ERP(EnterpriseResourcesPlanning)の基礎的構造は下記の通りである。

ERP:企業内の情報共有化のためのツールであり、企業の購買・生産．販売．人事．財務など

の主要な業務プロセスにおける経営情報をデータベース化するとともに、 リアルタイムに情報

を更新して情報を一元的かつ統合的に管理するシステムである2。ここでは、パッケージソフト

（出来合いのもの）を使い、 これに合わせて仕事のやり方を変えていくことが提案される。こ

のソフトをERPパッケージと言う。さらに同一の業種・業態の企業は同一のERPパッケージ

を使うことが提案される。これによって多くの企業が使うことによるシステムコストのダウン

だけでなく、企業間のネットワークシステムが合理的に行えると訴えられている3．

これを図示すると、図1のようになる。
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このERPには、SNS (SocialNetworkingService)などのネットワークと連携したマーケ

ティングツールや､BI(Businesslntelligence)、CRM(CustomerRelationshipManagement) 、

EPM(EnterprisePerfbrmanceManagement) といった機能も加えられる。このような工夫

により、企業経営における各種意思決定の場面で、経営関係情報や企業会計関係情報などの情

報の活用が進み、その業務の効率性が向上すると考えられる。以上のようなERPをクラウド

上で利用することで、以下のような、長所と短所とが生じる4。

［長所］ 5

・インフラ調達が必要ないため、低コストで迅速な導入を実現できる。

・システムの運用・管理業務がないためトータル的なコスト削減につながる。

・バージョンアップ対応がなく常に最新のシステムを利用できる。

・使用する場所やデバイスを選ばず外出先からでもアクセスできる。

・海外拠点で同一のシステムを利用できるためナレッジを蓄積できる。

・ランニングコストが月額固定なので費用対効果が見えやすい。

・必然的にセキュリティ対策やBCP(事業継続計画)対策につながる。

・統合されたデータベースでヒト・モノ・カネの動きが見える。

・連携の取れたシステムで業務効率化が促進される。

・各データが集約されたダッシュボードで意思決定を迅速化できる。

［短所］ 6

・月額費用というランニングコストがかかる。

・基本カスタマイズがしずらい。
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・オフライン環境ではシステムにアクセスできない。

・システム運用が提供事業者のサービスレベルに左右される。

このクラウド型ERPと、先に挙げたSNSなどのICTシステムはもちろんのこと、EDI

(ElectronicDatalnterchange) 、DCM(DemandChainManagement)、 BPM(Business

ProcessManagement)、e-Tax(日本における国税電子申告・納税システム) 7， eL-TAX(日本

における地方税ポータルシステム)、マイナポータル（日本政府が運営する共通番号制度関係の

オンラインサービス）8､法人番号システム（日本）などの官公庁のその他ICTシステム9､ZEDI

（日本における、全銀EDIシステム） 】0、 日銀ネット （日本銀行金融ネットワークシステム）

'1、各種金融機関におけるコンピュータネットワーク'2、金融庁（日本）や証券取引所（日本）

のデータ関係のシステム13、情報銀行、FOA(FlowOrientedApproach)、 PFM(Personal

FinancialManagement) '4、ブロックチェーン、などのICTシステムとも一定程度の条件下

で連携することができる。以上のような連携において、Fintech､AI (Artificiallntelligence) 、

API (ApplicationProgramminglnterface)、XML(eXtensibleMarkupLanguage)、RPA

(RoboticProcessAutomation)、QR(QuickResponse)コード、などのICT関係技術も大き

く関係することは言うまでもない。なお、本稿では、クラウド型ERPと、ここで取り上げたそ

れ以外の各種ICTシステムとが連携されたシステムを、拡張的クラウド型ERPと呼ぶことと

するl5o

Ⅱ、クラウド型ERP :各種ICTシステムとの連携による効果

ここで取り上げたERP以外の各種ICTシステムと、ERPとの連携に関する主要な特徴を以

下で説明しておく。

ERPとBI ;BIは、企業内外の事実に基づくデータを組織的かつ系列的に蓄積・分類・検索・

分析・加工して、 ビジネス上の各種の意思決定に有用な知識や洞察を生み出すという概念や仕

組み、活動のことであり、また、そうした活動を支えるシステムやテクノロジーを含む場合も

ある、 と説明される16｡ERPとBIとの連携で、図1内右側の各要素の効率化に向けた意思決

定がその分効率化されることは言うまでもない。

ERPとCRM:CRMは、顧客データベースを作成し、顧客属性・購買動向・プロモーションへ

の反応をとらえて、 ロイヤルカスタマー（店舗に利益をもたらす得意客）を育成していくもの

である、 と説明される17｡ERPとCRMとの連携により、当該企業の利潤最大化という目的の

達成の上で欠かせない、図1内右側の各要素の効率化が、その分促進される、 といった効果が

出ると考えられる。なお、 ERPとSNSといったマーケティングツールとの連携の場合につい

ても、当該ケースの言及と同様のことを主張できる。更に､CRMを前面に､SCM(SupplyChain

Management)を背面に配して統合し､需要連鎖を一元管理する顧客管理であるとされるDCM

もそのような効果を発揮できると考える18｡なお､DCMは､デマンドチェーン顧客管理とされ、

需要主導・顧客起点型の顧客管理であり、顧客情報から需要の変化や動向を素早く見いだし、
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販売・流通・生産の需要計画に反映させ、卸・小売業から物流業、 さらに製品メーカ、資材・

部品メーカに至る需要の連鎖を一元管理することにより、需要連鎖全体の最適化を図る顧客関

係管理である19o

ERPとEPM;EPMは、経営情報をビジュアル化し、分析機能を提供することで、経営の迅速

化を図る問題発見および解決を支援するものと説明される20｡ERPとEPMとの連携の場合に

ついても、先の、ERPとBIとの連携の場合と同様のことを主張できる。

ERPとEDI :EDIは、紙の注文書をFAXしたり、電話をかけたり、相手先ごとに異なる手順

で行っていた受発注業務を、インターネットを利用して効率化するシステムである21．これは

海外取引にも対応可能である。EDIとERPとの連携により、企業における、図1における右

側の企業関係業務の全てが、その分効率化されることが考えられる。例えば、当該連携により、

売上高の算出、在庫管理、社員の販売実績管理、などの面で効率化が進むと考えられる。また、

この中で､取引先企業の事業規模の自動判別､企業間取引の各種性質一金融取引か実物取引か、

など一の自動判別といった、EDIで扱う事柄の中で人手による作業が煩雑なものについての業

務の効率化もその連携で進むと考えられる。

ERPとBPM:BPMは、業務の初めから完了までを、ビジネスプロセス（業務の作業単位）の

ワークフロー（流れ図）で可視化して、現状を常時監視し、課題や問題を素早く発見して、不

要なプロセスの削除や新規プロセスの挿入を行い、業務システム全体の効率を最適な状態に管

理・維持することである、 とされる22｡BPMとERPとの連携により、言うまでもなく、企業

における､図1における右側の企業関係業務の全てが､その分効率化されることが考えられる。

ERPとe-Tax (あるいはeL-TAX) :e-Taxとは、公的個人認証サービスを利用し、国税に関す

る申告や納税、申請・届出などの手続きを行う電子申請サービスである23｡eL-TAXは、これの

地方税版である。その両システムの連携により、それらの手続きがその分効率化されることは

言うまでもない。

ERPとマイナポータル：マイナポータルは、国民一人一人に用意される政府が運営するポータ

ルサイトで、行政機関への各種申請や行政機関からのお知らせサービスが可能である24．マイ

ナポータルには、そうした機能に加え、民間送達機能一証券会社、保険会社、銀行、事業会社、

等の組織から－もある。ERPとマイナポータルとの連携により、確定申告が必要な社員の当該

作業の効率化、 といった効果が期待される。

ERPと、金融ICTシステム関係の仕組(ZEDI、 日銀ネット、他) ZEDIは、支払企業から受

取企業に総合振込を行うときに、支払通知番号・請求書番号など、さまざまなEDI情報の添付

を可能とするシステムである25・ 日銀ネットは、 日本銀行とその取引先金融機関との間の資金

や国債の決済をオンライン処理により効率的かつ安全に行うことを目的として構築された、 日

本銀行が運営しているネットワークのことである26．当然のことであるが、通常の、銀行、クレ

ジット会社、証券会社、投資会社、保険会社、証券取引所、これらに注目すると、それぞれに

独自の業務処理ICTシステムがある27．その他、金融口座、金融庁や証券取引所関係の公開テ
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－タのためのシステム、などの金融関係の仕組も無視できない。ERPと以上のような仕組とが

連携することで､先に述べた､ERPとEDIとの連携の効果が促進されることはすぐにわかる。

ERPとFOA:FOAは、製造現場の生データに、関連のある背景データや説明データを加え、

編集して分析した情報を企業内のネットワークにリアルタイムに配信する仕組みである28。な

お、スマートエ場関係では、その他に、SCM(SupplyChainManagement)、PDM(Product

DataManagement)、MES(ManufacturingExecutionSystem)、SRM(SupplierRelationship

Management)、などのICTシステムがある29｡ERPと、スマートエ場関係の各種ICTシステ

ムとの連携が可能なFOAとの連携により、この分、会計管理、生産管理、販売管理、在庫購入

管理、 これらの効率性が向上する。これが、人事給与管理の効率性の向上に繋がることは考え

られる。

ERPとPFMwPFMに関しては、 PFMの厳密な定義はなくお金の管理を手助けするソフトウ

ェアの総称として扱われ、家計簿ソフトウェアもPFMの一種であるが、一般的にはID連携

（アカウントアグリゲーション）機能を用いて複数の銀行・証券やクレジットカードなどの口

座情報を一元的に確認できるオンラインサービスを示すことが多い、 とされる30．これは、企

業の場合でも活用可能である。この場合においても、ERPとPFMとの連携により、先に述べ

た、ERPとEDIとの連携の効果が促進されることがすぐにわかる。

ERPとブロックチェーン：ブロックチェーンは、データが地理的に離れたサーバーに分散保持

され、記録されたデータがなくならない（改寅不可能性)、また一部のサーバーが不正侵入され

ても動き続ける（ピザンチン耐性） という特長を備えた全く新しいデータベースで、この大き

な特徴の一つとして、ブロックと呼ばれるデータ保管の単位が一定時間で生成され、コンセン

サス・アルゴリズム（合意形成） という各サーバー間にて保持されるデータ検証モデルを持つ

ことが挙げられる31．将来的に、次世代ERPでは、ERPシステムの中にブロックチェーン技

術が組込まれ幅広いサービスが提供されると予想されている。例えば、ブロックチェーン30

は、金融分野以外にもサプライチェーンやトレーサビリティ、 IoT対応したアフターサービス

などの機能を実装することが可能になる、とされる32。なお、行政文書管理、選挙におけるオン

ライン投票、医療データ関係、不動産登記、スマートコントラクト、などの分野でブロックチ

ェーン技術を活用できるのでは、 とされている33。更に、企業といった組織における人事分野

でもブロックチェーンを活用できると考えられている。行政におけるERP活用の進展、など

の状況を考慮すると、そうした分野でERPとブロックチェーンとの連携が進むことは考えら

れる。ERPとブロックチェーンとの連携により、企業における、図1における右側の企業関係

業務の全てが、その分効率化されることが考えられる。

おわりに

本稿では、世界的なICT化の進展、といった状況を考慮し、そのコンピュータネットワーク

上での各種ICTシステムの連携に意義を持つと考えられるクラウド型ERPの性質とその連携
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の効果とについて分析した。この中では、一定の条件下でのその連携により、全体として、基

本的には、企業における、会計管理・販売管理・在庫管理などの各種業務が効率化される、 と

いうこととなった。これが有意義な場面は数多くあると考えられる。例えば、大規模スマート

シティプロジェクトといった、国・地方自治体・企業などの各主体が関係するようなプロジェ

クトの場合が考えられる。その意義の具体的な言及は本稿では行わないが、 日本におけるその

プロジェクトの事例としては、みえライフイノベーション総合特区、けいはんな学研都市、 と

いったものが考えられる34．

序文でも述べたが、稿を改めて、本稿の分析内容に基づいた租税分析を行う予定である。こ

のことを考慮し、最後に、その連携の、税務への効果について若干述べておくこととする。そ

の連携が、税務処理に影響を与えることは、 クラウド型ERPの機能や、図1から明らかであ

る。この効果として考えられる点としては、例えば、以下のようなものが考えられる。

・当該システムの多国間連携により、国家間の税務関係情報交換の促進、等の効果が生じ、こ

れが国|際的税務処理の効率化につながる。

・事業分野と非事業分野との峻別が容易になる。

・実物取引と金融取引との峻別の容易化（リース取引のようなそれらの取引が共にある場合も）

・企業の会計期間よりも金融商品の期間が長い場合：当該商品の収益の期間配分を税務処理上

適切に行うことが容易になる。

・市場価格算出が容易になる（バーター取引などの場合の、その市場価値の帰属計算時)。

・各減価償却計画の峻別が容易になる。

・一定の税率の状況下において、投資支出と、利子控除（投資を控える代わりに）を持つ資本

化との間での選択において無差別な利子率の決定が当該システムの活用の分精確になる35.

・個人的費用と会社の投資的経費との峻別が容易になる。

・通常の場合の価格と関連者間取引の価格との間に過度な差が生じることを容易に防止するこ

とができるようになる。

・税務関連の各種法律の変更による税務の複雑化を、 これによる混乱が生じない程度に抑える

ことができるようになる。

・一つの税制において、控除関係の処理などが増えていったとしても、 これによる税務の複雑

化を、 この複雑化による混乱が生じない程度に抑えることができる。

・脱税や滞納の減少、租税回避問題の減少、 といった効果を持つ。

・所得の源泉の峻別やキャピタルゲイン評価が容易になる。

それはこの先の論稿で詳細に扱うことであるが、こうした効果はエックス税の諸問題の解消

に大きく貢献すると考えられる。
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短期大学生のアイデンティティ発達と進路選択時の

母親とのコミュニケーション

高橋 彩

I 問題と目的

Eriksonは青年期の心理社会的危機として、アイデンティティ対アイデンティティ拡散をあげ

た。アイデンティティとは、 「過去において準備された内的な斉一性と連続性とが、他人に対す

る自分の存在の意味一『職業』という実体的な契約に明示されているような自分の存在の意味

一の斉一性と連続性に一致すると思う自信の積み重ね」 (Erikson,1963j仁科訳、 1977)のこと

であり、アイデンティティを実証的にとらえる試みとして､Marcla(1966) のアイデンティティ・

ステイタスモデルはその中心的役割を果たしてきた。探求（様々な選択肢について真剣に悩み

模索した経験） とコミットメント （自分の選んだ選択肢に積極的に関与していること）の2つ

基準の有無によって、探求もコミットメントもない拡散、 コミットメントはないが、今まさに

探求をしているモラトリアム、探求がないがコミットメン|､はあるフォークロージャー、探求

を経てコミットメントを猿得したアイデンティティ達成の4つのステイタスに個人を分類する。

ステイタスはある1時点の状態を示したものにすぎず、アイデンティティがどのように形成さ

れていくかというプロセスに研究の関心が移るにつれて、ステイタスモデルの限界が指摘され

てきた。例えば、 Crocetti,Rubini,&Meeus(2008)は、青年がコミットメントを形成した後も、そ

のコミットメントについてよく考え、 さらなる情報を収集したり他者と話したりすることがあ

り、その結果として現在のコミットメントから新しいコミットメントを求めることがあるとす

る。この「コミットメント」、 「深い探求｣、 「コミットメントの再考」からなるアイデンティテ

ィ形成の3次元モデル(Crocetti et a1. ,2008)にもとづく尺度(Utrecht-Managementof ldentity

CommitmentsScale)も開発されており、 日本語版も作成されている（畑野・杉村, 2014)。アイ

デンティティ形成は、個人が自分を取り巻く環境との間で絶えず相互調整していくプロセスで

あるととらえられており (Bosma&Kunnen,2001)、Crocettietal. (2008)のアイデンティティ形

成の3次元モデルもそれにあたるという （畑野・杉村, 2014)。

同じくアイデンティティ形成のプロセスを重視したモデルに、二重サイクルモデルがある

(Luyckx,Goossens, Soenens,2006)｡ Luyckxetal. (2006)は、Marcia (1966)のアイデンティテ

ィ・ステイタスにおける探求とコミットメントという2つの次元を、それぞれ「広い探求」 と

「コミットメント形成」 とよび、これらを「コミットメント形成サイクル」とした。このコミ

ットメント形成サイクルのほかに、 「深い探求」と「コミットメントとの同一化」の2つの次元

からなる「コミットメント評価サイクル」を加え、二重サイクルモデルを提唱した。アイデン

ティティ発達を、 コミットメントを形成するために様々な選択肢を模索する過程（コミットメ

ント形成サイクル） と、すでに選択した対象が真にコミットメントするに値するか否かをさら
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に検討し、それへのコミットメントを深めていく過程（コミットメント評価サイクル）の2つ

の過程からとらえようとするモデルであり、探求の不適応な側面である「反綴的探求」を含め

た5次元からなる多次元アイデンティティ発達尺度を開発している(Luyckx,Schwartz,

Berzonsky,Soenes,Vansteenkiste,Smits,&Goossens,2008;中間・杉村･畑野･満上･都築, 2015)。

中間他(2015)は､多次元アイデンティティ発達尺度日本語版(DimensionsofldentityDevelopment

Scale: theJapaneseversion,以下DIDS-Jとする）を開発し、原版と同じ5因子構造で十分な信

頼性と妥当性があることを確認している。

青年期のアイデンティティ形成の主要な領域は、進路選択や職業選択である。後期青年期に

は、幼い頃に習得した役割や技術を職業にどう結びつけるのかが重要な問題となる

(Erikson,1963;仁科訳、 1977)ためである。アイデンティティ・ステイタス面接(Marcia&

Archer,1993)では「進路」や「職業選択」が、アイデンティティ形成の3次元モデル(Crocetti

etal,2008)では「教育領域」が、二重サイクルモデル(Luyckxetal,2006)では「将来の目的」

が、それぞれ青年のアイデンティティ形成領域として取り上げられている。

青年のアイデンティティ形成における進路・職業領域の重要さと、形成プロセスへの注目を

ふまえ、高橋（2008）は、進路選択における親子間コミュニケーション尺度を作成した。この

尺度は､親子間の相互作用の特徴と青年のアイデンティティ探求との関連を検討したGrotevant

とCooperらの個性化モデル(Cooper&Grotevant,1987平石, 2007)を基礎としている。親と青

年の会話の中で、 自分自身の視点をはっきり伝えることや、 自分と他者との見解の違いを述べ

る能力である「独自性」 と、他者の信念と感情の尊重や、他者の考えを発展させるために承認

や励ましを与える「結合性｣の2つの側面が、どのようなバランスで表出されるのかを観察し、

青年の心理社会的発達との関連を検討するモデルである。 「結合性」を中心とした会話の中で、

個々の成員の「独自性」が表明されるような家庭の青年は、アイデンティティを探求する能力

が高かった(Grotevant&Cooper,1986) ことから、進路や職業についての親子間の会話におい

ても、結合性と独自性が両方表出されることが青年の職業選択への取り組みやアイデンティテ

ィ達成の感覚と関連すると考え、こうした特徴を反映した尺度を作成し､検討をおこなった（高

橋， 2008, 2009)。その結果、親が「独自性」と 「結合性」の両方を示す場合、どちらも示さな

い親よりも、青年のアイデンティティ達成の感覚が高く、親が「結合性」だけを示す場合も、

両方示さない親よりも青年のアイデンティティ達成の感覚が高かった。また、親が示す「結合

性」は、 「独自性」とは異なり、それ自体が青年のアイデンティティ達成の感覚と正の相関があ

った。一方、青年の特徴のうち「議論の回避」はアイデンティティ達成の感覚と負の相間があ

り、 「議論による立場の明確化」 （自分の希望する進路を理由とともに説明し、もし反対された

ら、説得したり、反対する理由をたずねたりする特徴）は、アイデンティティ達成の感覚と正

の相関があり、職業選択を避ける態度と負の相関があった（高橋, 2008, 2009)。親子間で議論

を避けないことや親が青年に受容的であることが、青年のアイデンティティ達成の感覚に関連

することが示唆されたといえる。同様の結果は、進路選択における親からのソーシャルサポー

･P
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ト知覚が、高校生の進路意思決定に影響を与えることを示した大谷・木村・藤生(2013)の研

究からも示唆されている。大谷他(2013)で用いた「親のサポート」の尺度項目は、 「親はあな

たに希望をはっきり示している｣、 「親と意見が一致している｣、 「親と進路のことを率直に話す

ことができる」など親の独自性と結合性、青年の話し合いを避けない特徴で構成されており、

「進路意思決定」も下山(1986)の進路未決定尺度を改変したものであり、 「自分なりに考えた

結果、最終的に一つの職業、または学科を選んだ｣、 「自分のやりたい職業はきまっており、今

は、それを実現していく段階である」など、従来のコミットメントの概念に類似した項目から

構成されているからである。

杉村（2001）は、アイデンティティ形成における探求を、 自分自身の欲求や関心だけではな

く、他者の意見や期待も考慮し、相談や討論といった形で利用しながら、 自己と他者の視点の

食い違いを相互調整によって解決するプロセスとしてとらえた。この観点から青年が個人の欲

求だけで進路を選択するのではなく、親の意見や自分への期待を知り、もし意見が食い違う場

合には話し合いを通して親の理解を得ることができるようなコミュニケーションは、アイデン

ティティ形成における探求とみなすことができる。こうした探求がアイデンティティの感覚、

コミットメントと関連することを高橋（2008, 2009）の結果は示唆したといえるが、近年の新

しいアイデンティティ発達の枠組みからみると、多様な選択肢について考える探求を経て、あ

る進路を選択する過程までを扱っていると考えられる。進路選択時の親子間のコミュニケーシ

ョンのあり方が、選ばれた進路をさらに検討し、コミットメントを深めていくような探求過程

とどのように関連するのかは明らかになっていない。進路選択における親子間コミュニケーシ

ョン尺度を用いて、高校受験時と大学受験時を比較した研究（白濱･江頭･五位塚･古賀, 2017)

では、高校受験時よりも大学受験時の方が、親の「独自性」が高く、青年の「相互的態度」 （｢議

論による立場の明確化」と 「結合性」の因子がまとまったもの）が高いことが示されているこ

とから、親子間コミュニケーションとアイデンティティ発達との関連の様相は、青年期の時期

によって異なると考えられる。そこで本研究では、短期大学生を対象に、新しいアイデンティ

ティ発達の枠組みである二重サイクルモデル(LuyckXetal.,2006)におけるコミットメント形成

サイクル（｢広い探求」および「コミットメント形成｣）とコミットメント評価サイクル（｢深い

探求」および「コミットメントとの同一化｣)、さらに2つの過程で陥る可能性のある自己反協

的思考の「反澗的探求」の5次元と、進路選択をめぐる親子間のコミュニケーション特徴との

関連を検討する。短期大学生を対象としたのは、就職活動の時期が4年制大学よりも限られて

おり、進路選択の意識が入学直後から高いと考えられるためである。具体的には、多次元アイ

デンティティ発達尺度日本語版(DIDS-J) と、進路選択における親子間コミュニケーション尺

度を用いて、以下の仮説をたてて検討する。

仮説1） 親が青年に対して示す「結合性」 （応援、励まし、理解）は、アイデンティティ達成

の感覚と正の相関があった（高橋, 2008,2009)ことから、進みたい人生が決まったことを意

味するコミットメント次元(DIDS-Jにおける「コミットメント形成」と「コミットメントと
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の同一化｣） と関連があるだろう。

仮説2） 親が自分の意見や希望をはっきりと伝えたり、青年に理由をたずねたりする「独自

性」は、青年に様々な選択肢や可能性について考えさせることになるため、探求次元(DIDS-

Jにおける「広い探求」と「深い探求｣） と正の関連があるだろう。逆に親が意見を言わない

「議論の抑制」を示す場合、探求次元とは負の関連があるだろう。ただし探求のうち「反将

的探求」は、 「どんな人生を進みたいのか、どうしても考えてしまう」といった不安の高さや

自尊感情の低さと関連する探求である（中間他, 2015)ため、 「独自性」とは負の、 「議論の

抑制」とは正の相関があるだろう。

仮説3） 青年が親との話し合いを避けること （｢議論の回避｣）は、アイデンティティ達成の

感覚と負の相関があり、職業選択を回避する傾向と正の相関があった（高橋, 2008)ことか

ら、探求次元やコミットメント次元と負の相関があるだろう。ただし探求のうち「反郷的探

求」は、青年の「議論の回避」と正の相関があるだろう。

仮説4） 青年が反対する親を説得したり、その理由を尋ねたりする「議論による立場の明確

化」は、アイデンティティ達成の感覚と正の、職業選択を回避する傾向と負の相関があった

（高橋， 2008,2009）ことから、仮説3とは逆に、探求次元とコミットメント次元の両方と正

の相関があるだろう。

仮説5） 青年が親の意見に対し同意したり、親の期待や立場を考える「結合性」を示すこと

は、他者の意見を取り入れたり、 自分が進もうと決めた人生を他の人がどう思うのか分かろ

うとするという 「深い探求」と正の相間があるだろう。

Ⅱ研究1

1 目的

短期大学生の分析を行う前に、進路選択における親子間コミュニケーション尺度（2008）の

因子構造を確認する。尺度作成から年月が経っていることや、白濱他（2017）では、青年の「議

論による立場の明確化」 と「結合性」が1つの因子にまったことが報告されていることから、

項目数を増やし探索的因子分析を再度行うこととした。

2方法

（1）調査対象者と調査時期

中部地方の私立大学（2018年10月） と、公立短期大学(2019年10月）において、授業時間

内に質問紙調査を無記名で実施、回収した。回答の不備を除き、大学生66名（うち女子40名）

と短期大学生96名（うち女子84名）の計162名を分析対象とした。 1年生82名、 2年生28

名、 3年生45名、 4年生7名であり、平均年齢は大学生204歳(SDl.1) 、短期大学生190歳

(SD0.74)であった。
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（2）調査内容

(a)進路選択における親子間コミュニケーション尺度（高橋, 2008)

青年が認知した親のコミュニケーションをとらえる17項目と青年自身のコミュニケーショ

ンをとらえる15項目からなる。 「あなたは、最近l～2年の間に、将来の職業を考えたり、進

路を決定する時に､親とどのような話し合いをしましたか｣と問い､｢非常にあてはまる」(6点）

から「全くあてはまらない」 (1点）の6件法で、母親と父親のどちらかを選んで回答するよ

うに求めた。

(b)多次元アイデンティティ発達尺度日本語版(DIDS-J) (中間他, 2015)

DIDS-Jの全25項目に対して、 「とてもあてはまる」 (5点）から「全くあてはまらない」 (1

点）の5件法で回答を求めた。下位尺度の項目例は以下のとおりである。

「コミットメント形成」 ： 「自分がどんな人生を進むか決めた｣、 「自分の人生をどうするのかに

ついては自分で選んで決めた」など5項目。

「コミットメントとの同一化」 ： 「私の将来の計画は自分の本当の興味や大切だと思うものに合

っている｣、 「将来の計画のおかげで自分というものがはっきりしている」など5項目。

「広い探求」 ： 「自分が進もうとする人生にはどのようなものがあるのか進んで考える｣、 ‐自分

が追い求めることができる色々な目標について考える」など5項目。

「深い探求」 ： 「自分がすでに決めた人生の目的が本当に自分にあうのかどうか、考える」、 「自

分が進もうと決めた人生を他の人がどう思うのか分かろうとしている」など5項目。

「反協的探求」 ： 「人生で本当にやりとげたいことは何かはっきりしない｣、 「どんな人生を進み

たいのかどうしても考えてしまう」など5項目。

3結果と考察

（1）進路選択における親子問コミュニケーション尺度の因子分析

進路選択における親子間コミュニケーション尺度について､父親について回答したのは71名、

母親について回答したのは152名であった。母親のコミュニケーション17項目について、フ

ロア効果のみられた2項目を除き、探索的因子分析(最尤法プロマックス回転）をおこなった。

因子負荷量が.40以上の項目を採択し、それ以下の項目や複数の因子に負荷を示す項目を除外

し、最終的に高橋(2008) とほぼ同様の3因子を確認した(Tablel)。第1因子は「母親の結合

性｣、第2因子は「母親の議論の抑制｣、第3因子は「母親の独自性」 と名づけた。

青年の母へのコミュニケーション15項目についてフロア効果のあった2項目を除外し、探

索的因子分析を行ったが、高橋（2008）と同様の固有値1.0以上の4因子構造では、 1つの因子

の項目数が少なく不適切であった。同じ尺度を用いた白濱他(2017)の研究において、青年の

項目は2因子構造が確認されていたことから、 2因子で探索的因子分析（最尤法プロマックス

回転）を行い、最終的な結果をTable2に示した。第1因子は高橋(2008)の「議論の回避」か

ら3項目 （｢私は母親と進路について話し合うことをなるべく避けていた｣、 「母親が私の進路
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Table l

進路選択における親子間コミュニケーション尺度（母親) (N=152)

因子負荷量

F1 F2 P3質問項目因子名

l母親の結合性

母親は最終的に私が決めた進路を応援してくれた

母親は私の入学（就職）試験について「大丈夫だよ」と励ましてくれた

母親は私のやりたいことをちゃんと理解したようだった

2母親の議論の抑制

母親は、私が進路についてどんな意見を言っても「いいんじゃない」 と言うだけだった

母親に進路の相談をしても、 「よく分からない」 と言われた

3母親の独自性

母親は私の進路について意見を言うときに、その理由もはっきりと言った

母親は「将来こんな職業についてほしい」 と言った

母親は私が意見を言っている途中なのに、 「でも・ ・ ・ 」 とさえぎって反論することがあった

母親は私の進路について「あなたはこれに向いている」と言った

母親は、進路について「どうしてそうしたいの」と私に理由を聞いた

0.905

0.753

0.514

0．022

0．171

－0．105

0．011

0.119

－0．137

（).095 0．813 －0．047
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-0243

0．231

－0．004

0．056

－0‘176

因子間相間F2 -0.482

F3 －0．202 －0．078

Table2

進路選択における親子間コミュニケーション尺度（青年) (N=152)

因子負荷鉱

Fl F2質問項目灰|子名

l青年の議論の困難さ

私は母親と進路について話し合うことをなるべく避けていた

母親が私の進路について話す時には、私はその話を早く終わらせようとした

私は母親に将来のことを話すうちに、だんだんと腹がたってくることがあった

母親には「この学校/会社を受けるから」と自分で決めた結果だけを報告した

母親に「こんな仕事につけたらいいなあ」と気楽に話すことができた（逆転項目）

2青年の結合性

私は最終的に母親の期待に沿うように、進路を決めた

私は母親のアドバイスに対して「それもいいかも」 と同意した

私は、母親の立場になって自分の進路を考えてみた

私の将来について母親が心配するときは、母親を安心させようとした

0.916

0．851

0．619

0.580

-0.488

0．008

0~036

0．257

－0．295

（).026

0.668

0.616

0.489

0.461

0．131

－0224

0~143

－0．053

因子間相間 -0.010

について話す時には、私はその話を早く終わらせようとした｣、 「私は母親に将来のことを話す

うちに、だんだんと腹が立ってくることがあった｣） と「自律した意思決定」のうちの1項目

（｢母親にはこの学校/会社を受けるからと自分で決めた結果だけを報告した｣)、さらに「母親
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にこんな仕事につけたらいいなあと気楽に話すことができた｣の逆転項目から構成されていた。

親と進路について話せない、話したくないという特徴があるため「青年の議論の困難さ」と名

づけた。第2因子は、高橋（2008）の「結合性」の項目のみで構成されていたため、 「青年の結

合性」 と名づけた。高橋（2008） とは異なり、反対する親を説得し、理由を明らかにするよう

な「議論による立場の明確化」にあたる因子は確認できなかったと言える。この因子に含まれ

る「母親が私の進路の希望に対して反対した時、どうして反対するのと理由を尋ねた」という

項目はフロア効果を示していることから、今回の調査対象者は親との間で大きな意見の相違や

葛藤が少なかった可能性がある。父親については人数が少なく、母親と同様の因子分析結果は

得られなかった。

（2）信頼性の検討

母親-青年間コミュニケーションについて、尺度の信頼性（項目間の内的一貫性）を検討する

ため、 クロンバックのα係数を算出したところ、母親の結合性はα＝、74、母親の議論の抑制

はα＝~76、母親の独自性はα＝.62、青年の議論の困難さはα=.81 、青年の結合性はα=65

であった。 α係数がやや低い因子もあったが、許容できる範囲とみなし、短期大学生を対象と

した本調査の分析に使用する19項目を確定した。

Ⅲ研究2

短期大学生を対象に、研究1で作成した進路選択における親子間のコミュニケーション尺度

とアイデンティティ発達との関連を検討する。

1 方法

調査内容、および調査対象者と調査時期は研究1と同じであり、母親を選んで回答した短期

大学生96名（平均年齢19．0歳、 SD=.74歳、 うち女子84名）を分析対象者とした。

2結果

（1）進路選択における親子間コミュニケーション尺度の信頼性

短期大学生を対象とした場合の尺度の信頼性（項目間の内的一貫性）を検討するため、クロ

ンバツクのα係数を算出したところ、母親の結合性はα＝．78、母親の議論の抑制はα＝､74、

母親の独自性はα＝､67、青年の議論の困難さはα＝､78、青年の結合性はα＝､67であった。

各因子の項目得点の平均値を下位尺度得点とした。

（2）母親-青年間コミュニケーションにおける学年差

1年生と2年生で下位尺度の得点に差があるかどうか検討したところ、 「青年の議論の困難

さ」は1年生よりも2年生の方が得点が高かった(t(88)=2.302,p<.05)。それ以外の下位尺度に
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学年差はなかった。よって1年生と2年生はまとめて分析することとした。

（3）母親と青年のコミュニケーション特徴の関連

母親のコミュニケーションの特徴と青年のコミュニケーションの特徴との関連を検討するた

め、下位尺度間の相関係数を算出した。 「母親の結合性」は、 「青年の議論の困難さ」 との間に

有意な中程度の負の相関があった(I=- .62,p< .01)。 「母親の議論の抑制」は、 「青年の議論の

困難さ」との間に弱い有意な正の相関があった(J= .23,"< .05)。 「母親の独自性」は、 「青年の

結合性」 との間に有意な中程度の正の相関があった(I=.47,p< .01)。

（4）母親-青年間コミュニケーションと多次元アイデンティティ発達尺度との関連

多次元アイデンティティ発達尺度(DIDS-J)の5つの下位尺度のα係数を算出したところ、

コミットメント形成はα＝.86、コミットメントとの同一化はα＝､82、広い探求はα＝､80、深

い探求はα＝.65、反濁的探求はα=.71であり、先行研究通りに5つの下位尺度得点の平均値

を算出した。すべてのDIDS-J下位尺度得点において学年間に有意な差はなかった。

母親-青年間コミュニケーションとDIDS-Jとの関連を検討するため、すべての下位尺度間の

相関係数を算出した(Table3)。 「母親の結合性」は、 「コミットメント形成」 (J= .308,p< .01)

および「コミットメントとの同一化」 (J=.227,p<.05) との間に有意な正の相関があり、 「反協

的探求」との間に有意な負の相関(I=-.214,"<.05)があった。 「青年の議論の困難さ」は、 「反

拐的探求」 との間に有意な正の相関（戸.218,"< .05)があった。

Table3

多次元アイデンティティ発達尺度(DIDS-J) と親子間コミュニケーションとの相関 (N=90)

コミットメント

形成サイクル

コミットメント

評価サイクル

コミットメント 反澗的探求コミットメント 深い探求 との同一化広い探求 形成M(SD)

母親の結合性

母親の議論の抑制

母親の独自性

青年の議論の困難さ

青年の結合性

(1.03)

(1.39)

(095)

(ll7)

(1.05)

‘308事｡

.041

．067

－~160

．059

､227．

．042

．046

－．100

．011

－．214”

、054

．047

218､

．196

4．60

2．69

3．52

2．69

3．29

．141

．035

~137

－~107

．128

、024

-.013

~110

－．078

．190

３

２

５

８

３

０

2．77

0．84

3．88

075

Ｍ

Ｄ
Ｓ

3．12

1．03

3．33

0．76

**p< 、O1 , *p< .05

Ⅳ総合考察

本研究の目的は、進路選択時の親子間コミュニケーションと、 Luyckxetal.(2008)のアイデン

ティティ発達の5次元モデルとの関連を短期大学生を対象に検討することであった。今回、調
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査対象者は進路について話し合った親を選択して回答できたが、母親の方が父親よりも2倍程

度多く選択されていた。進路の相談相手として父親よりも母親が選ばれる（ベネッセ教育総合

研究所, 2005 ;鹿内, 2015) という結果と一致しており、本調査では母親一青年間のコミュニ

ケーション特徴について分析を行った。

1 進路選択における母親-青年間のコミュニケーションの特徴

研究1では進路選択における親子間コミュニケーション尺度について改めて探索的因子分析

をおこなったが、高橋（2008） とは異なり、青年のコミュニケーション特徴の一つである「議

論による立場の明確化」にあたる因子は得られず、この特徴に関する仮説4は検討できなかっ

た。 「議論による立場の明確化」は、親との間で意見の食い違いがなければ生じないコミュニケ

ーションであることから、本研究の短期大学生において進路に関する希望が親とある程度一致

していた可能性がある。 「母親の独自性」と 「青年の結合性」の間に有意な正の相関(I=47)

がみられたことからも､母親が進路について意見をはっきり伝え､それに対して青年が同意し、

親の立場や気持ちを考慮して期待に沿う形で進路を決めた可能性が示唆された。平石(2007)

は男子よりも女子の方が「母親へ示す結合性」が高いこと、 「母親からの独自性」を認知してい

たことを示している。本研究の短期大学生は8割以上女子であったことを考えると、 「母親の独

自性」と「青年の結合性」 との関連を示した本調査の結果は、平石（2007）の結果と矛盾しな

いと言える。進路選択において母親が主張して青年が母親に同意するといった特徴が、女子青

年に特有であるのか、2年間という短い期間で進路を選択する短期大学生の特徴であるのかは、

今後の検討課題である。さらに「母親の結合性」と 「青年の議論の困難さ」 との間に有意な負

の相関（ﾉｰ-~62）がみられており、高橋（2008, 2009）と同様に、親が応援や励ましを示さない

と、青年が進路について話し合うことを避けることが示唆された。

2アイデンティティ発達と、母親-青年間コミュニケーションとの関連

（1）母親のコミュニケーション特徴とアイデンティティ発達

母親の3つのコミュニケーション特徴のうち、 「母親の結合性」だけが、多次元アイデンティ

ティ発達尺度と関連があった。 「母親の結合性」は、 「コミッ|､メント形成」 (J=31) と「コミ

ットメントとの同一化」 （戸.23） という2つのコミットメント次元と有意な正の相関があり、

仮説1は支持された。さらに、 「母親の結合性」は、 「反柵的探求」と有意な負の相関(J=-.21)

があった。

「コミットメント形成サイクル」における「コミットメント形成」は自分の人生における計

画があることを意味し､「コミットメント評価サイクル｣における「コミットメントとの|司一化」

はそうした将来の計画が自分にとって正しく、合っているという確信を表している(Luyckxet

a1. ,2006)。母親が進路について理解し、応援や励ましを示すことは、従来測定されてきたアイ

デンティティ・ステイタス理論における「コミットメント」次元だけでなく、 自分が決めた人
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生や将来の計画が自分に本当に合っていて正しいものであると自信を持つことにも関連するこ

とが示されたと言える。また、 「母親の結合性」と負の相関があった「反澗的探求」は、 自分が

人生で何を望むかについて決めることができず、それを心配して考え続けることであり、抑う

つや低い自尊感情との関連が示されている不適応な探求の形である(Beyers&Luyckx,2016;中

間他， 2015)。短期大学生にとって進路の主たる相談相手である母親が、青年の進路について理

解や応援、励ましを与えないと、青年は自分の人生や将来の選択肢に自信が持てずに、いつま

でも考え続けてしまうことが示唆された。

仮説の2として、母親が青年に対して意見や希望をはっきり伝えることは、青年に様々な選

択肢について考えさせることになるため探求次元と正の相関が、意見を言わないことは探求次

元と負の相関があると予想したが、 「広い探求」と「深い探求」は母親のコミュニケーション特

徴と有意な相関はなかった。また「反将的探求」 とも有意な相関はなかった。よって仮説2は

支持されなかった。高橋(2008, 2009)においても、親の「独自性」や「議論の抑制」は、 「結

合性」に比べると、青年のアイデンティティの感覚や職業選択と有意な相関が少ないか、あっ

ても相関係数は非常に小さかった。親が青年に意見をはっきり伝えることは、普段の親子関係

が良好であれば、進路選択の可能性を広げるきっかけになるが、良好ではない場合、青年が意

見を押し付けられたと感じる可能性がある。｢親の独自性｣の項目の再検討も必要であるだろう。

（2）青年のコミュニケーション特徴とアイデンティティ発達

青年が親と話し合わない特徴である「青年の議論の困難さ」と、 「コミットメント形成サイク

ル」や「コミットメント評価サイクル」には関連がなかったが、不適応な側面である「反将的

探求」の間に正の相関（ﾉｰ､22）があった。よって仮説の3は部分的に支持された。

母親と進路の希望や将来について話すことができないことで、 自分の将来や人生がはっきり

せず、考え続けてしまうことが示唆された。進むべき人生や将来の選択が自分に合っていると

いう自信は､アイデンティティの概念にもあるように､青年が一人で形成できるものではなく、

重要な他者である母親の意見や期待を知ることや、その期待と合致していることが必要なのか

もしれない。ただ、青年が親と話せない、話したくない理由は、親への信頼感や親のあたたか

さ、以前から続く葛藤や意見の相違など多くの原因が考えられるため、今後は親子関係の特徴

も含めて検討する必要がある。

青年が親の意見に対し同意したり、親の期待や立場を考えることは、他者の意見を取り入れ

たり、 自分が進もうと決めた人生を他の人がどう思うのか分かろうとするという 「深い探求」

と正の相間があると予測したが、 「青年の結合性」はDIDS-Jのすべての下位尺度との間に、有

意な相関はなかった。よって、仮説5は支持されなかった。

3今後の課題

今回、進路選択時の「母親の結合性」 と 「青年の議論の困難さ」が、多次元アイデンティテ
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イ発達尺度と関連することを示した。特に従来、指摘されていなかったアイデンティティ発達

に寄与しない探求である「反鍔的探求」との関連を示したことは、アイデンティティ形成の二

重サイクルモデル(Luyckxeta1 . ,2006)を用いた意義があったと言える。一方で、調査対象人

数が限られていたため、母親の特徴と青年の特徴の組み合わせによる差は検討することができ

なかった。母親-青年間コミュニケーションの相関結果から、母が独自性を示し、青年が母へ結

合性を示す組み合わせや、結合性を示さない母親と議論の困難さを感じている青年の組み合わ

せ等がありそうである。今後は母親と青年のミューケーション特徴から類型化し、アイデンテ

ィティ発達との関連を検討する必要がある。

また本結果を一般化するには、短期大学の学生だけでなく、進路指導の時期や期間の異なる

4年制大学の学生との比較が不可欠である。岩佐・杉村・田爪（2019）は、教職を目指す学生よ

りも、非専門職養成課程の学生の方がDIDS-Jの5つの下位尺度のうち「反淵的探求」だけ高い

ことを示している。本調査の結果、 「反協的探求」は「母親の結合性」や「青年の議論の困難さ」

と関連があったが、資格取得を目指す学部学科の学生は、入学時点でコミットメントの程度に

差があると考えられるため、関連の程度も異なる可能性がある。学校の種別に加えて進路や就

職の自由度に差がある学部学科の違いについても考慮する必要があるだろう。
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【研究報告】

地域包括支援センターにおける「地域課題の政策提言」に関する研究

-2019年度「三重短期大学政策研究・研修」の成果報告一

武田誠一・松田佳浩・川岸健太郎

上村博一・工藤暢久

はじめに

本論は、 2019年度「三重短期大学政策研究・研修」 （以下、政策研修）で行われた、地域包

括支援センターにおける「地域課題の政策提言」に関する研修（担当教員：生活科学科准教授

武田誠一）の成果をまとめたものです。

政策研修とは、三重短期大学の地域貢献および地域連携事業の一環として、津市など地方自

治体等が抱える諸課題をテーマに、当該職員と教員が共に調査・研究し、関係諸課題の解決に

あたるとともに、より戦略的かつ先進的な政策事務事業等の推進が図られる職員の政策形成能

力を養うことを目的に実施されている研修のことです。

2019年度は、 「地域包括支援センターにおける「地域課題の政策提言」に関する研修」をテー

マに、松阪市、鈴鹿市、津市、津市社会福祉協議会の職員の4名が参加しました。

I 地域包括支援センターにおける「地域課題の政策提言」とは

地域包括支援センターの業務の一部として地域ケア会議が位置づけられています｡そもそも、

地域包括支援センターとは介謹保|倹法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐

待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う相談援助機関です。厚生労働省(2018)は

「地域包括支援センターの設置運営について」において、地域包括支援センターの業務内容5

点示しています')。

①包括的支援事業

②多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

③地域ケア会議の実施

④指定介護予防支援

⑤その他

このように地域ケア会議は、地域包括支援センターの重要な役割です。地域ケア会議には、

利用者の個別課題の解決を図るというミクロ的視点だけでなく、医療・福祉専門職の連携の構

築や個別課題の背景にある地域課題の発見、地域づくり、地域住民を巻き込んだ地域資源開発

などのメゾ的視点を持ち、それらの課題を地域全体の課題として捉え政策提言を行うマクロ的

視点の三相構造を持っています。
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しかし、これらの三相構造が適切に機能しているかについて、平澤・王・樋田・三上（2018）

の研究によると、地域ケア会議を実施している地域包括ケアセンターでは、 「個別事例検討会議

の実施率が91． 3％であるのに比べ、地域課題検討会議に実施率は54. 1%に留まっている」 2）

と指摘しており、 「地域課題発見機能」や「地域づくり ・資源開発機能｣、その次の段階である

「政策形成機能」が不十分である様子が伺えます。

Ⅱ政策研修の目的

そのような中、介護保険法改正で平成30年度より 「保険者機能強化推進交付金」が導入さ

れました。

その評価項目に、 「地域包括支援センターが複数の個別事例をもとに地域課題を明らかにし、

これを解決するための政策を市町村へ提言している」という項目が設けられました。

評価指標は政策提言の実施状況に応じて2つに別れており、 （ア） 「複数の個別事例から地域

課題を明らかにし， これを解決するための政策を市町村に提言している」 （10点)、 （イ） 「複数

の個別事例から地域課題を明らかにしているが，解決するための政策を市町村に提言してはい

ない」 （5点）で、県内の現状としては，評価指標の「ア」 「イ」のいずれかを算定している市

町がある一方で、どちらも算定できない市町も見られます（図1)。

全国平均で｢平均6.2点」

三重県は， 『7.1点｣とされている

(令和元年9月27日社会保障審議会介護保険部会
(第82回)｢参考資料2j))

p

市

況

図1 「三重県内の政策提言状況」

この項目を算定できるか否かで交付金の増減に影響します。また、既に実施できている市町

においても、その役割が行政直営型の地域包括支援センターに限定されているのであれば、委

託型の地域包括支援センターまで広げることが今後必要であると考えられます。
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そのため、本政策研修では「地域課題の政策提言」の実態把握、 「地域課題の政策提言」を具

体的な制度に結びつけた先進地視察、参加自治体における「地域課題の政策提言」の取りまと

めに取り組みました。

Ⅲ政策研修の経過

政策研修は2019年7月から2020年3月までに6回の研修と先進地視察を行いました｡まず、

参加している松阪市、鈴鹿市、津市の各自治体で取り組んできた「地域課題の政策化」の実例

を報告し、それぞれの特徴、課題の意見交換を行いました。

また､今回は行政職員だけでなく、津市社会福祉協議会が運営している地域包括支援センター

職員の参加も得られたため、地域包括支援センターでの地域ケア会議の実態と、そこから明ら

かにされる地域課題の意見交換も行いました。

社会保障審議会資料(2019)によると、 「保険者機能強化推進交付金」の全国平均は｢62点｣、

三重県が「7.1点」とされている中、和歌山県が「8.5点」と高い数値となっていたため3'、和

歌山県長寿社会課介護保険班から紹介をうけた、和歌山県紀の川市とかつらぎ町に先見地視察

を行いました（写真1）。

写真1 「先進地視察和歌山県紀の川市（2020年1月30日)」

最後に、6回の研修と先進地視察をふまえ、2020年3月24日に政策研修の成果報告を行いま

した。

次からは、政策研修の研修生のそれぞれのまとめとして「現状と課題」を報告します。

Ⅳ松阪市の現状と課題

地域包括支援センターにおける「地域課題の政策提言」を行うにあたり、重要であるのは「連

携する」こと、つまり、関係者がいかに協力できるかということと考える。そこで、松阪市で

取り組まれていることで、ユニークで有効なものと思われるものを示したい。
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1 松阪市の姿（概要）

松阪市は平成17年（2005年） 1月1日に、旧松阪市と隣接する一志郡三雲町と嬉野町、飯

南郡飯南町と飯高町との1市4町が合併した。この合併で市の面積が623.66kiとなり、三重

県下2番目の広さを有する都市となった。北は津市に、南は多気郡に、東は伊勢湾に、西は奈

良県境と接し、南北方向への距離は約37kⅢ、東西への距離は約50kmあり、東西へは車の移動

で1時間から1時間半を要する長細い地形が特色である（図2)。

甦竿露

篭鷲愛矢嘩県京都為〈 滋賀烏

兵庫県

､呉鐘;鍵

火瞬I溌懸

蕊農鐺

#◎麩山鐺

図2「松阪市の位置」

松阪市の人口（表1）は、平成20年（2008年） 1月の約171, 500人が最も多く、ここから

減少を始めた。令和2年（2020年） 3月の総人口が163， 261人であるので、約8， 200人減

少している。

合併した町での特色が出ているので管内別に人口と高齢化率をみてみると、令和2年（2020

年） 3月1日時点の総人口が163， 261人で、その内訳は本庁管内（旧松阪市) 120， 175人、

嬉野管内19， 786人、三雲管内15， 277人、飯南管内4， 512人、飯高管内3， 511人である。

これを5年前の平成28年（2016年） 1月1日時点と比べると、総人口が163， 257人で、そ

の内訳は本庁管内123， 266人、嬉野管内19， 959人、三雲管内15， 081人、飯南管内4， 944

人、飯高管内4， 007人であったので、総人口として3，996人減少しており、本庁管内3， 091

人、嬉野管内173人、飯南管内432人、飯高管内496人が減少している一方、三雲管内では196

人増加している。
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表1 「松阪市の人口推移位」

令和2年3月1日

松阪市

本庁管内

嬉野管内

三雲管内

飯南管内

飯高管内

65才以上 高齢化率

48,193人 29.51％

35,132人 29.23％

6,011人 30.38％

3,318人 21.71％

1,904人 42.19％

1,828人 52.06％

人口

163,261人

120,175人

19,786人

15,277人

4,512人

3,511人

平成28年1月1日

松阪市

本庁管内

嬉野管内

三雲管内

飯南管内

飯高管内

65才以上

46,353人

33,671人

5,738人

3,088人

1,909人

1,947人

高齢化率

27．71％

27．31％

28.74％

20.47％

38．61％

48.58％

人口

167,257人

123,266人

19,959人

15,081人

4,944人

4,007人

●松阪市は毎年約800人減少し､その中で約400人の高齢者が

増えているという現状。

◎松阪市の最多人口は平成20年(2008年)1月の約171,500人。

その時点と比較すると約12,000人減少した。

高齢化率をみると、令和2年（2020年） 3月1日時点の高齢化率は29.51％で、管内別は本

庁管内29.23％、嬉野管内3038％、三雲管内21.71％、飯南管内4219％、飯高管内52.06％

である。三雲管内は低いが、飯南管内と飯高管内では非常に高い。

また、高齢者人口（65歳以上）をみると、令和2年（2020年） 3月1日時点の高齢者人口

が48， 193人で、その内訳は本庁管内35， 132人、嬉野管内6， 011人、三雲管内3， 318人、

飯南管内l、 904人、飯高管内1， 828人である。平成28年（2016年） 1月1日時点は、本庁
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松阪市

本庁管内

嬉野管内

三雲管内

飯南管内

飯高管内

人口

-3,996人

-3,091人

－173人

196人

-432人

-496人

65才以上

1,840人

1,461人

273人

230人

－5人

－119人



管内33， 671人、嬉野管内5， 738人、三雲管内3， 088人、飯南管内l、 909人、飯高管内1，

947人であったので、本庁管内1， 461人、嬉野管内273人、三雲管内230人が増加している一

方、飯南管内5人、飯高管内119人が減少している。このことは本庁管内と嬉野管内、三雲管

内では、まだ今後も高齢化が進む可能性があると思われる。しかし、飯南管内と飯高管内は高

齢者も減少していることから、いわゆる「集落の消滅」の方向に進んでいると見込まれる。

また、本庁管内でも細かく町別にみると、山間部や中心部においても飯南・飯高管内と同様

の状況が生じている町がある。

これらを踏まえると、本市では市全体に一律な施策を講じることがよいのかということを考

えさせられる都市である。

2松阪市の地域包括支援センター

第一地域包括支援センター圏域
（第一箆二~幸~神戸．徳和）

第四地域包括支援センタ・
圏t

（第四・東・橋西・松ケリ

・港・西黒部・東黒部・ §
見漕代・機殿・櫛田）

第三地域包括支援センター圏域
（飯南管内・飯高管内）

石・茅広江）
~~~~~

図3「松阪市地域包括支援センター担当エリア」

松阪市は市域を5つに分け、委託型で地域包括支援センターの運営をしている（図3)。その

内訳は（表2)、第一地域包括支援センターは、主に市中心部をエリアとし、その人口は約36，

500人で高齢化率27.3％、介護認定率は223％である区域を、公益社団法人松阪地区医師会に

委託し、 10人の職員で運営している。第二地域包括支援センターは、三雲・嬉野管内と本庁管

内の阿坂地区と伊勢寺地区をエリアとし、その人口は約40，700人で高齢化率28.2％、介護認

定率は20.6％である区域を、社会福祉法人松阪市社会福祉協議会に委託し、 10人の職員で運営

している。第三地域包括支援センターは、飯南管内と飯高管内をエリアとし、その人口は約

8， 100人で高齢化率46.2%、介護認定率は22.9%である区域を、社会福祉法人松阪市社会福

祉協議会に委託し、 11人の職員で運営している。第四地域包括支援センターは、主に沿岸部を

エリアとし、その人口は約43， 200人で高齢化率は29.7％、介護認定率は22.2％ある区域を、

医療法人社団嘉祥会に委託し、 10人の職員で運営している。第五地域包括支援センターは、主
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に旧市内の郊外から山間部をエリアとし、その人口は約35， 200人で高齢化率287％、介護認

定率は21.5％ある区域を、社会福祉法人太陽の里に委託し、 10人の職員で運営している。前述

したように、本市は地域特性が多様であるため一律な取り組みができえない部分において、苦

労されていると思われる。

表2「松阪市地域包括支援センター職員内訳」

職種別

人数
令和元年6月3日時点 第一包括 第二包括 第三包括 第四包括 第五包括

： （') 宴
主任介護支援専門員

介護支援専門員 ， （'） 曽2 管 2 管 2 管 11 （2）

1 認 2 1 （1） 4 （1）保健師 9 （2）1

2 2 （1）看護師 1 3 （1） 生 8 （2）

生
認 4 （1） 篭

生
認

2 4 （1）社会福祉士 2 3 15 （2）認

1 （1） 2 （2）事務職員 1 （1） 1 5 （4）

1 ｜ （1）介護福祉士 2 （1）

1 （1） セ医師 1 （1）

10 （3） 10 （2） 11 （5） 10 （3） 10 （1） 51 （14）包括職員合計

社会福祉法人
松阪市社会

福祉協議会

社会福祉法人

松阪市社会
福祉協議会

公益社団法人

松阪地区

医師会

医療法人社団

嘉祥会

社会福祉法人

太陽の里
委託先

略字説明＝（） :非常勤職員数、管：管理者、セ：センター長、生↓生活支援コーディネーター、認：鯉知症地域支援推進員

地域包括支援センターにおける「地域課題の政策提言」を行うための土台となるのが「地域

ケア会議」と考える。その開催状況を平成30年度分でセンター別（表3）にみると、第一地域

包括支援センターは、個別課題について4回開催し、参加人数は24人で、その参加した職種

は9職種であった。また、地域課題については6回開催し、参加人数は339人で、その参加し

た職種は10職種であった。第二地域包括支援センターは、個別課題は2回、参加人数18人、

参加職種9職種で、地域課題は3回、参加人数200人、参加職種5職種であった。第三地域包

括支援センターは、個別課題は2回、参加人数16人、参加職種10職種で、地域課題は8回、

参加人数284人、参加職種31職種であった。第四地域包括支援センターは、個別課題は1回、

参加人数34人、参加職種5職種で、地域課題は5回、参加人数244人、参加職種15職種であっ

た。第五地域包括支援センターは、個別課題は7回、参加人数86人、参加職種25職種で、地

域課題は3回、参加人数17人、参加職種4職種であった。

開催回数と参加人数、参加職種に包括毎にばらつきはあるが、それは地域特性によるものと

思われる。包括全体では、個別課題は16回開催し、参加人数178人で、参加職種は58職種で

ある。また、地域課題では25回開催し、参加人数1， 084人、参加職種65職種であった。こ
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のように多くの人と職種が集まっていることには変わりはない。

この多くの人や職種が集まることができる要因として、 「多職種勉強会」を開催し、そこへ参

加することではないかと考えられる。

表3「松阪市地域包括支援センター別地域ケア会議開催状況」

合計第二包括 第三包括 第四包括 第五包括第一包括

参加
人数

関係
職種

開催
回数

参加
人数

関係
職種

開催
回数

参加
人数

関係
職種

開催
回数

参加
人数

関係

職種
開催
回数

参加

人数

関係
職種

開催

回数

参加

人数

関係

職種

開催

回数

同~
溺
一
４

25

4

178 584 2 2 7 16個別課題 24 9 9 16 '0 1 34 5 8618

656 3 8 5 3 25 1084地域課題 339 10 200 5 284 31 244 15 17

~~

T
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3松阪市における「連携」の取り組み

松阪市では、地域包括ケアシステムの構築にあたり、関係者による協識と課題解決につなげ

る場として、平成26年度から松阪市地域包括ケア推進会議を設けた。この推進会議の取り組

みの一つとして、推進会議が主催する「多職種勉強会」が年2回開催され、 これまで12回開

催し、延べ1， 796人が参加しており、平均すると150人の参加がある（表4)。文字通り 「多

職種」が集まり 「勉強をする」ことを目的にしたものであるが、なぜ多くの者が集まり、それ

が継続されてきているのか。

この「多職種勉強会」の当初は交流会を中心としたものであったが、マンネリ化を避ける意

味からも毎回話題となるテーマを変えることはもとより、視点をあてる職種を変えている。こ

のことは「今回の主役はあなた方ですよ」 ということで、プレッシャーもある一方で、他の職

種からの自分達の職種に対する捉え方が聞けることが良いと言われている。また、発表にシン

ポジウムの形式を取り入れたり、グループワークでも様々な工夫がなされたりしており、毎回

違った形での体験が得られるようになっている。そして、平成30年4月より市が「松阪地域

在宅医療・介護連携拠点」を設置したことにより、平成31年度にこの連携拠点を交えて「多

職種勉強会部会」を立ち上げて、シリーズ化したテーマで専門職のコラボレーションによる発

表を行うなど、内容を一層強化されてきた。また、参加が少ない介護職が参加できるよう工夫

もされるという。

この「多職種勉強会」に多くの人が来るのか。それは「楽しい」からであろう。今回はどの

ようなことが起きるのかという期待感があり、それに応えられるよう工夫がなされているから

である。この「多職種勉強会」が生み出した効果として「連携がスムーズになった」ことが挙

げられる。それは、多職種勉強会で何らかの形で顔見知りになり、回を重ねることでお互い
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表4「多職種勉強会（在宅医療・介護関係者の研修） 【松阪市地域包括ケア推進会議主催】」

回 I 日程 墹所 ｜参加数 内容

研修会＆元気の出るグルーブワーク「松阪地域の医猟現場から学ぶ」
第1部活動発表：

清水敦哉氏(医師)､藤井秀子氏(医師)、小林昭彦氏(医師)、志田幸雄氏(医師）
第2部グループワーク､発表
※コーディネート:島田晃秀氏く松阪保健所長）

第1回 平成26年11月20日 済生会松阪総合病院 112名

研修会＆元気の出るグループワーク「リハビリテーション専門職の活用のすすめ」
第1部活動発表･藤井秀子氏(医師)､青木浩乃氏〈主任ケアマネ）

講演:木村圭佑氏(理学擦法士）
第2部グルーブワーク､発表
※コーディネート木村圭佑氏(理学療法士）

蕊2回 平成27年2月19日 三重県松阪庁舎 125名

研修会＆元気の出るグルーブワーク「認知症愚者へ口腔ケアのアプローチ」
第1部活動発妻津田真氏(歯科医師)、黒井建志氏(歯科医師)、木田英也氏(医師）

近田紀子氏〈歯科衛生士）
第2部グルーブワーク､発表
※コーディネート:黒井建志氏(歯科医師）

第3回 平成27年11月26日 三重県松阪庁舎 163名

研修会＆元気の出るグループワーク

「どうしたら安心して皆で認知症躯者さんを支えているか？薬剤師にできること」
第1部活動発表水本あつみ氏(薬剤師)、中村文彦氏(薬剤師)、安田尚樹氏(医師）
第2部グルーブワーク､発表
※コーディネート中村文彦氏〈薬剤師）

涼4回 平成28年3月24日 三重県松阪庁舎 124名

研悠会＆元気の出るグルーブワーク「在宅ケアを受けて療養する人やそのご家族のために」
第1部活動発表:清水敦也氏(医師)、中野久美子氏(医探ソーシャルワーカー)．

木田英也氏(医師）
第2部グループワーク､発表
※コーディネート小林昭彦氏(医師）

第5回 平成28年9月27日 済生会松阪緯合病院 183名

研俸会＆元気の出るグルーブワーク「娯嚥性肺炎をくり返す高齢者への支援」
第1部①『デイサービスにおける口腔機能向上プログラムの実際」

JA松阪ふれあいの里くしだ所長機本直樹氏
②『痛院ST(言語聴覚士)の口腔への取り組み」
桜木記念病院曾認聴覚師丹羽由宇氏

③『家族様への鯛理支援も含めた肪間栄養食事指導の症例」
松阪地域訪問栄養食事指導研究会管理栄養士泉知子氏

第2部各専門職のグループワーク

索6回 平成29年2月24日 三重県松阪庁舎 123名

｢元気高齢者をつくる口腔からの予防｣～口腔からフレイル予防～
第1部イントロダクション｢口腔からのフレイル予防」松阪地区歯科医師会黒井建志氏
第2部シンポジウム

①『デイサービスにおける口腔槻能向上プログラムの実際」
JA松阪ふれあいの里くしだ所長柵本直榔氏

②｢病院ST(言語聴覚士〕の口腔への取り組み」
桜木記念病院言語聴覚士丹羽由宇氏

③『家族様への調理支援も含めた肪間栄養食事指導の症例」
松阪地域訪問栄養食事指導研究会管理栄養士泉知子氏

④『地域連携で口腔ケアを継綬している症例」
～迩議障害や重症者に対する口腔ケア～
松阪地区歯科医師会口腔ケアステーション歯科衛生士近田紀子氏

第3部グルーブウーク発表

第7回 平成29年10月13日 済生会松阪総合病院 162名

テーマ｢やっぱり家が－詩！～時々入院､ほぼ在宅～」
ほぼ在宅医擬を支える専門職のネットワーク

第1部話題提供①野田知宏氏(医師）
②高山なおみ氏(介膜支援専門員）
③迫間栄子氏(ヘルパー）
④市川千恵子氏〈訪問看膜師）

第2部グループワーク発表

節8回 平成29年3月9日 済生会松阪総合病院 176名

テーマ:｢ボリファーマシ－(多剤投与>を知って､みんなで考えよう！」
第1部話魍提供

①｢薬剤師が多職種と共有したい現場の悩み」
薬剤師:スマイル鯛剤薬局下村店西美香氏

②｢リハ職のﾎﾘﾌｧｰﾏｼ一への関わり
理学療法士松阪多気地区地域リハビリテーション連絡惚議全会長木村圭佑氏

第2部グルーブワーク発表

第9回 平成30年9月7日 済生会松阪総合病院 146名

ﾃｰﾏ:｢看取りを迎える家族の園ゆらぎ"を多瞳糎でどう支えていくか」
第1部話題提供

①松阪地域在宅医寂･介護連携拠点で対応した相岐内容について
～平成30年4月開設以降､寄せられた相麟から～

松阪地域在宅医澱･介瞳蓮携拠点

②｢救急搬送と延命治療のため在宅で看取れなくなったケースについて」
藤井整形外科胃腸科医師藤井秀子先生

第2部グループワーク発表

第10回 平成31年2月1日 済生今松阪韓合病院 157名

｢シリーズ連携がうまくいくコツいかない理由①」
第1部諾題提供

テーマ:『食べたい｣を叶える為に多聴種で取り組んだ症例～胃ろうから経口へ～」
①松阪地区歯科医師会口腔ケアステーション歯科衛生士近田紀子氏
②居宅介護支援事業所なでしこ苑介瞳支援専門員前村麻子氏

流2部グループワーク発表

第11回 令和元年8月23日 済生会松阪総合病院 150名

『シリーズ速携がうまくいくコツいかない理由②』
第1部騒題提供

テーマ｢3病院の入退院時連撫を知る！』
発表者:退院調整看壌師と医療ソーシャルワーカー

（松阪中央紛合病院)高橋五月氏､大西悠介氏
（済生会松阪総合病院)浅井希氏､林優里氏
（松阪市民病院)藤田まゆみ氏､落合伸也氏

第2部グルーブワーク発表

露12回 令和2年2月5日 済生会松阪韓合病院 175名
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話がしやすくなる。そして、偶然にも仕事において関わることが合わさると、業務における相

談がしやすくなる。 ということが現れている。更に会議の場において、これまでは立場上、表

面的な意見を述べることに留まっていたが、本音を言えるようになり、お互いの立場を理解さ

れやすくなったと感じる。このことは、連携を深化させていく上で重要なものであり、この関

係性を保っていくことが、今後の鍵となると考える。

もう一つ「連携」の取り組みとして、ユニークなものがある。それは「森診勉強会」 と呼ば

れるもので、飯高町森にある森診療所の中村先生と飯南管内と飯高管内に関係するケアマネ

ジャーが月2回集まり、患者の状況報告や学会での発表内容を共有する自主的な活動がある。

飯南管内と飯高管内は病院や介護施設も少なく、救急病院にも30分から1時間はかかるとい

う資源の乏しい所である。それゆえに、いざという時のためこの管内の関係者が患者の情報を

共有していることは、関係者の誰もが協力しえる体制を整えることができるといえる。これは

患者と関係者双方が安心できるものであろう。正にこれが地域包括ケアシステムではないだろ

うか。

4今後の展望

松阪市では、多職種勉強会を更に進化したものにして、継続していくことで多職種の関係者

の連携がスムーズに、そして深化していくものと確信をしている。また、 「森診勉強会」のよう

な取り組みが、他の地区でも広まることを期待したい。さらに本市では「元気高齢者」を増や

していく取り組みをしており、 この「元気高齢者」が生きがいを持って、地域での担い手や支

える役割を努めてもらいたい。これらがあわさることで、本市の地域包括ケアシステムがより

よいものとして構築できると考える。その中核機関として担うのが地域包括支援センターであ

るので、今後の活躍も期待する。

V鈴鹿市の現状と課題

1 鈴鹿市の特徴

令和元年(2019年) 12月末現在で、人口は199， 886人で、 20万人をわずかに切っています。

そのうち65歳以上の高齢者人口は、49， 597人と、約5万人で、高齢化率は24.81%であり、 4人

に1人は65歳以上であるといった状況です（図4） 。日常生活圏域については、介護保険事業計

画に基づいて、市全体を、地図のように西部、北部、中部、南部と4つに分けており、右上の表

のように、圏域によって高齢化率に違いがあります。
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4「鈴鹿市の概要」図

2地域ケア会議の現状と課題

図5は、鈴鹿市の地域ケア会議のイメージ図です。第2層に「鈴鹿市地域課題検討会議」が

あります。第3層の「地域ケア圏域会議」から上がってきた課題を、第1層地域ケア推進会議

に政策提言するという概念になっているなかで、地域課題の政策提言が上手くなされていない

こと､課題を抽出するばかりで､解決の手法や話し合いが進まないことを指摘されていました

地域ケア会議の状況・課題
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図5「地域ケア会議の状況・課題」

今年度何とかしようと取り組んでいましたところ、政策研究・研修に参加し、近隣市との連

携や情報共有をすることが、大きな後押しになりました。
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3地域ケア会議から明らかになった地域課題

生活困窮や、ゴミ屋敷、 8050問題に関する相談が、地域包括支援センター、在宅医療・

介護連携支援センター・すずらんに多数寄せられて、内容が複合的．多重的なものとなってい

るため、地域課題検討会議の今年度テーマを生活困窮とした。

4課題解決に向けた取り組み

ワーキング形式で、医師会、在宅医療・介護連携支援センター（すずらん)、地域包括支援セ

ンター、行政が情報共有と連携を図った（図6)。医師からは医療費の踏み倒し、すずらんから

は、ケアマネ等からの相談が増加していること、地域包括支援センターからは職員の苦労や疲

弊を教えていただき、行政職員としては、時には厳しい内容だったが、今後につながる会議に

なったと感じました。
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図6「課題解決に向けた取り組み」

5今後の展望

今後の展望として次の2点を目ざします(図7)。

（1）ふくし丸ごと相談窓口の開設

複合的・多重的な相談に対応できるよう、対象とする相談を「全対象型の相談」へ、

それに対して、 「縦割り」でなく 「横割り」型の役割分担をめざします。

（2）行政の部局間連携

高齢問題を抱える他の部局との連携体制を整えて、対応が手遅れになる前に、早期

の段階からの積極的な支援・仕掛けをすること、適切な部門へ繋げることができる

よう、入口の整備と、それぞれの部門が受け入れ態勢を整備することをめざします。
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図7「今後の展望」

Ⅵ津市の現状と課題

1 津市の特徴

津市は人口277， 570人（令和2年(2020年) 3月末)、高齢化率は約29.3%、市域は都市部

から過疎山間地域まで広域に渡り、合併前旧市町村単位の総合支所を基盤に、各地域の行政機

能を担っています。

津市の包括的支援事業の実施体制としては､委託型の地域包括支援センター(以下｢センター）

という｡」が9つ、それを直営の基幹型センターが後方支援する体制を基本としています。これ

に加えて、社会保障充実分である4本柱（認知症施策、生活支援・介談予防、在宅医療・介護

連携、地域ケア会議）について、それぞれ医師会、市社協など関係団体に委託をしています。

センターを中心に4本の柱がしっかりと支える体制が津市の目指す地域包括ケアシステムです。

2地域ケア会議の現状

本市は「地域ケア会議推進事業」として各委託センターに対し、地域ケア会議開催の支援を

行っています。開催回数は毎年増加しており、平成30年度は計167回、 2， 707人もの参加を

いただきました。

地域ケア会議を積み重ねることで、地域との連携体制、センター職員の対応力はより向上し

ています。実際に個別事例に対しては、地域住民の協力のもと、解決に至るケースも増えてい

ます。
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3地域ケア会議から明らかになった地域課題

地域ケア会議で抽出された地域課題は、独居高齢者の見守り体制、認知症や精神疾患を抱え

る人への対応、 8050問題、公的サービス外の外出支援や生活支援など多岐にわたります。

一方、地域ケア会議を積み重ねることで、あがってきた課題も当然多くあります。次の5点

です。

（1）高齢化に伴う相談増により、地域課題へ対応できるセンター体制が必要

（2）民生委員・自治会とセンターのエリアが不一致

（3）課題抽出ばかりで解決策が見えない

（4）会議で課題を伝えても、それに対するフィードバック（解決策・現状報告等）がない

（5）課題解決に必要な市関係部署（生保・住宅・環境など）も出席してほしい

このうち、 (1) (2)については、センターの再編として、令和2年度よりあらたに1センター

を増設し、担当地域の見直しと人員体制の強化を行いました。

しかし、 （3）～（5）については、現時点で有効な方法が見いだせておらず、ここから本市の

課題が浮き彫りになってきました。これを整理したものが次の4点です。

a地域課題の把握から、課題を施策化するまでのルートの明確化

b地域課題への対応ルールの統一化

c津市行政内外の多機関連携の必要性

d課題解決に至った好事例の共有

4今後の課題解決に向けた本市の取り組み

これらの課題に対し、本研修で得られた知識や視察先の取組等を通じて本市の取組の検証を

行った結果、地域課題の「発見・抽出」‐「集約」－「対応」 といった一連の流れが明確に確

保されることが重要ということに気づきました。

【発見・抽出段階】

視察先の和歌山県紀の川市においては、要綱等により地域ケア会議の実施体制が明確に打ち

出されており、常に施策化を念頭に、次の段階を意識した体制が築かれていました。

これを参考とし、本市においては、 これまで各センターに委ねられていた5種類ある地域ケ

ア会議の役割設定を行い、委託センターの独自性を確保しながら、地域性が近い「エリア」単

位での課題抽出を進めることで、より濃縮された地域課題の抽出が可能と考えました（図8)。
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図8「地域課題の抽出のイメージ」

同時に生活支援体制整備事業の1 ．2層の生活支援コーディネーターが各地域ケア会議に参

画することで、地域課題へ対応する「協議の場（協議体)」をも確保することを目指します。

【集約段階】

本市においては、地域ケア会議の報告様式は統一されていますが、その内容から地域課題を

参加機関間で共有・役割設定を行うツールがありませんでした。

視察先の和歌山県かつらぎ町においては、抽出された地域課題に対し、参加機関すべてが解

決に向けた役割を持ち、地域ケア個別会議の結果報告様式の中で、記録化・共有されていまし

た。今後は地域ケア会議の報告を市としての課題分析に転換する書式の作成に取り組んでいき

たいと思います。

【対応段階】

視察先の和歌山県紀の川市においては、「福祉部内調整会議｣にて、部内課長級職員による「緊

急性」 と 「重要性」を軸とした仕分けを行い、地域ケア会議等であがってきた課題の優先順位

のトリアージが実施されていました。これを参考に組織内の地域課題への対応体制の検討を進

めたいと思います。

【多機関連携と好事例の共有】

庁内・多機関連携については､本研修内にて、三重県鈴鹿市においては関係部署の横断的ミー

ティングにすでに取り組まれていること、三重県松阪市においては、障がい福祉サービス利用

者の介護保険移行を円滑にする会議を持たれていることを伺いました。

地域課題は単一地域だけの課題ではなく、好事例を他地域に波及させていくことだけでも、
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市全体の対応力向上につながります。新たな「施策化」にばかり目を奪われていましたが、多

くは「好事例の共有」で対応することが可能であることも再認識させられました。

具体的には、地域支援事業（特に社会保障充実分）のコーディネーターの連携体制をさらに

強化、可能であれば他分野まで波及させ、地域包括支援センターの基盤を支えることで、様々

な角度から地域課題へ対応していくことが可能となると考えています。

5今後の展望

本研修を受け、本市の目指す方向性と政策実現に至るプロセスを明確化することができまし

た。本市の強みは活かしつつ、他地域の好事例を積極的に取り入れながら、津市版の地域包括

ケアシステムの榔築に今後も取り組んでいきたいと考えています（図9)。

地域課題を政策化するための対応 団

③地域課題の把握から､課題を､課題 施策化するル･-卜の鰯。 明確化

【発見･抽出段階】
今5種類ある地域ケア会蟻を役割設定し､委託包括支援センターへ提示

地域性が近い『エリア｣単位での課題抽出を進める

｜⑤地域課題への対応ルールの統一4と
~

【集約段階】地域ケア会鐵の報告を市としての課題分析に転換する書式の作成
【対応段階】市として取り組む地域課題の優先順位について､組繕内での対応体制を検討

、津市行政内外の多機関連携の必 性要

→地域謀題の政策化に必要な部署の連携会議を検討
今既存の地域包括ケアを超えて高齢者分野以外にも波及させる取組の検討

＝唖…・ 坐 ．一観

⑥課題解渕量至った好事例の共有 ~
今地域支援事業(特に社会保障充実分)のコーディネーターの連擁体制をさらに強化

図9「地域課題を政策化するための対応」

Ⅶ津北部東地域包括支援センターの現状・課題

1 包括支援センターの現状

体制は、センター長1名、社会福祉士1名、保健師1名、主任介護支援専門員1名、介護支

援専門員1名の計5名となっている。担当地域は白塚、栗真、河芸町で、人口としては3万人

程である。予防プランは300名程（委託を含む）を担当している。相談件数は月に200～250

件になっている。地域ケア会議（平成30年度）は20回開催しており、参加延べ人数は264名

である。
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2地域ケア会議の現状

参加メンバーは地域住民、自治会、民生委員、医師、保健師、看護師、生活支援コーディネー

ター、交番等になっている。内容としては、認知症9回、精神5回、介護予防1回、生活支援

5回であり、認知症関係が多いのが特徴である。

一部ではあるが、認知症関係の地域ケア会議から見えてきた地域課題としては、 「認知症予防

への意識を高める必要がある」｢認知症の方を支える制度や取組みについての理解を深める必要

がある」｢認知症に関する正しい知識を地域へ拡散することが必要である｡｣等が挙がっている。

地域課題に対する、具体的な取り組みや解決策の案としては、認知症サポーター養成講座の開

催、認知症カフェの開催、子ども達への教育、情報発信（専門職が地域に積極的に出ていく）、

住民向け研修会の開催等が挙がっている。

3地域ケア会議の効果

回数を積み重ねてきたことで、民生委員や介護支援専門員から「会議を開催して欲しい」と

依頼が入るようになった｡地域ケア会議が問題解決ツールの一つであることが認知されてきた。

関係機関のネットワーク強化にもつながり、役割やルール等の理解を深める機会にもなってい

る。包括支援センターの対応力向上にもつながっている。

4 「地域ケア会議」の5つの機能から見る課題

5つの機能の内、 1 「個別課題の解決」 2 「地域包括支援ネットワークの構築」 3 「地域課

題の発見」までは取組めているが、 4 「地域づくり ・資源開発」 5 「政策の形成」については

足踏み状況にあり、今後の課題となっている。

地域ケア会議開催後、報告書にて津市に地域課題と具体的な取組みや解決策の案を多数提出

しているが、地域づくり、資源開発、政策の形成までは至っていないのが現状といえる。

5地域課題のレベルについて

研修に参加し､地域課題にはレベルがあるという考えを持つことができた。具体的には①｢津

市全体の政策レベルとして考えていくべき課題」②「海の方、山の方とエリアで考えていくべ

き課題」③「地域で考え、取組み、解決していくべき課題」である。

特に、③については、政策までは至らないが、地域づくり、 （地域から発信）することは可能

ではないかと考えることができるようになった。 「地域で考えて、取組み、解決していくべき課

題」であれば、まずは担当地域で取組み、人伝いに広がっていくイメージといえる。

6課題解決に向けた取組み

地域住民と津市社会福祉協議会が協力して作成した第3次津市地域福祉活動計画の地区別福

祉プランと包括支援センターが開催した地域ケア会議の地域課題には重なる部分が多い状況に
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あるといえる。今後は地区別福祉プランを柱に、地域ケア会議の地域課題を照らし合わせなが

ら、地域づくりに取組んでいきたいと思っている。

令和2年度の取組みのテーマは「認知症にやさしい地域づくり」 とし、具体的には担当地域

の小学校（4校)、中学校（1校）で認知症サポーター養成講座を開催したいと考えている。毎

年3月に次年度の教育に組み込んで頂けるように啓発活動を行い、毎年恒例になることを目指

していく。地域の介護支援専門員や生活支援コーディネーターと協力しながら取組むことで、

専門性を地域に還元していきたいと考えている。

7今後の展望

具体的な取組みの準備として、令和2年（2020年） 2月に地域の介護支援専門員、生活支援

コーディネーターと地域ケア会議を開催し、具体的な提案を行った。提案内容は①認知症キャ

ラバンメイトの資格取得（各居宅の介護支援専門員）②認知症キッズサポーター養成講座のマ

ニュアル共同作成③認知症キッズサポーター養成講座の共同開催等になる。

介護支援専門員からは、 「日頃からケアマネ業務に追われています。120％の力を出しており、

これ以上は考えられません」と厳しい意見が出されたが、専門職に地域づくりが求められてい

ることは共通理解だったように思われる。今後については、地域の介護支援専門員の負担にな

らない方法を模索しながら取組んでいきたいと考えている。包括支援センターが開催する認知

症サポーター養成講座の見学からでもよいので、協力を依頼していく。

また、今後については、専門職だけでなく、地域住民とも協力しながら包括ケアシステム構

築に向けての流れを作っていく必要性がある為、まずは、包括支援センターを含む、専門職が

できることを情報発信することに注力したいと思っている。

包括支援センターの担当地域だけでも、地域（地区）によって違いがあると思われる為、サ

ロン等から依頼があれば積極的に出向くことで地域課題を共有し、できることを、小地域から

でもよいので、取組んでいきたいと考えている。

おわりに

本研修では、地域包括支援センターが地域ケア会議で明らかになった地域課題を解決するた

めに、政策を提言していく機能に着目した取り組みでした。

そこから明らかになったことは、地域の課題が地域ケア会議に集約されている実態とその問

題把握が課題の確認、指摘に留まり政策化にまで至っていない点でした。

2019年12月に公表された「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に

関する検討会」 （地域共生社会推進検討会）の最終取りまとめでは、これからの地域共生社会実

現に向け、 「断らない相談支援」 「参加支援」 「地域づくり向けた支援」の重層的な取り組みが打

ち出されています。

高齢・障害・児童・困窮など分野を問わず、地域の課題を発見し政策に結びつける体制の強
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化がより一層求められており、地域包括支援センターはその役割を先行して担ってきていまし

た。そのため、地域包括支援センターを対象として取り組んだ、本研修の成果が今後展開され

る「重層的支援体制整備事業」において反映されていくことを期待します。

注

本論は、 「Ⅳ松阪市の現状と課題」を松田、 「V鈴鹿市の現状と課題」

現状と課題」を工藤、 「Ⅶ津北部東地域包括支援センターの現状・課題」

れ以外と全体の取りまとめを武田が担当した。

を川岸、 「Ⅵ津市の

を上村が担当し、そ
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【実践報告】

津ぶらんど化推進品目を使用した大量調理向けの献立の考案

駒田亜衣・中井晴美

【緒言】

津市は三重県の中部に位置する県庁所在地で、三重県の市町のなかでは最大の面積をもって

おり、人口は三重県四日市市に次いで二番目に多い。現在の津市は、平成18年1月に合併さ

れ、旧津市、旧久居市、旧河芸町、旧芸濃町、旧美里村、旧安濃町、旧香良洲町、旧一志町、

旧白山町、旧美杉村の10市町村が一つになった。津市は、東部には海岸、中央部には田園・里

山、西部には山林・湖・渓流など多様で豊かな自然環境に囲まれた地域的特性がある。また、

多様な産業活動があり、特に第一次産業として農業や漁業がさかんである。

津市には、津ぶらんど化推進品目 「津ぶつこ」という特徴ある産品が13品目ある！)。 「生産

者には活力と希望を、消費者には安心や郷土愛を育んでもらう」ことをテーマに、農林水産業

経営の安定化を目的として、津市農林水産物利用促進協議会により平成20年度より選定され

たものである。具体的には、 「茶」 「梨」 「いちご」 「キャベツ」 「ずいき」 「こんにゃく」 「自然薯」

「花しょうぶ」 「たけのこ」 「原木しいたけ」 「杉」 「小女子」 「あさり」の13品目で、市内で栽

培、収(漁)穫し、出荷されている(表1)。選定指標として、産品それぞれの地域ストーリー、伝

統、生活文化や生産環境、独自性、将来性・希少性、生産・流通量などが考慮されている!)。

表1 津ぶらんど化推進品目の現状

区分 No. 品目 栽培面積 収(漁)稚量 出荷量

農産物 1 茶 l63ha 479t

梨 56．4ha2 1220t 1,090t

いちご3 5ha 224t 181 1

キャベツ l46ha1 5310t 1,2801

ずいき5 lha 58t

こんにやく芋 0.3ha6

自然薯 l ha7 3t

花しょうぶ 23ha 25万pOt8 20万pOt

林産物 9 たけのこ 23t
~

原木しいたけ10 15．7t

杉 4,015m3l9390ha11

水産物 12 小女子 3,583t

あさり13 1 t ~ ~

津ぶらんど化推進品目(津ぶつこ)の13品目の栽培面積、収(漁)穫量、出荷量をまとめた。
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津市はこの13品目について、ぶらんど化を推進して消費や生産拡大を図ることにより、農林

水産業の活性化に繋げていくことを目的として選定した。そのためには、産品の概要を紹介す

るだけでなく、それぞれの食べ方、魅力を継続して伝えていく必要がある。

そこで我々は、 「津ぶつこ」食材の使い方を示し、生産者と消費者をつなげることを目的とした

地域貢献の活動として、大量調理に向く献立を検討したので紹介する。

【方法】

「津ぶつこ」食材の中から大量調理に使用できるものを選び、新しい献立を考案した。考え

られる条件として、①手に入りやすく安価であること、②食材の下準備が比較的簡単であるこ

と、③衛生的な管理がしやすいこと、④調理工程が複雑でなく、出来上がりに差がないこと、

⑤見た目がよく食べやすいことが挙げられ、それらにあった食材選びと献立、調理工程を考え

た。献立には親しみやすい献立名をつけることとした。

【結果】

l、使用した食材

今回使用した食材は、 「茶」 「梨」 「いちご」 「キャベツ」 「こんにゃく」 「自然薯」 「たけのこ」

「原木しいたけ」の8種類とした。その他の食材である「ずいき」 「小女子」は季節が限定され

ていること、また「あさり」は季節が限定されていることに加えて衛生的に管理が難しいこと、

さらに、 「花しょうぶ」 「杉」は食材ではないことから今回は除外した。

2、考案した献立

8種類の食材を使用して試作を重ね、 5種類の献立を完成させた。主食、主菜、副菜、汁物、

デザートでl食分とし、それぞれ「寿司」 「揚げ餃子」 「サラダ」 「しんじよう」 「ぜんざい」を

考案した（表2)。

1）寿司(主食）

献立の種類は主菜を含む主食とし、巻き寿司とにぎり寿司の2種類を考案した。使用した食

材は、 「こんにゃく」 「原木しいたけ」である。三重県で摂取量が減少してきている米2. 3)を使

った献立とした。さらに、成人の身体状況に関する問題として、特に40歳代から50歳代の男

性に腹囲異常や体重過多がある．I)。そうした問題に対応するため、エネルギーの低いこんにゃ

くを使用した。巻き寿司には、 トマトの赤、バジルの緑、チーズと春巻きの黄を添えて見た目

を鮮やかにし、食欲が沸くように工夫した。献立名は「ひとくちカリフォルニアロール」とし

た（写真1)。にぎり寿司は、こんにゃくをイカに見立て、握りと軍艦巻きを考案した。味付け

は、こんにゃくをしょうゆに漬け込んだものには生姜を、梅干しを刻んで和えたものには青し

そをのせ、 2種類の味で変化をつける工夫をした。献立名は「なんちやってイカのお寿司」と

した（写真2)。
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表2考案した献立名と使用食材

献立名

（ 「津ぶつこ」食材）

対象

※1

区
分 献立のコンセプトと工夫点

中高年 ＞

男性

ひとくちカリフォルニ

アロール

(こんにゃく、原木しい

たけ）

40～50歳代の男性に多い腹囲異常や体重過多の問

題に対応するため、エネルギーの低いこんにゃく

を使用

三重県で摂取量が減少傾向の米を使用

見た目を鮮やかにし、食欲が沸くように工夫

主
食

〆

い

〆なんちやってイカのお

寿司

(こんにゃく）

カレーのラウンドぎょ

うざ

(キャベツ、たけのこ、原

木しいたけ）

子ども ＞ アレルギーの主な原因とされる7食品「えび、か

に、小麦、そば、卵、乳、落花生」を使用しない

小麦アレルギーのある子どもも食べられるよう、

米粉の皮を使用

具はカレー味にし、揚げることによって子どもが

好む一品になるよう工夫

野菜嫌いの子どもにも食べやすいように野菜をみ

じん切りして使用

〆

主
菜

〆

〆

やみつきキャくつ津

(キャベツ）

全世代 ＞ 三重県の全年代において野菜の摂取量が目標に達

していない割合が高いことに注目し、不足しがち

な野菜を手軽に摂取できるよう工夫

にんにくとごま油を使用し、食欲が増すよう工夫

生のキャベツを使用し、シャキシャキとした食感

で、食べごたえがあるように工夫

副
菜

〆

い

〆

じねんじよしんじよう

(自然薯）

高齢者 ＞ 高齢者の食の問題である咀噛困難や嚥下機能の低

下による誤嚥やたんぱく質不足に対応した献立

柔らかく食べやすくなるよう工夫

つなぎにははんぺんを使用、 ウズラの卵や納豆を

包みたんぱく質を摂取できる工夫

汁
物 〆

い

〆

津ぶつこ3品の豆乳ぜ 全世代 ＞

んざい

(いちご、梨、茶） ＞

1品でいちご、なし、お茶の3つの津ぶつこが味わ

え、 3色で鮮やかな見た目になるよう工夫

三重県で米の摂取量が年々減少しているため、上

新粉と白玉粉を使用

豆乳にはちみつを合わせ、甘すぎず、どの年代でも

好まれる味に工夫

デ
ザ
ー
ト

〆

考案した献立を献立区分順に示した。

※l対象世代のうち、特に考慮した対象を示している。
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写真2なんちやってイカのお寿司写真1 ひとくちカリフォルニアロール

2）揚げ餃子(主菜）

主菜として、米粉の皮2枚を使った揚げ餃子を考案した。使用した食材は、 「キャベツ」 「た

けのこ」 「原木しいたけ」である。この献立は子どもを対象にしたもので、アレルギーの主な原

因とされる7食品「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生」

を一切使用しないこととした。小麦アレルギーのある子どもも

食べられるよう、米粉の皮を使用し、中の具はカレー粉で味付

け、さらに揚げることによって子どもが好む一品になるよう工

夫した。野菜嫌いの子どもにも食べやすいように細かくみじん

切りした野菜を使用した。献立名は「カレーのラウンドぎよう

写真3 カレーのラウンドぎょうざ
ざ」 とした（写真3)。

3）サラダ(副菜）

「キャベツ」を使った簡単に作れる副菜を考案した。三重県では全年代において野菜の摂取

量が目標の3509に達していない割合が高く5)、副菜にすると1

～2品程度の野菜が必要とされていることに注目し、不足して

いる野菜を手軽に摂取できる献立とした。味付けは、にんにく

とごま油を使用し、風味が良く、食欲が出るよう工夫した。キ

ャベツは生のものを使用し、シャキシャキとした食感で、食べ

ごたえもあるように工夫した。献立名は津市の漢字を使用し

~ サ

写真4やみつきキャくつ津
「やみつきキャくつ津」とした（写真4)。

4）しんじよう(汁物）

汁物として、 「自然薯」を使ったしんじようを考案した。対象は高齢者とし、食に関する問題

として挙げられている咀囑困難や嚥下機能の低下による誤嚥や

たんぱく質不足6)に注目した。しんじようを柔らかくて咀噛し

やすいよう、つなぎにははんぺんを使用した。さらに、 ウズラ

の卵や納豆を包みたんぱく質を摂取できるようにし、 しんじよ

うの中から具材の出てくる楽しみも味わえるよう工夫した。献

立名は「じねんじよしんじよう」とした（写真5)。
写真5 じねんじよしんじよう

－96－



5）ぜんざい(デザート）

デザートとして、 「茶」 「いちご」 「梨」をつかったぜんざい

を考案した。 1品で3種類の「津ぶつこ」が味わえる献立に

し、豆乳にはちみつを合わせることで、甘すぎず、どの年代で

もおいしく食べられる味を目指した。見た目もピンク、緑、白

の3色で、鮮やかになるよう工夫した。献立名は「津ぶつこ

3品目の豆乳ぜんざい」 とした（写真6)。

滝

》

毎

厚

~

~

４

や融

車

掌

鯵霧参1
鵜
漁
写真6津ぶつこ3品の豆乳ぜんざい

3，生産者と事業者とのマッチング商談イベントの開催

平成28年11月、津市にあるイベントホールにおいて、市内の農林水産物生産者と市内で料

理を提供する事業者や施設等とのマッチング商談イベントが開催され､このイベントのなかで、

我々が考案した献立をプレゼンテーションした。さらに、試食としてそれぞれの献立を参加者

数に合わせて100食ずつ準備し、提供した。さらに、この献立のレシピ集も作成し、市内事業

者や施設に広報した。

参加した施設から自記式アンケート調査を行った結果、 34施設のうち、 「イベントは参考に

なった」と回答したのは88.2％、 「レシピ集は活用できる」と回答したのは79.4％であった（表

3)。 「高齢者施設等でも献立を参考にしたい」 「試食があったので良かった」 「学校給食にも使え

るようにしていきたい」など評価の高い意見があった一方で、「大量調理には向かない献立があ

る」 「自分の給食施設では活用が難しい」との意見もいくつかあった。

表3マッチング商談イベントに参加した施設のアンケート結果

回答数
N=34施設 回答

（件）

割合

(％）

イベントは参考になったか はい

いいえ

総計

帥

４

88.2％

11.8%

34 100%

レシピ集は活用できるか はい

いいえ

”

７

79.4％

20．6％

総計 34 100%

総合評価 非常に満足

ある程度満足

やや不満

不満

叩

別

４

０

29．4％

58,8％

118％

0．0％

総計 34 100%
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【考察】

我々は、津ぶらんど化推進品目である「津ぶつこ」食材を8品目使用し、生産者と消費者を

つなげることを目的として5種類の大量調理に向く献立を考案した。「津ぶつこ」食材のなかか

ら大量調理に使用できる食材として、安価で扱いやすいこと、収(漁)穫量が多く食材が確保し

やすいこと、季節に左右されにくいこと、調理や衛生管理がしやすいことなどを考慮し、 さら

に栄養価が高いこと、不足している栄養素が補充できることも重要であると考えた。

三重県で実施された県民健康栄養調査では、米類の摂取量が減少していること、野菜類の摂

取量が目標量に達していないこと、果物類を全く摂取していない人が多いことなどが問題点と

して挙げられている5)。こうした問題の改善を目指し、大量調理に向く献立を考案し広報する

ことで、生産者の活動がより安定し、 さらに消費者がより栄養価に優れた献立を食べることが

出来る点で重要な取り組みであると考えた。

今回は13品目のうち8品目を使用して5種類の献立を考案し、市内でイベントにてプレゼ

ンテーションを実施した。自記式アンケート調査の結果、参加施設の約8割から、今回の献立

が活用できるとの回答を得た。

しかし課題として､考案した献立のなかには大量調理に向かない献立もあることが分かった。

「なんちやってイカのお寿司」である。にぎり寿司と軍艦の2種類としたため、一つずつ寿司

飯を握っていく工程は時間がかかり、大量調理には不向きであった。 しかし、イベント参加者

や事前の試食会では、味付けや見たにおいて評価が高かった。家庭内で調理される献立として

は難しい作業はないといえることから、家庭で普及されることは今後の消費量が増えること、

また生産量の拡大に影響する可能性が期待できる。また、盛り付けに時間のかかるものは大量

調理には不向きであるため、 「ひとくちカリフォルニアロール」などは最後に飾る食材を検討す

る必要がある。

津市には、津ぶらんど化推進品目 「津ぶつこ」以外にも多くの食材が生産されている。今後

もこうした地元の食材を使用した献立を考案し、地域貢献の一助となれるよう活動を継続して

いきたい。

【結論】

三重県津市の津ぶらんど化推進品目「津ぶつこ」 13品目のうち、出回り時期が限定されてい

るもの、食材でないもの5つを除外した8品目を使用して大量調理に向く献立を考案した。主

食、主菜、副菜、汁物、デザートをそれぞれ考案し、市内の農林水産物生産者と市内で食事や

料理を提供する事業者や施設等とのマッチング商談イベントにて献立のプレゼンテーションを

実施した。今回の課題を検討した上で、今後も地域貢献活動を継続していきたい。

【謝辞】

本活動を実施するにあたり、ご協力いただきました津市農林水産物利用促進協議会の皆様、
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三重短期大学地域連携センターの皆様、ならびにイベントにご参加いただきました生産者、事

業者の皆様に深く感謝申し上げます。
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1 地域問題研究所概要

地域問題研究所規定

(名称）

第1条 この研究所は、三重短期大学学則63条の2に基づき、三重短期大学付属施設として

設置し、三重短期大学地域問題研究所（以下研究所という）と称する。

(目的）

第2条 研究所は、本学がよって立つ地域社会に関わる諸問題の調査研究を行い、もって、

地域社会の生活と文化の向上に寄与し、あわせて、本学の教育・研究の発展に資す
ることを目的とする。

(所員）

第3条
2

本学の専任教員は研究所の所員となる。

所員は総会での議決を行う。また、研究所の施設

の研究成果の掲載を行うことができる。

資料の利用、研究所の刊行物へ

(事業）

第4条 研究所は、その目的を達するため、必要に応じて三重短期大学地域連携センターと

協力して次の事業を行う。

調査および研究

文献・資料・情報の収集・保管・閲覧及び関係機関との研究・文献資料などの交流

研究会の開催及び研究成果の公表

その他研究所の目的達成のために必要と認められる事業

（1）

（2）

（3）

（4）

(著作権）

第4条の2

(運営組織）

第5条

(研究所長）

第6条

2

3

(総会）

第8条

2

研究所の刊行物に掲載された著作物の著作権は研究所に属する。

研究所には、研究所長、総会、運営委員会を置く。

研究所長は、総会の推薦に基づき、学長が任命する。

所長は、研究所の業務を掌理し、研究所を代表する。

所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

基本事項は総会において審議・決定する。

議長は所長とし、所長は必要と認めた時、または所員から要請があった時に総会を

招集する。総会は所員の過半数の出席により成立する。

本条第1項にいう基本事項とはつぎのものをいう。

年度事業計画及び予算の作成、決算の承認

研究員の推薦

研究所長の推薦

その他研究所に関する重要事項

3

（1）

（2）

（3）

（4）

(運営委員会）

第8条

2

研究所の運営を行うため、運営委員会を置く。

運営委員は、所長、両科選出の運営委員2名、研究員の互選による若干名とし、学

長が任命する。

運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

運営委員会の議長は所長とし、所長は研究所の運営のために、定期的に委員会を開

催する。

３

４

(研究員）

第9条 研究員は、研究費の支給を受けて地域研究をすすめ、また互選により研究所運営委

員となることができる。

研究員は、所長が総会にはかって、所員の中から推薦し、教授会の議を経て学長が2
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任命する。

(特別研究員）

第10条 特別研究員は、広く学内外に人材を求め、所長が総会にはかって推薦し、教授会の

議を経て学長が任命する。

(監査）

第10条の2

(雑則）

第11条

監査は研究員でない所員であって、総会が指名した者が行う。

この規程に定めるものの他、規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

監査に関する規定は、 2017年度会計から施行する

本規程は2008年4月1日から施行する。

この規程の施行の際、旧研究室規程により現に室長、運営委員または研究員となっ

ている者の取り扱いについては、それぞれ新規程による、所長、運営委員、研究員

付則

2

3

とみなす。

2019年度研究所構成員

夫

史

史

夫

輝

芳
智
彩
智
彩
芳
薫

(法経科教授）

(法経科准教授）

(生活科学科准教授）

(法経科准教授）

(生活科学科准教授）

(法経科教授）

(生活科学科教授）

所長

運営委員（法経科）

運営委員（生活科学科）

年報担当

通信担当

会計担当

交流集会担当

立石

大畑

高橋

大畑

高橋

立石

長友

研究員 相川悠貴

大畑智史

駒田亜衣

山田徳広

小野寺一成

武田誠一

田添篤史

北村香織

長友薫輝

(生活科学科科識師）

(法経科准教授）

(生活科学科准教授）

(生活科学科教授）

(生活科学科教授）

(生活科学科准教授）

(法経科准教授）

(生活科学科准教授）

(生活科学科教授）

奨励研究員

特別研究員

長友薫輝 (生活科学科教授）

岩田俊二

茂木陽一

(駒田共同研究員）

(駒田共同研究員）

共同研究員 谷口水穂

奥野元子

助手 田中里佳
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2研究活動

【研究員一覧】

研究員名 ’ 研究テーマ 研究概要

【背景】対象や運動様式、対象者心理によって、運動が食欲や食事

摂取に与える影響は異なることが明らかになってきた｡エアロビッ

ク・抵抗性混合リズム運動は、楽しく、身体に高負荷を与えられる

運動であり、健康維持に有効な運動として知られている。

【目的】エアロビック・抵抗性混合リズム運動が食欲と食事摂取に

及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】健康な人を対象に、安静後と60分のエアロピック・抵抗

性混合リズム運動後の食欲と食事摂取を、交差試験により検討す

る。対象者は8人程度募集する。運動強度は心拍数の変動により評

価する。心理尺度はPOMS2短縮版を用いて評価する。食欲、疲

労はビジュアル・アナログ・スケールを用いて評価し、食事摂取は

被験食を自由摂取させて評価する。

【予想される結果】60分のエアロビック・抵抗性混合リズム運動

後はイライラ感や抑うつ感が減少する。その満足感と運動による疲

労により食欲が減少し､食事摂取量の増加が生じないことが予想さ

れる。 【本研究の意義】体重減量に対する効果的な運動方法を提言

する知見になり得る。これは、三重県民や三重短期大学学生の健康

増進に繋がる知見となる。また、食物栄義学専攻学生と実施するこ

とで、卒業後三重県の健康増進に携わる者に、運動と食事に関する

知識を身につけさせる成果も得られる。

相川悠貴 運動が食欲や食事摂

取に及ぼす影響

近年、世界的に行政など社会の多くの場面でICT化の動きが強ま

ってきた。このような状況の中で、 日本では、マイナンバー制度が

2015年度に施行段階に入った。このマイナンバー制度と税制とが

密接な関連性を持つことはよく知られているが、その詳細な関連性

分析が求められる状況がある。三重県内の行政などの場面において

もマイナンバー制度は無視できない｡以上のことから､本研究では、

租税分野におけるマイナンバー制度の問題点とこれへの対策を考

察する。2019年度は、これまでに実施した当該分析をより精微な

ものとする。この際、できるだけ、三重県などの地域における、本

研究の主要論点についての事例分析も交えることとする。以上の分

析は､租税分野におけるマイナンバー制度のより精確な運用につな

がるものと考えられる。

大畑智史 租税分野におけるマ

イナンバー制度

三重、和歌山、奈良

県に伝わる郷土料理

の一考察

～「馴れずし」を中

心に特徴とその背景
～

熊野灘に面する、三重県の東紀州地域と、和歌山県の東牟婁郡とよ

ばれるこの二つの地域は､江戸時代には同じ紀州徳川家の統治下に

あり、当然ながら政治的、経済的、文化的な繋がりがあり、かつ気

候においても共通点がうかがえる。また奈良県においても同様に、

三重県とのかかわりは深い。

これらの地域は､郷土料理の側面からみても幾つか繋がりの傾向を

感じる点が多くある。そこで本研究では、 「馴れずし」をつくる地

域への現地調査、および地域に残る資料から背景を追求し、その特
徴を明らかにすることを目的とする。

駒田亜衣

シロミトリ豆はササゲの一種で、可食部1009あたり炭水化物

57.79、たんぱく質24.69、食物鋳陰19.2gである。三重県において
は県北中部に栽培が限定されている｡地元でも食べ慣れている年配

者には知名度が高いが、若い世代にはあまり知られていない。栽培

者の高齢化が進み、このままでは生産途絶えてしまう恐れがある。

そこで、若い世代にも受け入れられる、シロミトリ豆を用いた甘い

豆乳並びにそれを用いたアイスを開発してシロミトリ豆の知名度

アップと消費拡大に寄与することを目的とする。

研究方法は､でんぷん系の豆であるシロミトリ豆から作った生豆乳

にでんぷん糖化酵素を作用させることによって甘い豆乳を作成し、

その後にそれを凍らせたアイスの作成を試みる。

山田徳広 三重県産シロミトリ

豆を用いた豆乳とア

イスの開発に関する

研究
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2018年度まで在籍した、 日本建築学会都市計画委員会地方都市
再生手法小委員会から継続して、 2019年度より同委員会の「地方

都市拠点デザイン小委員会」のメンバーとなることから、引き続き

地方都市再生に関する研究を行う。

近年､立地適正化計画制度に代表される人口減少に適応した都市構
造再編のための計画制度が整備されている。しかし、人口減少に伴

い表出する地区の空間構造の改変を時間的空間的に細かくマネジ

メントし、望ましいものへと誘導していくためには、単なる「縮小」
ではない拠点論、計画論ネットワーク論、制度論などの拡充が求

められる。今年度は、その知見に有用となる全国の先進事例や調査

報告文献などを収集するものとする。

また、三重短期大学が立地する津市においても、 「多極ネットワー
ク型コンパクトシティ」を念頭に、都市計画マスタープランや立地

適正化計画が策定されていることから、 2019年度の本研究は、津

市においても持続的に発展できるような都市構造の榊築に向けて、

単なる「縮小」ではない拠点論、計画論ネットワーク論制度論

などの知見を得るために全国の先進事例などを収集することにあ
る。

小野寺一成 人口減少下での集約

型都市構造再編と拠

点形成に向けた研究

一地方都市における

実践と課題一

「自立支援型」地域ケア会議は，今期の津市介護保険事業計画でも

各圏域での実施が躯われているまた，国は地域包括ケアシステム

の深化の方策としても「自立支援型」地域ケア会議の実施を各自治
体にもとめている．

その結果自治体に対する交付金の算定要件に「自立支援型」地域
ケア会議の実施を指標に組み込みことで財政的インセンティブを
導入している~

他方で，各自治体は「自立支援型」地域ケア会議の実施に関しては
手探りの状態である．そのため本研究では三重県内で実施されてい

る「自立支援型」地域ケア会議の実態を把握し，その特徴，課題な
どを整理する．

本研究は， 自治体が主導する「自立支援型」地域ケア会議のあり方

を明らかにするのみならず， 「自立支援型」地域ケア会議に参加す
る専門職である，介護職，福祉職保健・医療職の果たす役割にも

言及していき，地域包括ケアシステム構築における多I職種連携のあ
り方にも言及を深めていく~

2018年12月に｢労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律」 （以下、労働施策総合推

進法)」が閣識決定され、それに基づいて厚生労働省は「労働施策

基本指針」を示し、現在の働き方を変革し、多様な人材が活躍でき

る社会をつくることを目指している。

本研究では、特に貧困下に置かれた女性の現状から、政府の示す働

き方改革が本当に実態改善に結びつく指針となっているのか検証
したい。方法としては、三重県においてどのような具体的計画が示
され、女性労働のどのような点に着目しているのかを整理した上

で､海外での同様の取り組みや施策などと比較も行いながら日本の
働き方改革の特徴を明らかにしたい。

武田誠一 三重県における地域

包括ケア体制の構築

に寄与する「自立支

援型」地域ケア会議

のあり方に関する基

礎研究

北村香織 女性労働からみる働

き方改革

現在のマクロ経済政策は､財政上の制約もあり金融政策に依存する
形となっている。しかし金融政策によって決定されるマクロ的諸変

数は全国に一律に影響するものであるため､地域間の経済状態に差

が存在する場合には､各地域の経済実態を無視した影響を及ぼすこ
とになる。

この研究ではその点に注目し､地域経済の実情に差が存在する場合

に、金融政策に依存することがどのような影響を及ぼすかを、特に

地域間格差の変動という点に注目して検討する。

田添篤史 地域間格差が存在す

る場合の金融政策依

存の問題点
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地域医療柵想と地域包括ケアシステムを両軸として､地域における

医療と介謹の体制整備が進められている。昨年度は診療報酬と介謹

報酬が同時改定され、国民健康保険の都道府県単位化が始まった。

このような時期において、実際に地域の医療保障・介謹保障がどの

ように整備されているのか。これまで関わってきた秋田県鹿角市、

福岡県北九州市における地域調査を行い､各自治体の今後の政策展

開に貢献することを目的として研究を進めたい。

長友薫輝 地域の医療保障・介

護保障づくりの政策

展開に関する調査～

地域医療構想と地域

包括ケアシステムの

動向から～

【奨励研究員一覧】

奨励研究員名I 研究テーマ 研究概要

医療・介護・社会福祉の制度改革が相次いでおり、特に自治体．地

域に期待される政策展開が進められている現状において、制度・政

策の評価指標と評価の仕組みはいまだ形成されているとは言い難

い。そこで、今回の奨励研究として評価指標のあり方について考え

る地研交流集会の開催を契機として､様々な分野の評価指標､SDGs
などの項目なども視野に入れながら研究を進めたい。

長友薫輝 医療・介護・社会

福祉の政策展開

における評価指

標のあり方を考

える

【特別研究員一覧】

研究テーマ 研究概要特別研究員名

農村の居住環境整備史を耕地整理法の時代土地改良法の時代を通し

て著すことを目的にしている。農村整備は昭和45年ごろから本格的

に農政の課題となり実施されてきており,その経緯については『豊か
な田園の創造農村整備事業の歴史と展望』（磯村整備事業の歴史研

究委員会編日本農業集落排水協会1999年)等に明らかにされてい

る。また耕地整理や土地改良事業については『土地改良百年史』(今
村奈良臣平凡社,1977年)等が著されている。しかし，明治初期から戦

後開拓あたりまでの旧耕地整理法の時代における農村居住環境整備

の歴史についての著作は見当たらないので,特に明治初期から戦後開

拓までの期間の農村居住環境整備の歴史について調査研究を行う。

方法は同期間の農村居住環境整備の歴史について文献資料から通時

的な分析を行うとともに,その分析の中から特徴的な事例地区を選択

し､共時的な分析を行う。最終的な研究成果は農村居住環境整備の通

史部分と特徴的な地区の個別史部分を併記し農村居住環境整備の歴

史を明らかにするが研究の狙いは個別史部分に侭く。

明治期以降の農

村居住環境整備

の発展過程に関

する研究－特

に明治初期から

戦後開拓まで一

岩田俊二

近世南勢地域は伊勢神宮へ続く参宮街道が縦走しており、諸国から

の参宮道者の来訪に伴い行路病者、行路病死者も多数出現した。と

りわけ、宝永・明和・文政のおかげ参りでは数百万人の参宮者が主

として抜け参りという形でやってくるので、行き倒れも多発してい

た。他方、参宮道者の来訪は多数の組織化されない乞食・野非人も

招来した。彼らは排除の対象でもあったから縊死・病死・餓死など

の乞食死も少なからず出現した。この両者を「行き倒れ」ととらえ

て。その実態と数量的把握を行うことで、近世の南勢地域における

貧困とその保誠の問題を考察する。

茂木陽 近世三重県域に

おける行き倒れ

の研究

1共同研究員一覧I~

研究代表者 ｜ 共同研究員名 所属／役割分担

三重食文化研究会会員、三重短期大学名誉教授

現地調査聞き取り、資料収集、論文執筆

駒田亜衣 谷口水穂

三重食文化研究会会員、元三重短期大学非常勤講師

現地調査聞き取り、資料収集、論文執筆

駒田亜衣 奥野元子
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3研究所刊行物

地研通信

号数 発行日 内容 頁数

2019年地域問題研究所研究員一覧

どうしてルール違反者を見ると腹が立つのか－ネット上に見る道徳的

な怒り一

高橘彩

編集後記

135号 2019.()8．05 8

機能性表示食品の普及と管理栄養士、栄養士の役割についての検討

服部知美
技術的失業と技術進歩の方向性

田添篤史

受入図書一覧

編集後記

136号 2019．11．30 16

地研年報

号数 発行Iヨ 内容 頁数

【論説】

基礎的自治会における災害弱者の援謹対策に関する研究

岩田俊一・中井加代子
租税分野におけるマイナンバー制度の問題点一みえライフイノベーシ

ョン総合特区の事例を考慮して－

大畑智史

【研究ノート】

三重県内各市の「自立支援型」地域ケア会議の実施について－各紙の

「介謹保険事業計画」の分析－

武田誠一
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